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（午前１０時 開会） 

○水谷毅委員長 おはようございます。 

 ただいまから文教上下水道常任委員会

を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は楢村委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分、議

案第９号所管分及び議案第３５号所管分

の審査を行います。 

 嶋野委員の質疑の答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、嶋野委員から

の鳥飼北小学校の屋内運動場に係る２回

目のご質問にお答えいたします。 

 以前に鳥飼北小学校の屋内運動場の中

で、一定期間使用ができなかったような事

例があったというようなご質問であった

と思いますけれども、我々といたしまして

は、例えば、屋内運動場の電球が急遽切れ

たりした場合には、校務員等で昇降機を使

って対応したり、あと、ガラスの損傷なん

かがもしあった場合には、当然、業者対応

等で緊急に、児童・生徒、また学校開放等

で市民の方もご利用される機会もありま

すので、支障が出ないように、速やかな対

応を心がけているところではございます。 

 一方で、これも例として、床の損傷等が

広範囲にわたるような形で発生した場合、

そのような場合には、当然、安全を確保す

るという部分で、一定期間、工事等で使用

期間をストップするケースもあろうかと

思われますけれども、我々といたしまして

は、今後も、学校施設につきましては、定

期的に学校とも連携をとりながら点検等

も行いまして、児童・生徒、また一般市民

の方の使用に支障が出ないように努めて

まいりたいと考えております。 

○水谷毅委員長 木下課参事。 

○木下子育て支援課参事 それでは、私の

ほうからは、児童虐待防止に向けて母子保

健との連携を進めるべきではないかとい

うご質問にお答えいたします。 

 本市の子ども・子育て支援事業計画では、

虐待の未然防止の推進という項目を設け

て、嶋野委員のご質問のように、母子保健

担当課と連携して児童虐待の未然防止を

進めると記載しており、地域のつながりの

希薄化等により、妊産婦、母親の孤立感や

負担感が高まっている中、関係機関が連携

し、切れ目ない支援を実施することが重要

であると認識しているところでございま

す。このため、子育て支援施策のさらなる

推進を目指す子育て支援ネットワーク推

進会議や、児童虐待に関する協議を行う要

保護児童対策地域協議会などの会議には、

保健福祉課の保健師などに参加を求め、子

育て支援及び虐待防止の意識向上や情報

共有に努めております。 

 また、母子健康手帳発行時の妊婦の面談

や、こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児

健康診査などで育児不安の強い方には、相

談機関や制度を紹介してもらっており、個

別の事例においても、常に緊密に連携をと

りながら対応を行っているところでござ

います。 

 今後も、母子保健部門と連携強化に努め、

児童虐待の未然防止をさらに進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 学校教育課にかか

わります２回目のご質問にお答え申し上

げます。 

 魅力ある学校づくり事業に係る研究先

進校である第五中学校の改善状況でござ

いますが、研究は平成２８年度、平成２９
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年度の２年間でございまして、平成２９年

度の結果は、現在まだ年度途中で確定して

おりませんので、平成２８年度で申し上げ

ますと、不登校生徒数は、前年度から約４

７％の減、生徒間暴力などの暴力行為は約

６７％の減でございました。 

 続きまして、学校部活動等助成事業の部

活動指導員の人材確保の件についてでご

ざいます。 

 次年度は、外部指導者を中心に考えてい

るところではございますけれども、今後も

十分な人材確保ができるかどうかと言わ

れますと確かに不安な面もございますの

で、今後は、大学、スポーツ関係団体等、

さまざまな関係機関にも協力を仰ぎなが

ら、外部委託等の視野も検討に入れながら

対応してまいりたいと存じます。 

 そして、最後に、学力向上推進事業の摂

津ＳＵＮＳＵＮ塾の授業の様子を、教員が

参観することなどで学ぶ機会があったか

というご質問でございますが、教員が摂津

ＳＵＮＳＵＮ塾の授業を参観することは、

ほとんどございませんでした。塾は、学校

の約２倍のスピードで講義的に復習を行

うスタンスで進めており、主に主体的で対

話的に進める学校の授業スタンスとは異

なる部分が多いこともございますが、今後、

接点や情報を行きかわせる機会等をふや

して、教員等が学ぶ機会というのも考えて

まいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、３回目の質

問をさせていただきたいと思います。 

 まずは、学校の施設のお話につきまして、

溝口課長からご答弁いただきました。 

 私も、子どもの話なので全てをうのみに

しているわけではありませんけれども、基

本的には、学校現場の判断の中で、これは

早急に対応しなくては、例えば子どもたち

の学習の問題であったりとか、あるいは地

域の皆さんにもご迷惑をおかけするのだ

ということについては、基本的にその現場

にお任せしているというところですよね。

また、教育委員会に相談があった場合には、

現場も確認しながらということなのだろ

うと思っておりますので、これで安心した

ところがございますので、しっかりと取り

組んでいただきたいなと思います。 

 それと、これは１回目の質問の中と関係

するのですけれども、今年度、鳥飼西小学

校の体育館で、結構長期間、改修工事をさ

れましたよね。平成３０年度は、鳥飼北小

学校でやっていくということになります。

そうなってくると、当然、子どもたちは、

その間、体育館を使った授業ができなくな

ってくるわけでありますから、仮に、その

前に、もし体育館等で使えないというよう

なことになったときにどうするのだとい

うことについては、今のうちからしっかり

当たっていただきたいなと思っています

し、また、地域の皆さんも体育館をいろい

ろと使っておられるわけですから、その点

についても、いろいろと教育委員会として

やれる努力をしていただきたいなと思っ

ているところでございます。要望として申

し上げておきたいと思います。 

 それから、児童虐待の話でありますけれ

ども、木下課参事からお話をいただきまし

た。保健福祉課等の担当課と連携しながら

やっていくのだというお話でございます。 

 私が何を言いたいかといいますと、これ

ほど通報の件数がふえてきて、社会全体が

児童虐待は許しがたい問題だという意識

が、以前より相当上がってきたと思います。

その結果として、仮に自分のところに子ど
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もがいなかったとしても、やはり地域で子

どもが泣いているとか何か感じたときに

は、今までならば、通報しなかったところ

が通報するというケースがふえてくるの

だろうと思います。それ自体は、私は歓迎

すべき方向だと思っていますが、しかし、

この間も申し上げましたように、そういう

状態であるのだということになってくる

と、本当に助けるべきケースといったもの

が今までよりも壁が厚くなるというか、本

当に密室化する可能性は、その一方である

と思っているのです。そうなったときに何

か通報があってから対応するというのに

なっては、もう遅いといったことが、これ

はひょっとして最悪のケースとして、私は

考えられるのかなと思うのですよ。そのと

きに、母子保健と当然、今まで以上に連携

していただきながら、自然な形でそれぞれ

のご家庭に足を運んでいけるような、そう

いった対応策をぜひ考えていただきたい

と思っていますし、そのために独立した担

当課ができたのではないかなと私は考え

ているところでございますので、これは当

然、法律の範囲もありますので強制的にで

きないところはあるのは私も理解してい

ますけれども、しかし、その中で、できる

だけやっていただきたいなと思うところ

であります。 

 話が変わるのですけれども、以前、学校

の中でスクールカウンセラーを導入され

たときに、私は、実は以前、文教常任委員

会の中で１回提案したことがあるのです。

それは何かといいますと、スクールカウン

セラーに子どもたちの全員面談をしてほ

しいのだという話をしたことがあったの

です。これは何かというと、例えば、私が

心に何か悩み事を抱えていたとして、カウ

ンセラーに直接行けるのかというと、やは

り行っているところを誰かに見られたら

嫌だとか、いろいろな抵抗があって、本当

は行って解決できるのに、できないという

こともあるのかなと思ったのです。もし、

これが全員面談ということになるならば、

別にそこに行くところを見られたとして

も、それは全員がすることですから、特別

心に何かあるからといって行くわけでは

ありませんから、そこの抵抗はなくなるの

かなと。その結果として、カウンセラーと

本当に話ができて、悩みの解決につながる

というようなことがあるのかなというこ

とで一度提案したことがあったのです。 

 私は、この母子保健は、そういうことな

のかなと思っているのです。要は、これか

ら担当される職員の方が母子保健の担当

の方と連携されて行っていただくと。そこ

で、ちょっとした悩み事なんかも少しそこ

で相談できたりということが可能になる

のかなと。そういったところで、早期に何

か相談できるようなことができていくと、

その後の重篤な事案を招くことがないと

いうこともあるのかなと思っていますの

で、これは大変に、課参事、大きな重責と

いうか、使命を持った課ができたなと感じ

るところでございますし、ぜひ母子保健と

担当として、摂津市ならではの取り組みを

実践されることを期待していますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それから、第五中学校の不登校の取り組

みについて、具体的な数字もお聞かせいた

だきました。本当に大きな成果が上がって

いるのだなと思います。 

 これも、今までどちらかというと、不登

校ぎみになってきた児童・生徒に対して、

どう対応していくのかということですよ

ね。今までそうだったと思いますし、ただ、

そうなる前に対応したほうが、これは不登
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校という問題に対して、より効率的にアプ

ローチできるだろうということで、大変す

ばらしい取り組みだと思います。この第五

中学校の取り組みを、そうしたら学校規模

の違う第一中学校であるとか第三中学校

でできるのかというと、ちょっとこれは工

夫が要るのもしれませんけれども、ぜひ、

そこら辺のところも。ただ、ポイントがあ

ると思いますので、そこをつかんでおられ

ると思いますから、そこをしっかりと実践

していただきたいなと。これは要望として

申し上げておきたいと思います。 

 部活動の件も、よくわかりました。今ま

でも、外部指導者の方というか、お願いし

てきたことはありましたよね。ただ、なか

なか見つからずに本当に子どもたちがや

りたい競技が、その中学校の部活動として

できなかったといったこともあったわけ

でございますので、今回、国のほうでも大

きな方向転換があったと思います。もちろ

ん、それは教員の負担軽減というところが

大きな視点ではありますけれども、しかし

子どもたちからとってみると、やはり自分

たちのやりたい競技に取り組めるような

環境ができるのかなということで期待も

膨らんでいっているのかなと思うところ

でございますので、先ほどご答弁いただき

ました大学であるとか、いろいろな団体の

方にもご協力いただきながら取り組んで

いくというお話でございましたので、これ

も期待しておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 最後に、前馬部長と教育長にお聞きした

いなというところがあるのですけれども。 

まず、部長にお聞きしたいのは、これまで

学力の向上ということで、いろいろな取り

組みをされてこられました。私は、今まで

摂津市が取り組んできた取り組みは、非常

に意味のあったことが多かったと思って

いますし、また、なかなか客観的な数字に

は見えてこないところがあるのかもしれ

ませんけれども、しかし、私は、一定効果

が上がってきたことがあると思っていま

す。 

 以前、どこかでお話ししたことがあるか

もしれませんけれども、実は、去年の確か

１１月か１２月ぐらいに、私は子どもの宿

題を見る機会があったのですねが、そのと

き、非常に驚いたのです。何かというと、

プリントは算数だったのですけれども、配

られて見ると、学年とクラスと名前とも印

刷してあるプリントを息子が持って帰っ

てきたのですよ。私は、たまたま宿題がわ

からないということがあったので見てい

たのですけれども、驚いたのですね。今、

こんな感じでやっているのといって、要は、

自分たちで名前を書いてではなくて、既に

名前が印刷されたようなプリントが毎回

用意されてやっているのと聞いたら、それ

は違うと言うわけですよ。何やねんと言っ

たら、今までのその子の、例えば算数であ

れば、ここで少しつまずいているとかがあ

るじゃないですか。計算の問題が弱いとか、

図形の問題が弱いとか、いろいろな特徴が

あると思うのですよね。３０人子どもたち

がおれば、ここが得意だけれども、ここが

苦手だというようなところがやっぱりは

っきりしてくるのだろうと思います。それ

を学校側がしっかりと把握されておられ

て、毎回ではないらしいのですけれども、

そのときは、その子に応じたプリントが配

られたそうなのです。これをやってきなさ

いということで。だから、名前が書かれた

宿題が用意されていたということをお聞

きしたのです。私は、そこまでやっていた

だいているのだということを改めて感じ
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たのですけれども、しかし、それは摂津市

全体としてできているわけでもないらし

いのです。つまり、あくまでもその学校の、

その学年の先生のご努力で、そこまでのこ

とをされているということだそうです。私

は、そのように学校の現場で本当に工夫さ

れて、努力していただいている先生がおら

れると。当然そのことは大切なのですけれ

ども、あわせて、そのことをもっともっと

一般化すべきではないのかなと。今まで、

ある先生が、これはいいですよと気づいた

ことを、どれだけ多くの先生が共有できて

いるのかなと。その土台に立って、さらに、

それぞれの先生方が、今、目の前で指導し

ている子どもたちの特性というか特徴を

踏まえて、どういう指導ができるのか、要

は全体的な底上げをもっともっとやって

いきながら、そこまでの近づきがあると思

うのですよね。それがどこまでされている

のか、その土台をもっともっとベースを上

げることによって、さらにそれぞれの先生

方のご努力が、より形としてあらわれてく

るということになるのかなと思っている

のです。ぜひ、そのことについて、ちょっ

と漠然とした話になるかもしれませんけ

れども、最後に部長からお聞かせいただき

たいなと思うところであります。 

 最後に、教育長にお聞きしたいのは、平

成２９年度の学力定着度の調査について

も、先日の委員会の中から質問されてきた

ところであります。私も、この中をいろい

ろと拝見させていただきました。私なりに

問題意識を持っているところもあるので

すけれども、まず、私はこれを見て思った

のは、「将来、あんな人になりたい、こん

なことがしたいという、夢や目標がありま

すか」という設問に対して、ほぼ全ての学

年の子が、全国平均よりも多い割合である

と答えてもらっていると。これは大変すば

らしいことだなと思ったのです。 

 しかし、その反面、その隣になるのです

けれども、そうしたら「勉強や運動、クラ

ブ、習い事、しゅみなどで自分なりに自信

を持っていることがありますか」という質

問に対して、これは誤差の範囲かもしれま

せんけれども、やっぱりちょっと低い回答

率になっているのですね。 

 これは、あくまでも私の推測の話ですな

のですけれども、要は、何か子どもたちが、

どうせ私は、僕はこの程度なのだと、変な

限界をつくってしまって、その限界の中で

達成できる夢や目標を探しているのでは

ないかなと、私は、このデータを拝見して、

具体的な根拠はありません、もうこれだけ

の話ですから。果たしてそうなのかなと思

うのですよ。要は、限界というのは、勝手

に自分自身がつくってしまうものではな

いわけで、やはりもっと大きな夢や目標を

見つけることができたならば、私は、さら

に摂津市の学力が上がっていくのかなと

思っていますし、そのことが、これは代表

質問でも申し上げましたけれども、やはり

摂津市の義務教育が掲げる大きな目標な

のだろうなと思っているのです。 

 このデータのみで今回は聞かせていた

だいておりますけれども、教育長として、

果たしてどのような子どもを育てていき

たいのかというところを私はもっと明確

に語っていただきたいなと思っていると

ころでございますので、最後、そのことを

お聞かせいただいて、質問を終わりたいと

思います。お願いいたします。 

○水谷毅委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 それでは、嶋野委

員からのご質問にご答弁を申し上げます。 

 個に応じた指導を学校で行わなければ
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ならないと言われてから随分久しくなり

ます。学校というものが、ややもすると一

斉画一的に共通の知識だけを教えて、詰め

込んでいって、どれだけ子どもがたくさん

のことを覚えたか、それで学力が問われて

いた時代というのがかつてありました。し

かし、本当に必要な力は、それぞれが自分

の課題を見つけて自分で取り組んでいく

力であり、それを身につけるために教員が

いかに支援していくかが重要であると言

われてから随分経ちます。 

 そんな中で個に応じた指導がどれだけ

できているかというと、まだまだ授業観と

いいますか、指導観といいますか、変わっ

ていない教員も多いのは事実です。共通で

必ず身につけなければならない知識もご

ざいますから、授業の中で全体的な指導と

個別指導のバランスをどうとっていくか

が重要になると思います。それで、今、さ

まざまな授業改善を行っていまして、一定

の成果を上げてきているという実感はご

ざいます。 

 学力調査につきましても、ややもすると

全体の平均点だけがクローズアップされ

て、低いとか高いとか言われがちなのです

が、本来の目的は、一人一人の子どもがど

こができていて、どこができていないのか、

それを把握して個別の指導をするために

あるのではないかと考えます。学力調査に

は３つの目的があるということを教育長

も申し上げたのですけれども、一人一人の

子どもに合った課題を返していくことが

大事だと考えています。 

 そういう意味では、摂津市の学力定着度

調査につきましても、一人ずつの課題に応

じて問題作成等もできるようなシステム

がありますが、より個に応じた、子どもの

それぞれの課題というものを早急に解決

しながら取り組んでいく必要があると思

っています。 

 今後ですけれども、いい取り組みという

のは全体化を図っていきたいと思ってい

ます。摂津の学校教育スタンダード、また

取組みヒント集を発行いたしましたが、こ

のヒント集にある取り組みというのは、個

に応じたものを個別に指導していくもの

もたくさんございます。そういういい実践

というものを共有化して、財産として取り

組んでいくことが一人一人の子どもの学

力の底上げができるというような状態を

生み出すことにつながると考えています。

全体、そして個別、そのバランスというも

のをよく考えながら、さらに取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 今いただきました嶋野

委員のご質問にお答えしたいと思います。 

 今、ご指摘いただきました学力定着度調

査で本市の小学生は、全国的に比べまして

夢や自信があるという積極的に答えてい

る子どもが多いというのは、本当に私も喜

ばしいことだと思います。 

 私が府におりましたときに、大阪府の子

どもたちの特徴としましては、夢を持つ子

どもが全国に比べて少ないというような

ことがありましたから、これは、本当に府

内の中でも本市の誇るべき、結果かなと思

っておりますが。なぜ夢や希望を持てなく

なった子どもがふえたのかと考えたとき

に、やっぱり今は昔と違って、いろいろな

情報が簡単に手に入るようになったこと

が原因の１つかなと思っていました。 

 昔は、例えば小学生のころでしたら、私

は当時、気象予報官になりたいなと思って

いたのです。ただ、気象予報官になるため
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にどうしたらいいのかというのは全くわ

かっていなかった。でも、気象予報官の仕

事をテレビなんかで見て、あんな仕事につ

きたいなと思っていたのです。まさしく夢

だと思うのですね。そのためにどうしたら

いいかというのは、なかなかわからなくて、

結局、自分がどんどん学年が上がるにつれ

て進路を変更したわけですけれども、ただ、

今の子は、例えば医者になりたいと思った

としても、医者になるためにどうしたらい

いかというのは、もうすぐに情報が手に入

ってしまう。医者になるためにはこうやっ

て勉強して、あの大学に行かなあかん。そ

うしたら、そのためにあの高校に行かなあ

かん。そのためには偏差値が何ぼというよ

うなことが、もう本当に小学生の段階から

簡単にインターネット等で情報が手に入

ってしまうがために、夢を見る余裕すらな

いのかなと思っています。 

 ただ一方で、やっぱり子どもたちに自信

がない子も多いです。昔は、例えば、いろ

いろな意味で自信を持った子がいました。

勉強はできないけどスポーツができると

か、足が速いとかいうようなことで自信を

持っている子がいましたけれども、今は本

当に自信のない子が多くて、勉強も嫌やし、

スポーツも嫌いやしということで、自分自

身に自信が持てない子どもというのがふ

えているなと感じています。そういうとき

は周りの大人の働きかけ、教員、保護者、

地域の人みんなが子どもに対してネガテ

ィブな発言を繰り返すのではなくて、やっ

ぱり子どもを育てるという観点からの発

言、ちょっとぐらい失敗しても大丈夫だと。

よく言われることですけれども、夢は思い

続けている限り、あきらめない限り、夢は

夢であり続けるのだということですけれ

ども、本当にそのとおりで、やっぱりそう

いう働きかけ、声かけというのを周りの大

人が意識してやる必要があるのだろうな

と私は思っています。そういう教育を学校

でもしていきたいなと思っています。 

 それと、もう一つ私が思うのは、このご

ろの子どもたちは想像力に欠けている部

分が多いのではないかなと思っています。

つくり出すクリエイティブというほうで

はなくてイメージのほうなのですけれど

も。クリエイティブはイメージがあって初

めて成り立つものだと思いますけれども、

やっぱり頭の中でいろいろな空想すると

か、想像するという力が弱まっているのか

なと思っています。 

 そのためにはどうするべきかというと、

私は一つの方法として読書があると思っ

ているのですね。先日も、三島地区の読書

感想文コンクールでご挨拶で話をさせて

いただいたのですけれども、本を読むとい

うと、文字だけの本と漫画がありますけれ

ども、漫画もおもしろい部分はあるし、そ

れはそれで効果もあると思うのですけれ

ども。一番大きな違いは、子どもたちに言

ったのです。例えば、ワンピースのルフィ

の顔を思い浮かべてごらんと。そうしたら、

多分、ぱっと子どもらが思い浮かべた顔の

ほとんどは同じ顔なのですね。それはなぜ

かというと、ルフィという顔が漫画では絵

になっているからですね。ところが、本で、

例えばある本があって、それを全員に読ん

でもらって、主人公の顔を絵に描いてごら

んと言ったら、きっとばらばらな主人公が

書かれてくる。それがまさしく、私は想像

力だと思うのですね。やっぱり文章をもと

にして、自分の頭の中で想像する力、そう

いうものが今やっぱりどうしても読書離

れというようなことでそういう力が弱ま

ってきているのかなと思って、しっかり本
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を読みましょうねというお話をさせても

らったのですけれども、そういうことで、

今の子どもたちに自信を持ってもらうと

いうためには、やっぱり先ほど言ったよう

に働きかけが大事ですし、また、夢を持っ

てもらうためには、そういう想像する力を

やっぱりしっかりと読書等を通じて養っ

てもらうことも必要なのかなと思ってい

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 最後、要望にさせてい

ただきますけれども。 

 まず、前馬部長ありがとうございました。 

 授業の話なのですけれども、私も議員に

ならせていただいたそのときには、確かそ

のときは小・中の連携のところが非常に大

きな問題だということで、ずっと研究も重

ねてこられましたよね。そのことは、報告

ということで、毎年、研究フォーラムに合

わせて印刷物を配っていただいて、私もそ

れを拝見しておりました。本当に学校の先

生方が、そういう共通の問題意識を持って、

確か算数と国語の研究会があったと思い

ますけれども、していただいているのだな

ということを感じたところであります。そ

ういった今までの積み重ねといったもの

をしっかりとデータ化ではありませんけ

れども、共有のものにしていただきたいな。

その中で、本当に先生方が、先ほど申し上

げましたけれども、今、担任をしている、

あるいは教科を教えている児童・生徒の顔

を思い浮かべながら、どういった指導をし

ていけばいいのかということについての

努力を重ねていただくというところで、学

力上がっていくんじゃないかなと思って

いますし、それと最後、３回目で申し上げ

るの忘れましたけども、摂津ＳＵＮＳＵＮ

塾の取り組みなんかも、確かに学校と塾と

は進め方も違うかもしれませんけれど、し

かし、何かヒントがあるんじゃないかなと

思うんですよ。だって、塾というのは、い

わゆる知育、徳育、体育でいうと、知育を

教えているところで特化をして、そこでプ

ロの生業としてやっている先生方であり

ますから、教科を教えるということについ

ては、それは何か皆さんツボは押さえては

ると思うんですよ。そこから学ぶものもや

っぱりあるんだろうなと思っていますの

で、貪欲に先生方が学んでいただけるよう

な、そしてまた摂津市全体としても、その

ベースを上げていただけるような取り組

みを大いに期待していますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 それから、最後、教育長、ご答弁いただ

きましてありがとうございます。 

 私は、子どもたちが本当の意味を見つけ

るには、本物の人にあうことなんだろうな

と思うんですよ。例えば、自分が医者にな

りたいというときに、本当にその医者とし

てのやりがいをもって、使命感をもってさ

れている方に、直接おあいをして、そこか

ら、子どもたちが刺激を受けると、仮にそ

の後の現実ですよね、こんだけ勉強せなあ

かんと、そういったことがあったとしても、

それを乗り越えられるのは、どれだけ本物

の人にあって、どれだけ自分で本気でそう

なるのかってことなんだろうというよう

に思いますし、ぜひそういった機会をどん

どんとつくっていただきたいなと、これは

本当に思うんです。 

 実は、また最後、私の話になってしまい

ますけれど、私がかつて、鳥飼北小学校の

ＰＴＡ会長をさせていただいているとき

に、３０周年だったんですよ。で、そのＯ

Ｂを招いて話をしてもらうといったこと
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があったんですけれど、その人は、私より

物すごい若いんですけれど、ソフトボール

をやっていたそうなんですね。自分の夢を

語る機会があって、俺は甲子園に行きたい

んだと、高校野球でね、甲子園に行きたい

んだと夢を語ったそうです。そしたら、周

りの者が何人か、それはおまえじゃ無理や

というような声が飛んだそうです。それに

対して、当時の担任の先生は、もう烈火の

ごとく怒ってくれたと、人の夢を、そんな

ね、おまえたちが判断するもんじゃないと

いう話してくれたと、そのことがすごくう

れしくて、それをずっと、まあ一つの、心

の支えじゃないですけれど、それが全てじ

ゃありませんよ。それも一つの支えとして、

ずっと頑張ってきて、何とか甲子園に行け

たというようなお話をお聞きして、あれは

すばらしいなと思ったんです。で、これも

第五中学校のその不登校の取り組みとい

ったものに対して、どうしていくのかとい

うお話で、何か前向きな声をかけていこう

とかいうことはありますよね。私は、それ

ともつながっていくことだろうなと、これ

は不登校だけじゃなくて、本当にいろんな

可能性があることなんだろうなというふ

うに思っていますし、子どもたちが本当に

自分が目標とできるものを見つけられる

ような、ぜひそういった機会をふやしてい

くとともに、それを何か支えていくような、

そういったその学校集団、ぜひ、これは今、

期待されていることだと、私は本当に強く

思っているところでございますので、よろ

しくお願い申し上げまして、質問を終わら

せていただきます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ありますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、予算概要で幾つ

かお聞きしておきたいと思います。 

 最初に、５４ページにあります子ども・

子育て支援事業についてであります。 

 子ども・子育て会議委員報酬が、前年当

初予算と比べても約２０万７，０００円ふ

えていると、恐らくこれは新年度、子ども・

子育て会議の開催回数もふえてくるので

ないかというふうに推測するわけですけ

ども、平成２９年度もさまざまな子ども・

子育て会議で就学前施設のあり方の部会

など、開かれてきたかと思います。そこで、

平成３０年度、この子ども・子育て会議委

員報酬増額が会議の回数増ということで

あるとするならば、どのような課題がこの

平成３０年度、子ども・子育て会議にある

のか、お聞かせをいただきたいというふう

に思います。 

 それから、同じく子ども・子育て支援事

業の中の、子ども・子育て支援事業計画策

定委託料、先日の委員会での質疑の中にも

ありましたが、次期子ども・子育て支援事

業計画の策定で、ニーズ調査を行っていく

んだというようなご答弁があったかと思

いますが、改めてこの事業計画、第１期の

事業計画と、それから第２期の事業計画を

つくる上で、どんな観点があるのか、ニー

ズ調査以外にどんなことを平成３０年度

はやられようとしているのか、また、委託

ということでありますから、外部に委託さ

れるのかなと思いますけども、その委託先

等、教えていただきたいと思います。 

 続いて、同じく５４ページにあります保

育所等入所事務事業、民間保育所等施設整

備補助事業など、あわせて聞いていきたい

と思っています。 

 私どもだけでなく、各会派から、また全

国的にも大きな課題になっているのが保
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育を必要としている児童が保育所に入れ

ないという、いわゆる待機児童の問題だと

いうふうに思います。代表質問でも明らか

になってきたように、新年度に向けて、昨

年１１月に行われた一斉申し込みにおき

ましては、前年よりも２１名申込数が多か

ったということです。その後、受け入れ先

は、新年度の受け入れ先、当初は小規模保

育所定員１９名の１園のみということで

ありますので、４月当初からの待機児童が

非常にふえるんではないかというのが共

通の不安といいますか、危惧する点だとい

うふうに思うんですけども、もう既に一斉

申し込み、またこの間、これまで申し込み

をされてきた方に対しては、入所承諾書、

もしくは待っていただく保留通知書が既

に保護者のもとに通知されているという

ふうに思うんですね。そういった点から、

新年度の当初を予測する上でもお聞きし

たいのが、入所の申込数、現段階で申込数、

そしてそれに対して、承諾された方、それ

から保留ですよと、いわゆる待機ですよと

いう方の通知はどれだけの数、郵送された

のか、その点を確認していただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、新年度、定員を増やされる施

設と先に申し上げました、もう既に何度も

ご答弁いただいていることなんですけど

も、次年度オープンに向けて整備される施

設、改めて確認の意味でお聞かせいただき

たいと思います。 

 次に行きます。予算概要の５６ページに

なります。児童手当、児童扶養手当、それ

から、１０４ページ、私立高校学習支援金

とか、または、予算概要でいいますと１１

２ページ、１１６ページにあります就学援

助費のことについて、聞いていきたいなと

思います。子どもの貧困問題が本当に大き

な社会的な注目を集めていますし、大阪府

が子どもの生活に関する調査を行われて、

そのそれに対する対策等も発表されてお

ります。代表質問の中でも、子どもの貧困

対策についての質問もあったと思います。

いろいろな視点があるかと思いますが、こ

の児童手当や学習支援金や就学援助費と

いうのは、経済的な支援をしていくという

観点からのことですので、お聞きしておき

たいなと思うんですけども、児童手当につ

いて、前年と比べると７，６００万円、４．

５６％減額になっていて、児童扶養手当は

横ばいというふうな状況であります。この

状況について、予算組みをされるに当たっ

て、この減額もしくは扶養手当の横ばいと

いう判断をされた、その辺の根拠といいま

すか、どのように見ておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、私立高校学習支援金が奨学金

の貸付の制度に変わって、つくられて、返

済不要の支援金という形でスタートして

いるわけですけども、新年度、１１５万５，

０００円、２３％の減額になっております。

いろいろな理由が想定できるかと思いま

すけども、どのような理由から減額となっ

ているのか、お聞かせをいただきたい。 

 それから、就学援助費の制度であります。

就学援助費の制度についても、これまで認

定基準の引き下げなど、いろいろな問題は

らんでおりました。そんな中で、今回、こ

こ数年、入学、新入学生に対する学用品費

の金額がほぼ倍額に引き上げられてきて、

そして、中学校入学を予定している児童に

は、もう既に２月末には入学準備金として、

前倒し支給もされていると。新年度におき

ましては、今度は小学校に入学をする児童

に対して、前倒しの支給ということになり

ます。中学校の入学に関しては、既にこの
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間いろいろと質問をさせていただいて、弾

力的な運用をお願いしてきたところです

が、今度、小学校の入学予定者は、中学校

入学予定者と違って、現段階で就学援助費

の制度を受けておられない方になります

ので、そういった方々に対して、もれなく

受けていただくような周知であるとか、手

続の案内であるとか、さまざまな事務手続

というのが中学校のときと比べて大変複

雑そして多量、大量になってくることが予

想されるんですね。そういう点でその周知

の方法であるとか、体制の状況とはどのよ

うにされているのか、お聞かせいただきた

い。 

 次に行きます。同じくこれも経済的な現

物支給の一つだと思いますけども、経済的

な支援の一つですが、予算概要の５８ペー

ジにあります子ども医療費助成、ひとり親

家庭医療費助成についてです。これも大き

な前進が見られて、新聞紙上にも市長が登

場されまして、この医療費助成制度の意義

などを語っておられるというような記事

も見ているわけですけれども、子ども医療

費助成では１８歳まで拡大されますし、ひ

とり親家庭医療費助成では２２歳まで、大

学生世代にも拡大されるということは大

きな前進をされていますが、一方で何度も

取り上げていますが、入院時食事療養費に

ついては、これまで所得制限なしで補助が

されていた子ども医療費助成について、住

民税非課税世帯のみに限定されてしまい

ました。平成２８年４月に入院時食事療養

費は、１食当たり３６０円から引き上げら

れて、この４月からは４６０円に上がるこ

とになっています。住民税の課税になって

しまった子育て世帯の方で子どもが入院

したときのその食事代の負担というのは、

これまで以上に大きくなってしまうわけ

ですね。ひとり親家庭についても、これは

貧困対策ということで、拡大をされてきて

いるわけです。所得制限があれば必ずボー

ダーライン上の方々が生まれるわけで、そ

ういう点をなくすためにも、事務的な手続

を少なくするためにも、入院時食事療養費

をもとに戻していくことが必要だと思う

んですけども、いかがでしょうかお聞かせ

ください。 

 続いて、予算概要１０２ページに移りま

す。教育委員会のことです。教育委員会の

制度そのものが、２０１４年でしたか、法

律が変わりまして、新教育委員会の制度に

なりました。経過措置の中で、既に決まっ

ている教育長の任期の間は従来どおりの

教育委員会制度で進めていくということ

でありますが、今年度、教育長の４年の任

期も切れるということで、今度から新教育

委員会制度ということに、いよいよ変わっ

ていくことになりますね。その点で、この

教育委員会制度の改定のときにも、幾つか、

少し議論させていただきましたが、改めて

この新教育委員会制度がいよいよ摂津市

の教育行政にも入ってくるということで、

新教育委員会制度に変わったときに、何が

どのように変わっていくのか、または、変

わらずに維持されていくことは何なのか

について、整理をして、お答えをいただき

たいというふうに思います。 

 それから、あと１０６ページに行きます。

嶋野委員を初め他委員からも質疑がされ

ておりますが、また、以前に文教常任委員

会でも鳥取市まで視察に行って、いろいろ

勉強させていただいた学校部活動の問題

であります。 

 今、嶋野委員の質疑の中で人材確保のお

話がありましたが、あわせて、国のほうで

部活動の指針が発表されましたよね。教職
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員の負担軽減ということもあるし、児童・

生徒のその体力面、健康面という点もある

ということから、例えば週２日の休みは確

保しなさいというような新たな指針が出

されました。摂津市はこの間いろんな議論

がされてきて、検討もされて、摂津市とし

ての中学校部活動のガイドラインがつく

られて、その指針に沿って、中学校での部

活動が進められているというふうに思う

んですけども、その摂津市のガイドライン

の後に国の指針が示されております。この

辺の違いがあるのかどうなのか、違いがあ

る場合、そこはどのように埋めるのか、ま

たはどのように考えるのか、新年度に向け

た、新たな外部の指導員を増員していくと

いうことでもありますので、その点、教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、予算概要１０８ページ、学力向

上推進事業についてです。この点も議会で

も、それから保護者や地域の方々からも学

力の問題というのは、やっぱり非常に関心

が高いところです。義務教育でありますか

ら、当然、義務教育の期間の中で身につけ

るべき学力、基礎学力をつけて、次のステ

ップに上がっていくと、これは教育行政で

あり、子どもに対する私たち大人の責任だ

と思うわけです。 

 そうした中で、幾つかお聞きしたいんで

すが、学習プリント活用補助員が今回から

なくなりました。そのかわりに、学校マネ

ジメント支援事業ということで、スクール

サポートスタッフが導入されていくとい

うことであります。繰り返しになるかもし

れませんが、これまでの学習プリント活用

補助員を廃止して、今度スクールサポート

スタッフ、新しい事業として、人を配置し

ていくということについての考えについ

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、これも何度も取り上げられて

いますが、学習指導委託料が３４８万円の

増額になっているのは、いわゆる放課後の

学習機会を提供しようということで、平成

２９年度に始まった摂津ＳＵＮＳＵＮ塾、

市内３か所での実施が５か所になって、既

存の３か所には補助員をつけていくとい

うような中身だというふうに思います。 

 改めてこの既にやられてきた３か所の

摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の効果検証、どのよう

にされているのか、また、場所はどうだっ

たのか、学習内容はどうなのか、学校との

連携、重なるかもしれませんが、それをど

のように見ておられるのか、教えてくださ

い。 

 それから、学力定着度調査委託料につい

てです。４００万円の計上で、これも毎年

計上され、実施されているものだと思いま

す。１２月ですか、１年生から６年生まで、

実施されている問題です。私はこの間、全

国学力・学習状況調査、それからこの摂津

市学力定着度調査、さらには大阪府が実施

している中学校チャレンジテストと、まさ

にテストばかりで、本当に、毎年傾向をつ

かんでいって、限られた教科の中で、限ら

れた時間の中で出された結果のみがひと

り歩きする問題であって、本当に毎年やる

必要があるのかということを言ってきた

わけでありますが、学力定着度調査で１２

月に行われた結果が示されております。特

に学力の問題とは別に、三好委員も取り上

げておられましたけれども質問紙調査の

ほうですね、アンケートをとっておられま

す。その質問紙調査の結果、それから、そ

こから出てくる課題について、どんなふう

に捉えておられるのか、毎年やっておられ

る傾向が変わっているのか、変わってきて

いるのか、変わらないのか、その点も加え
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て、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、今、少し触れましたが、チャ

レンジテストです。予算的には大阪府の事

業であります。中学校でもさまざまカリキ

ュラム等がふえていて、多忙なコマ数、消

化するのが大変だというふうに言われて

いる中で、丸１日を使ってやられるテスト

です。チャレンジテストについては、校長

会などからも見直し、また教育長からも、

大阪府教育庁に対しても、やはり改善を求

めておられるというふうに聞いてきまし

た。既に中学１年生と２年生には、もう１

月に実施されております。中１、中２が個

人戦と言われて、高校入試の際の評定に影

響するものだと。３年生は、６月ですか、

実施され、学校の中で求められている評価

の平均点の範囲の中で子どもたちに点数

をつけなければいけないということで、全

国学力・学習状況調査、それからこの摂津

市学力定着度調査とは違って、直接子ども

たちの進路にかかわっていくテストにな

っているんですね。これが果たして本当に

必要なのかどうなのか、弊害ばかりあるの

ではないかという問題が、やはり指摘され

ているわけです。 

 今回も、中学一、二年生で実施されて、

されました。各学校は生徒たちの１年間の

学習の状況や態度であったり、学力テスト

等々、期末考査等の結果から、評定をつけ

てこられるかと思いますが、その１月のチ

ャレンジテストの結果いかんでは、先生が

子どもたちの１年間の様子を見てつけた

評定が変更されることがあるという問題

も指摘されて、新聞報道によりますと、こ

の２年間で約２万人の生徒の評定が、成績

よかった子が、たまたまその日の調子が悪

かったことで、５から３になったりとか、

また逆には、ふだん余りよくない評定の方

が、そのテストだけを一生懸命やってきて、

やったことによって点数が上がって、一気

に成績が上がったというようなこともあ

るのではないかというような問題がある

んですけども、摂津市で実施されたチャレ

ンジテスト、まだこれから１年生の評定と

いいますか、通知表の評価を決めていくこ

となので、把握は難しいのかもしれません

が、平成２９年度ですね、どのぐらい変更

になる子が出てくるのか。まだ結果が出て

なくてわからなければ、その平成２８年度

の状況でも結構ですので、影響を受けた、

受ける人について把握をされているのか

どうか、これはもう本当に進路にかかわる

問題ですので、ほかの調査とは、ちょっと

異次元の問題をはらんでいると思います

ので教えてください。 

 それから、これも学力にかかわって、教

職員の方々の多忙化の問題です。先生たち

の多忙化は、結果、子どもたちとかかわる

時間をなくしていくと。授業の改善、頑張

っておられるということで報告もいただ

いているわけですけども、体を壊したり、

精神的にしんどくなってしまって、お休み

になられる方がいらっしゃるということ

を報告も受けております。また、若い先生

がふえてきていることからも、産休とか育

休でお休みになられる先生もいらっしゃ

るということでありますが、大切なことは、

授業に穴をあけない、それから、今でも人

数が少ない学校現場で、休まれた後にしっ

かりとした補充ができるかどうかという

ことが非常に重要だというふうに思って

います。決算審査のときにも、２週間以上

穴が開いた学校やケースはあったのかど

うか、お聞きしてきましたけれども、いろ

いろ人材確保には苦労していらっしゃる

かと思いますが、新年度に向けて、この人
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材の確保については、どのようなめどをも

っておられるのか、またどのようなことを

やっておられるのか、また年度途中の欠員、

お休みが入ったときの欠員補充をどうや

っていこうとしているのか、そのお考え、

毎年のことではありますので、ぜひ、新年

度に向けて、お答えいただけたらなと思い

ます。 

 続いて、予算概要１１４ページの小学校

給食についてであります。小学校給食につ

きましては、千里丘小学校で新たに民間委

託が平成２９年度、今年度から導入をされ

て、市内５校が民間委託になりました。平

成３０年度末には、現在実施している民間

委託の契約期間が切れて、平成３１年度に

は、５校全てで新しい契約に切りかえてい

くというようなことで、平成３０年度は改

めて今までの検証であるとか、民間委託の

状況の把握であるとか、それから、次の契

約について、問題点などをしっかりと明ら

かにして、改善を図っていく。私は民間委

託を縮小して、直営を守っていくようなこ

とが大事ではないかと思うわけですけど

も、その点のお考えをお聞かせいただきた

い。 

 それから、民間委託をされているけれど

も、業務委託料がふえるのは当然、民間委

託校がふえていますから、当たり前ですけ

れども、調理員の賃金増、パートの調理員

の賃金が前年の当初と比べて上がってい

ます。給食器具費についても増額になって

いるんですけど、その点はどんな理由から

なっているのか、お聞かせください。 

 それと、安全な給食、それから食育とい

う点で、これも何度もこの本委員会の中で、

いろんな委員が指摘をし、改善を求めてい

る問題として、栄養職員、栄養教諭の配置

の問題があります。小学校１０校の中で、

栄養教諭、栄養職員合わせて４名というこ

とで、１０校を４人の栄養職員、教員、教

職員、教諭でカバーをしておられるという

ことであります。摂津市の全体のアレルギ

ー対策の問題でもかかわっておられると

いうふうに聞いています。しかし大事なこ

とは、各学校で、食育をしっかりと実践し

ていくことと、やはり、給食のアレルギー

対策、事故があったら、絶対にこれは一番

子どもの命や健康にかかわる問題ですの

で、そこをきちんと対応ができるようにす

るというのが重要だと思うんですけども、

現段階で、４人でこの栄養教諭、栄養職員

の役割、責任、果たせているのかどうなの

か、また、４人の栄養職員がどういう形で

複数校を見ているのかについて、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 次へいきます。今度は中学校給食です。

新年度から新しい事業者が中学校給食の

調理と運搬・配膳、回収等がされることに

なりました。 

 前年と比べても１年の委託料が約２

０％弱ほど上がっています。単価が１食当

たり２９０円から５１８円へと大きく上

がっているというのが一番の大きな原因

があるかと思います。 

 これも既にお答えいただいているかと

思いますが、確認の意味でこの委託料、喫

食率を何％と見込んで組まれているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて、予算概要１２４ページになりま

す。社会教育費の中の学童保育です。これ

もいろいろな保護者からの要望などに対

して、どう応えていくのかというのが非常

に問われています。 

 同時に人材確保ということで苦労され

ているというようなご答弁も何度もいた

だいているわけでありますが、新年度、学



- 17 - 

 

童保育の申し込みの状況、それから苦労さ

れている指導員の確保の状況について、ど

のような体制で臨んでおられ、どのような

状況に今あるのか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 それから最後になりますが、いじめの問

題であるとか子どもたちや学校職場での

人権にもかかわる問題として一つお聞き

しておきたいのは、以前一般質問でも取り

上げましたが、ＬＧＢＴの問題であります。 

 一般質問でも部長からもご答弁をいた

だいているかと思いますが、ＬＧＢＴに対

するさまざまな施策が、いろんな自治体で

少しずつではありますけれども、進みつつ

あって、社会の中でも偏見や誤解というも

のを解消するための運動が、当事者によっ

て、または当事者を支援する方々によって、

一歩ずつ前進をしてきています。 

 それで私も、このＬＧＢＴ問題について

は余り理解ができていなかった者の一人

でありますが、先ほどの一般質問を行う前

段階で、当事者の方といろいろお話をさせ

ていただく機会がありました。 

 それで、何をやはり一番望んでいますか

ということに対して、いろいろ行政にあれ

やこれややってほしいということ以上に

まず知ってほしいと。こういう性のあり方、

性自認、性指向というのはあるんだよとい

うことをまず知ってほしいということを

おっしゃっている。 

 それから今まで生きてきた中で、どんな

ことが大変だったのかということについ

ては、やはり小学校、中学校の時代、本当

に苦しかったとおっしゃる方が複数いら

っしゃるんですね。 

 成長の中で、それぞれ性の自認がまだ定

まらない中で、少しずつほかの子と自分は

違うなという思いを抱えながら成長し、思

春期にある小学校、中学校時代ですね、ま

さに異性をすごく強く感じる中で、自分が

人と違うということで人にも相談できな

い、非常に思い悩んで学校に行けなくなっ

た。 

 または極端な例でいうと、みずから自死

も考えたこともあるというような子たち

もたくさんいると、アンケートの結果で明

らかになっています。 

 やはりこのＬＧＢＴ問題は、見えないだ

けに非常に深刻な問題でありますが、知っ

ていただいている人がいるということが

わかるだけでも、すごい大きな力になると

言われています。 

 一番大事なのは、やはり学校の現場でＬ

ＧＢＴの問題がどのように、特に先生たち

の中でどのように認識をされているのか、

それに対してどのような対応をとってい

くのか、もちろん答えはないでしょうけれ

ども、まずは全児童・生徒に伝えていく、

保護者や地域の中にも理解を求めていく

ということは大事だと思うんです。 

 いろいろ研修をされているというよう

なお話をお聞きしておりますが、このＬＧ

ＢＴの問題は男女共同参画事業計画の中

にも触れられていますし、教育方針の中で

もいじめの問題等とかかわって、触れられ

ていたのかなというふうに思っておりま

すので、この新年度、改めてＬＧＢＴに対

する対応をどのように考えておられるの

か、お聞きして１回目を終わります。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわりますご質問にお答えい

たします。 

 まず予算概要５４ページ、子ども・子育

て支援事業の子ども・子育て会議委員報酬

の予算増の要因でございます。 
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 こちらにつきましては、先日の委員会で

も答弁いたしましたが、次期事業計画の策

定に向けて、平成３０年度にニーズ調査を

実施する予定です。その調査の実施や報告

等を行うため、会議の開催回数の増加を見

込んでおります。 

 それから、次期計画、どのような観点で

策定していくのかというところでござい

ますけれども、まずは現在、深刻な課題で

ございます待機児童の解消のため、保育の

ニーズをしっかり捉えていくということ、

それから保育のニーズが多様化している

中で、病児保育、それから一時預かりなど

の地域の子ども・子育て支援事業のニーズ

もしっかりと捉えて、本市の子ども・子育

て支援の充実につなげていきたいという

ふうに考えております。 

 それから委託先でございますけれども、

こちらにつきましては平成３０年度にプ

ロポーザルを実施しまして、業者を決定し

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、待機児童にかかるご質問でござい

ます。平成３０年４月に向けて、一斉受付

の申込数等の数字のお問いでございます。 

 一斉受付につきましては、昨年１１月１

４日から２２日まで、新規入所希望者を対

象に、一斉受付をさせていただきまして、

５４５名の申し込みがございました。 

 一斉受付が終わった後も、受付を随時行

っておりまして、入所の決定通知、発送時

点では５６３名の申し込みがございまし

た。 

 入所の通知を送付した方が３５５名、待

機の通知を送付した方が私的理由等の待

機も含めまして、２０８名ということにな

っております。 

 現在、新設する小規模保育事業、それか

ら定員までまだ余裕がある園については、

入所の調整中でございますので、最終的に

何人が待機になるということは、現時点で

ははっきり言えない状況でございます。 

 それから、次年度以降に開設予定の施設

というお問いでございます。現在予定して

おりますのが、平成３０年４月に小規模保

育事業１か所、それから平成３０年度中に

ＫＥＮＴＯひまわり園、それから平成３１

年度に正雀ひかり園、これは認定こども園

として建てかえすることになります。それ

から小規模保育事業２か所、それからせっ

つ遊育園の分園、これらを開設するという

ことで計画を進めております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 それでは子

育て支援課に係りますご質問のうち、児童

手当、児童扶養手当、就学援助に関するご

質問にご答弁いたします。 

 まず児童手当の予算の件でございます

が、児童手当の予算につきましては、前年

度の６月定時支払い実績の人数からその

年の見込み人数を算出し、予算計上させて

いただいております。 

 平成２９年度の予算の際は、１か月当た

り約１万１，９００人を見込んでおりまし

て、平成３０年度の予算につきましては、

約１万１，３００人を見込んで予算計上さ

せていただいたもので、児童数の減に伴い

予算額の減となったものでございます。 

 続きまして、児童扶養手当につきまして

は、こちらも支払い実績に基づいて予算計

上させていただいたものでございます。 

 この間の児童扶養手当受給者の推移か

ら、年間約９９０名が児童扶養手当の受給

者になっておりますので、平成２９年度、

平成３０年度比べまして、横ばいとなった

ものでございます。 
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 就学援助に関しまして、５歳児に対して

の周知という件でございます。５歳児に対

しまして、秋ごろ、大体９月ごろに就学時

健診のお知らせというものを５歳児全員

にお知らせしておりますので、その際にこ

の就学援助の制度改正のお知らせも同封

しまして、周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 それではまず、学

習支援金の件でございます。こちらのほう

は、大阪府の制度のほうが何回かに分けま

して拡充されております。 

 それによりまして、本市のこの学習支援

金の支出額というのは減っているところ

でございまして、認定者としまして平成２

７年度１２３名ございました。平成２８年

度が７９名、平成２９年度が８１名という

ことで、大体このあたりで落ちつくのかな

というところですけれども、また府の支援

金の制度のほうも拡充されていくという

ことで、子どもの数の減少とともに、予算

というのは少し減っていくのかなという

ふうに考えておるところでございます。 

 それと、入院時食事療養費の件でござい

ます。こちらのほうにつきましては、全体

の考え方としまして、在宅医療と入院の費

用の、公平性の確保の観点ということです

ね、そちらのほうでこれまでも随時、自己

負担金のほう、食材費を自己負担金のほう

に繰り入れたり、調理コストというものも

自己負担金で見るというふうに、順次行わ

れてきていると思います。 

 大阪府におきましても、医療費助成の見

直しの時期に、あわせて国と同じ観点でこ

の入院時食事療養費というのは廃止され

ているところでございます。 

 本市におきましても、第５次行革の理念

に基づいて、必要なところにシフトしてい

くために、市単独事業、扶助費を削減して、

また新たな事業に充当していくというと

ころから、入院時食事療養費というものを

所得制限つきとさせていただいておると

ころでございます。 

 医療費助成につきましても、これまで中

学校の通院について、所得制限をなくして、

またこの平成３０年度からは高校生まで

延ばすというところもございますので、そ

のところからして、今のところこの入院時

食事療養費を新たに見直すということは

考えていないところでございます。 

 それと学童保育事業の現在の入室児童

数でございます。一斉受付を行いまして、

現在７６５名というふうになっておりま

す。それに対しまして、指導員の数が２０

名程度不足しております。 

 ただこちらのほうも、あと支援児の人数

がほぼ固まりつつありますので、そこを見

ますとこの２０名から３０名ぐらいの間

で指導員の数が不足するのではないかと

いうふうに見込んでおるところでござい

ます。 

 この不足の数につきましては、今年度同

様、代替の指導員で対応していきたいとい

うふうに考えているところではございま

すが、かなり厳しい状況になっていくとい

うふうに、現在考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、安藤委員から

のご質問にお答えいたします。 

 まず教育委員会制度についてのご質問

でございます。こちらにつきましては、平

成２６年の６月に新しい地方教育行政の
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組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律が公布されまして、平成２７年４

月１日から施行されているところでござ

います。 

 教育委員会制度につきましては、首長か

ら独立した合議制の執行機関として、教育

の政治的中立性の確保、また継続性、安定

性の確保、地域住民の意向の反映のための

機能をこれまで果たしてまいったところ

ではございますけれども、制度の課題がい

ろいろ指摘をされてまいりまして、法改正

が行われたということでございます。 

 代表的なものとして、大津市でのいじめ

自殺事件等をきっかけといたしまして、教

育行政における責任体制の明確化や迅速

な危機管理体制の構築といったところが、

この制度の抜本的な改革を行う法改正の

目的でございます。 

 本市につきましては、先ほど委員のほう

からもおっしゃっていただいております

ように、平成３０年の９月３０日までが旧

の教育委員会制度で実施・運営され、１０

月１日、現在の教育長の任期に伴いまして、

新教育長制度に移行し、現在の教育長と教

育委員長が一本化されるといった形で、制

度改正が行われるということでございま

す。 

 続きまして、予算概要の１１４ページの

小学校給食の委託に係りますご質問でご

ざいます。現在、小学校１０校中５校で民

間委託を実施しております。鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校、味舌小学校、摂津小学校、

そして平成２９年度から新たに千里丘小

学校においても委託を実施しているとこ

ろでございます。 

 現在、委託の検証を、毎年度行っており、

現時点で大きな問題は発生していないと

いうふうに我々といたしましては理解・認

識しております。今後また調理員の退職者

の推移や職種替え試験の動向なども鑑み

ながら、今後の委託についても検討してま

いりたいとは考えております。 

 また、非常勤の調理補助嘱託員の賃金が

増加していることにつきましては、平成３

０年度から通勤手当が、現在の月額１万円

から２万５，０００円に金額がアップする

というような変更に伴うものと、あと昨年、

正規の職員が年度途中で退職をしたとい

うこともございますので、それに伴って非

常勤職員を充当しておりますので、その分

の賃金が増加しております。 

 また、小学校給食事業に伴う器具費の増

についてでございますけれども、これまで

小学校給食事業の中で備品として要求さ

せていただいていたものと、小学校給食調

理場備品更新事業といった形で、事業が分

かれていた部分がございましたので、その

部分を財政課とも協議を行いまして、同様

の内容に係るものですので、事業のほうを

統合させていただいたということです。 

 ちなみに今回、平成３０年度に鳥飼小学

校の消毒保管庫の購入を予定させていた

だいております。 

 また、栄養教諭、栄養職員の配置につい

てのご質問でございます。現在、小学校１

０校で４名の方の配置、栄養教諭が３名、

栄養職員が１名の配置をしているところ

でございます。食育の実践や、またアレル

ギー対応等、さまざまな業務を行っていた

だいているところでございますけれども、

アレルギー対応で申しますと、平成２９年

度は、１０校で１００名の方がアレルギー

をお持ちであるということではございま

す。 

 ４名の方で、３校であったり２校という

形で担当割りをしていただき、アレルギー
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対応については、もちろん栄養教諭だけで

はなくて、学校の管理職、また養護教諭、

担任教諭、調理員等とも協議しながら、ア

レルギー除去食会議等開きながら、アレル

ギー事故がないように、細心の注意を払っ

て除去食対応等に当たっているところで

ございます。 

 続きまして、中学校給食についてのご質

問でございます。平成３０年度から新しい

業者で、３年間引き続きデリバリー方式選

択制での給食を実施させていただくもの

でございますが、喫食率につきましては、

先般も三好委員からのご質問でもお答え

しておりますように、従前の喫食率３０％

から喫食率１０％に目標喫食率を変更い

たしまして実施してまいります。 

 予算といたしましては、生徒の喫食率プ

ラス教職員の方、また試食会等を今後実施

していくということもございますので、予

算といたしましては喫食率１５％で計上

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 では学校教育課に

かかりますご質問にお答え申し上げます。 

 まず部活動にかかる件でございます。今

年度末に、スポーツ庁より部活動にかかる

ガイドラインが示される予定です。先日そ

の案が示され、既に策定しております本市

のガイドラインとは異なり、週２日の休養

日を設けることなどが示されているとこ

ろでございます。 

 今後はこの国のガイドラインを遵守す

ることが求められますので、国のガイドラ

インを踏まえて、本市のガイドラインを改

訂する予定でございます。 

 続きまして、学力向上推進事業にかかり

ます４点のご質問にお答えいたします。ま

ず、学習プリント活用補助員を廃止し、ス

クールサポートスタッフを導入する件の

経緯についてでございますが、まずこの学

習プリント活用補助員につきましては、学

習プリントの採点と、そのプリントの印刷

に特化した業務でございました。 

 この取り組みを３年行ったことにより、

学年等によって異なる部分があるんです

が、学習時間がふえる、そういった効果が

見られたところです。それを全市的に広め

るというようなことでの大きな成果と言

われたら、まだまだ十分でないところがご

ざいましたが、一定の効果があったと捉え

ておるところです。 

 今後は、この国の働き方改革の動きを受

け、本市の８割の教員が負担と感じている

事務作業を軽減するということで、スクー

ルサポートスタッフを導入し、教員が児童

に向き合う時間を確保するといったこと

につなげていきたいと考えております。 

 続きまして、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の効果

検証の件でございます。その方法につきま

しては、当該児童・生徒へのテスト及びア

ンケート、それから保護者へのアンケート

により行ったところでございます。 

 テストの結果から、習熟度等の伸びが見

られるというところ、学習時間がふえると

いうようなことがアンケートからわかる、

そんなところの効果が見られるところで

す。 

 保護者のアンケートから特筆すべき点

といたしましては、現在参加されている方

について、場所の不満等は特にはございま

せんが、参加されていない方がやはり場所

が遠いというようなお声が大きく、参加し

たくてもできないというようなところが

見てとれたところでございます。 

 また、学校とは募集をする際に校長会を
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通じて依頼をし、人数等も適宜情報共有を

する形で連携を進めてまいりました。 

 続きまして、学力定着度調査の質問紙調

査の概要、結果等でございますが、本市の

子どもたちは家庭学習の時間、また生活習

慣、自尊感情等に課題が見られるという大

きな課題は引き続き見られているところ

でございます。 

 複数年度実施したことにより、学年ごと

の差異、そういったものが明確になりつつ

あるというところで、取り組んだ成果があ

ると考えておるところです。 

 今後もこの学年ごとの状況をつぶさに

捉えて、さまざまな事業等に生かしていき

たいと考えております。 

 それからチャレンジテストの件でござ

います。さまざまなお声がございますが、

学校の評価の妥当性を検証するもので、進

路にかかり必要なものであると捉えてお

ります。 

 評定を補正する状況でございますが、平

成２９年度はまだ学校での処理中でござ

いますのでわかりませんが、平成２８年度

は、具体的な数を申し上げるのは難しいで

すけれども、対象者はございました。 

 それからＬＧＢＴに関する考えという

ことでございますが、今年度、本市のほう

でＬＧＢＴ等の多様な性のあり方にかか

り、教職員の認識が深まるように、当事者

の方を講師としてお招きして、教員対象用

に性別の捉え方ですとか、用語の説明等に

ついての研修を実施いたしたところでご

ざいます。 

 次年度はこれらの研修を踏まえて、各学

校で性の多様性にかかわる教員の認識が

深まるような、研修を含めた取り組み等を

進めてまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 奥野課参事。 

○奥野学校教育課参事 それでは、教職員

人事にかかわります、教職員が休みをとっ

た際の対応等についてのご質問にご答弁

を申し上げます。 

 まず平成２９年度、年度途中の休みにつ

きましては、大阪府や本市に講師登録をし

ている方を面接し、採用してきましたが、

府内全域におきまして講師不足が続き、配

置できない場合もございました。ですが、

授業に穴をあけないよう、各校、校内体制

にて対応してまいりました。 

 続きまして、新年度に向けての取り組み

でございますが、年明け早々から現在も続

いておりますが、新卒や他市での講師経験

者等を数多く面接しております。 

 まだ学級数が児童の転出入があるため

確定しておらず、この状態でまだ面接等を

続けていく予定でございます。 

 また年度途中、またお休み等が出たらど

のようにするのかというご質問でござい

ますが、今できる限り多く、本市への登録

者をふやし、その中から採用できるよう、

また他市や大阪府とも連携しながら備え

ていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは２回目、聞いてい

きたいと思います。 

 子ども・子育て支援事業についてであり

ます。新年度ニーズ調査を行っていくとと

もに、新計画に向けてニーズを捉えたり、

病児一時、地域子育て支援事業等なども新

たに加えていくなどの観点で議論が出さ

れていくというようなことであります。 

 それで平成２９年度も、次に向けた、こ

れからの就学前の児童たちの通う施設に

ついての検討部会が３回ほど行われたと
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いうことで、子ども・子育て会議にも報告

され、それは教育委員会にも答申され、新

年度以降に生かされていくのではないか

なと思います。 

 それで就学前のあり方検討部会につい

ての議論がどのようなもので、それについ

て今後の就学前教育、就学前の施設、具体

的には、さらなる公立保育所の民営化の問

題、それから、認定こども園化の問題がこ

の部会の中では議論されていたと思いま

すけれども、どのような方向性が議論され

ているのか、また、その中で出てきている

問題点を教えていただきたいと思います。 

 次に、新たな事業計画策定の委託先はプ

ロポーザルでこれから決めていくという

ことでありますが、第１期目はどこに委託

してつくられたのかだけ、聞かせていただ

きたいというふうに思います。 

 それから、同時に、今、ご答弁にもあり

ましたけれど、待機児童をなくしていくた

めの保育のニーズ、保育が必要とされてい

る量なども見直しが図られていくのでは

ないかなというふうに思うのですけれど

も、どうしても国のほうの指針ですとか、

数字を見ると、待機児童数を小さく、小さ

く見せられていくような改革がこれまで

されてきて、以前の待機児童数が一変に減

ってしまった時期がありましたね。その時

期はかなり制約を設けて、待機児童として

認められない、保育所に入れないけど認め

られない人たちがたくさん生まれまして、

潜在的待機児童の問題が新聞報道でも取

り上げられました。その後、また、もう少

しその待機児童の枠組みをもう少し緩和

して、待機児童としてみようということで、

今に至っているかと思いますが、少なくと

も、摂津市の実態に合わせた計画をつくる

必要があると思います。これを策定する上

では、国のほうからいろいろな指標ですと

かシートがあって、それに数字を入れ込め

ば、その量の見込みであるとか、整備しな

ければいけない数字というものが出てく

るようなものでつくっておられるのでは

ないかと思ってしまうのです。どういうも

のをつくっておられるのかわからないの

ですけれども、国はやはり全体の平均の中

で一定のシートをつくってやられる。介護

保険の事業計画などでもそうだと思うの

ですけれども、ただ、それは地域性の問題

があると思うので、そういった独自として

きちんとニーズを把握する。将来子どもの

数が減っていくからといって、低めに抑え

るということは、現在の子育て世帯に対し

ての非常に不誠実な対応と言わなければ

なりませんので、そういったあり方、量の

見込み、整備計画等を作っていただく必要

があると思うのですけれども、その点のお

考えをお聞かせください。 

 続いて、関連して、待機児童の問題です

が、一斉受付、それから、結果の通知書を

送る段階になって、申込数が５６３名とい

うことですので、一斉受付のときが前年よ

りも２１名多いということですから、さら

にそこからふえているということだと思

います。やはり注目しなければいけないの

は、２０８名のご家庭に保留通知書が送ら

れているということです。前年がどうだっ

たのか、どのくらいのところに通知書が送

られていたのか、あわせながら見た中で、

前年は、厚生労働省の定義で言えば、３４

名、それから、いわゆる私的理由のことも

含めて、入れていない待機児童を入れると

１００名を越していたかと思うのですけ

れども、そこから想定されると、４月当初

は１９名の小規模保育所しか新たにふえ

ていないわけで、当然、待機児童は前年よ
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りも大きくふえてしまうということが容

易に想定できると思います。その辺のこと

については、どのようにお考えなのか。こ

れから先に、民間施設の整備事業で、ＫＥ

ＮＴＯひまわり園が夏と言っていたのが

秋ぐらいにオープンになるのかなと思う

のですけれども。それから、平成３１年度

に向けては正雀ひかり保育園の認定こど

も園化に伴う増員であるとか、分園である

とか、幾つか小規模保育所２園とかありま

すけれども、平成３０年度、今この時点で、

４月から職場に復帰しようというお母さ

んやお父さん方が、子どもの預け先がまだ

定まらない。場合によったら、入るところ

が見つからないまま４月を迎えてしまう

という状況にある問題について、毎年、毎

年起きている問題として、やはり保育の実

施責任を持つ摂津市として、いろいろな問

題もハードルもたくさんあって苦しんで

おられるのはよくわかるのですけれども、

ちょっとそこは踏ん張って、一定答えを出

して、少しでも前進させていく対応を進め

る必要があると思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

 それと、この通知書を送付するに当たっ

て、今年度、昨年までの通知の方法と若干

変わってきているということで、保護者の

方から不安の声といいますか、感想や意見

や要望の声が聞こえます。例年ですと、申

し込みをした後、市のほうからは通知書が

送られる前に、第一希望しか書いていない

方に対しても、第二希望、ここがあいてい

ますから、いかがですかとか、第三希望、

第四希望を書いておられるけど、ここしか

あいていないので、どうですかなどといっ

た、一定の調整をしながら、その上で通知

書が送られてくるというようなやり方が

されていたというふうに聞いています。し

かし、今回は、そういった調整の連絡がな

いまま、突如として通知書が送られてきた

こと。しかも、その送られる時期というの

が、２月の半ば、後半くらいに送られてく

ると。何の連絡もない保護者の方は、連絡

がないので、大体希望どおり行けたかなと

思っておられた方が、突如保留通知が来て、

大変負担に思っておられる。特に、４月か

ら職場復帰を目指している方は、職場から、

決まりましたかというような矢継ぎ早の

問い合わせに対して、まだ決まりませんと

いうような答えをせざるを得ないという

ような状況が起きているというふうに聞

いています。 

 非常に保護者の中にも、この事務手続上

のちょっとした変更が保護者の方々にす

ごく大きな不安であるとか、混乱を招いて

いるのではないかということを想像する

わけなのですけれども、この点について、

方法がどのように変わっているのか、その

問題点等をお聞かせをいただきたいと思

います。 

 それから、民間保育等施設整備補助事業

で、小規模保育事業所とＫＥＮＴＯひまわ

り園と年度の中では、あわせて１７０名弱

くらいの定員が新年度はふえるというこ

とで、さらに平成３１年度はもっとふえて

いくというようなお話でありました。 

 私が少し気になっているのは、小規模保

育事業所がゼロ歳から２歳までの、特に待

機児童の多い年児に対して対応するため

ということもあると思いますが、小規模保

育事業所がこの間にふえてきています。既

に開園しているのが２園、この新年度、ベ

ル企画が選定されて、ポッポ保育園として

薫英学園の前にオープンするということ。

そして、さらには、平成３１年度に向けて、

新年度、二つの小規模保育事業所を募集す
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るということであります。ゼロ歳から２歳

までの低年齢児に対応する方法だという

ことで、ある程度理解はできるわけなので

すけれども、小規模保育所というのは、少

なくとも２歳まででありまして、３歳以降

の保育については、できないことになって

います。そうしたことから、法律や条例で

は、小規模保育事業所に３歳以降の連携施

設をちゃんと設置しなさいようというこ

とが明記されていたかと思います。ただ、

急いで進められてきた法施行によって、ど

この事業所も対応し切れないということ

で、経過措置が設けられていると思います。 

しかし、既にもう今度３年目に入ってい

く中で小規模保育所から出なければいけ

ない子どもたちが今後出てくると思いま

す。そうすると、今、比較的入りやすい３

歳、４歳、５歳のほうが埋まっていくと。

そうすると、３歳、４歳、５歳が埋まると、

今までゼロ歳、１歳、２歳を受けていれて

いた枠が今後縮まって、またゼロ歳、１歳、

２歳が苦しくなって、非常に負の連鎖とい

うのが生まれてくることは十分に予想さ

れるわけなのですが、この連携施設がどう

いった状況に今なっているのか。摂津市内

の小規模保育事業所になっているのか、お

聞かせをいただきたいと。それに対して、

市はどういうふうに指導されるのか、お聞

きしたいと思います。 

 児童手当と児童扶養手当については、支

払い実績からということで、理解いたしま

す。 

 同時に、この間、大阪府の子どもの生活

に関する実態調査、これは、府内１３の市

町村と大阪府が一緒になって、それぞれの

自治体でやられ、その他３０自治体は、大

阪府が３０自治体の子どもと保護者に対

して抽出して調査を行っているというも

ので、かなり大規模で、細部まで至った調

査であります。その中で指摘されているの

が、いわゆる相対的貧困、貧困ラインより

も低い子育て世帯の状況で、通常なら当然

受けられるべき経済的支援であったり、制

度を受けていないという方々が一定割合

いるということです。これは、代表質問で

野口議員も取り上げておりましたけれど

も、例えば、児童扶養手当、ひとり親家庭

の方で、貧困ラインよりも下で、一般的な

所得を上から数えて、ちょうど真ん中のラ

インの、さらに５０％以下の収入しかない

ご家庭の子育て世帯、しかもひとり親家庭

のケースの場合、児童扶養手当、３割の方

が受けておられない、知らないという回答

が出ています。これは、大阪府の調査です。

それから、就学援助制度についても、約４

割の方が利用されていないというような

結果が出ています。これは、摂津市独自で、

摂津市が市民に対してやった調査であり

ませんから、３０自治体の中、もしくは、

４３自治体の中で平均されたものになり

ますから、必ずしも摂津市の状況を非常に

正確に捉えているとは言えないですけれ

ども、しかし、全体像を平均で見ると、こ

ういった実態があります。せっかくある制

度、拡充してきていただいている制度を知

らないまま、利用できないまま苦しんでお

られる、つながりがないまま子育てをされ

る、場合によっては、体や心を病んだり、

ネグレクトや児童虐待につながるという

ような事件が起きている、そういった土壌

になっているのではないかなというふう

に思います。しっかりとした制度を周知し

て、必要な方にきちんと届けていくという

ことが非常に重要だと思います。摂津市の

現状と今後の対応について考えるべきと

ころがありましたら、お答えください。 



- 26 - 

 

 学習支援金の制度については、利用実績

がふえてきていると、子どもの数も減って

きているということもあるのかもしれま

せんが、国のほうの返済不要の給付型の奨

学金もわずかにありますが、少し前進して

きているかと思いますが、さらなる充実と

いうのはやはり重要だと思います。制度の

拡充、今、住民税非課税世帯に限定されて

おりますが、摂津市としても、国や大阪府

に働きかけつつ、摂津市の子どもたちが私

立学校に入学を進んでいく上で援助とな

る制度になるよう求めておきたいと思い

ます。 

 それから、就学援助の問題でありますが、

５歳児に対しては、就学時健診で周知を図

っていくということですので、漏れのない

ような対応をぜひ図っていただきたいと

いうふうに思いますので、これもしっかり

とした対応をお願いしておきたいという

ふうに思います。 

 また、その就学時健診入学案内のとき以

降に引っ越してこられる方々に対する対

応も弾力的な対応をしていただくことを

要請しておきたいと思います。 

 子ども医療費助成、ひとり親家庭の入院

時食事療養費の問題であります。繰り返し

になりますので、もう今回は、要望だけに

しておきますが、現に、４月から１食当た

り３６０円が４６０円になります。住民税

非課税世帯はカバーされるとはいえ、多く

の子育て世帯が入院した際に、１食当たり

４６０円、そうしますと、１日３食で１，

３８０円になります。病状やけがによって

は、入院の日数が延びて、例えば１０日入

院すれば、１万３，０００円、１万４，０

００円というような大きな負担になって

いきます。安心して医療が受けられるよう

にしよう、子育て支援を充実しようという

考えで所得制限を廃止して、子ども医療費

助成制度、対象年齢も拡大してきて、子育

て支援策として非常に評価できるものだ

と思いますが、親や子どもが精神的にも経

済的にも一番苦しい状況に置かれる入院

時に、こうした大きな負担をしなければい

けない。そこに、理由として、第５次行革

が入ってきてしまうということに、子育て

支援を充実させてやっていくのだという

摂津市の思いが非常にそがれてしまうと

私は感じております。入院時食事療養費の

問題については、引き続き要望して、声も

上げていきたいと思っておりますので、そ

の点、意見として申し上げておきたいと思

います。 

 教育委員会制度についてです。教育委員

長が廃止されて、新教育長が直接、今まで

は教育委員が任命された後、その中で教育

長が選任されていたものが、直接議会の同

意を得て、首長から任命されるという制度

にかわっていくと。それから、教育大綱、

また、総合教育会議、これは市長部局と教

育委員会の合同の会議になっていくと思

います。いずれにしても、これは、教育委

員会という組織が残っているわけで、教育

委員会の独自性であるとか、独立性という

ものは保たれておりますので、しっかりと

した合議のもとで進めていっていただき

たいと思います。 

 心配されるのは、例えば、急激な教育行

政の変化を望むような首長が誕生したと

き、総合教育会議を進めていく市長が教育

委員会の意向を得ないままに、もしくは、

市長の意向を受けた新教育長が教育委員

会の中で合議性という形は取りながらも、

情報がきちんと流されないまま、ある一定

の政治的な圧力によって、教育委員会の制

度がゆがめられていくということが心配
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される面があります。もともと教育委員会

そのものが要らないのではないかという

ような議論から、いろいろな議論があって、

教育委員会は残って、大事な地域性であっ

たり、公開性であったり、または、独自性

であったりというものは残されたわけで、

その点を何より大事なのは、子どもの権利

条約に沿って、子どもの利益最前に市長部

局と教育委員会がしっかり議論をしてい

く、調整を図っていく。それでも教育委員

会の調整や承認が得られないものについ

ては、強引に進めていくことはできないと

いうことが国会の論議の中でも確認をさ

れていますので、その点について、改めて

お考えをお聞かせいただきたいと、教育長

のほうから、現段階のお考えをお聞かせい

ただきたいというように思います。 

 部活動の問題でありますが、市がつくら

れたガイドラインから、国の方の指針に合

わせて見直しを図っていくということで

あります。週２日の休みを取るということ

は、ある意味、よかったなというような思

いを持っていらっしゃる方もいらっしゃ

います。しかし、一方で、中学校で部活動

を一生懸命頑張っていくんだ、試合に出て、

みんなで勝利を分かち合ってというよう

なことに一生懸命な先生や保護者、子ども

もいらっしゃると思います。そういう点で、

非常にこの調整というのは難しいかと思

いますけれども、摂津市の今のガイドライ

ンから国の指針に合わせていく上で、問題

点や保護者、教職員、現場、それと子ども

たちとでしっかりとした議論が大事だと

思います。押しつけされるようなガイドラ

インというのは、なかなかうまくいかない

と思います。みんなが大事だと思われるか、

特に、子どもの健康や成長に合わせて、ま

た教育的な観点、先生たちの負担軽減とい

う点から、非常に重要な課題だと思います

ので、そういった議論をぜひやっていただ

きたい思います。もう一度、その観点から

ご意見を、お考えになっておられることを

お聞かせいただきたいと思います。 

 学力向上についてであります。学習プリ

ント活用補助員についても、当初２校に配

置されていたものが、３校に配置されてや

ってこられました。学校の先生が子どもた

ちのテストを採点するというのは、やはり

先生が直接やるべきではないかと、私は何

度も意見を申し上げてきました。一定の効

果はあったものの、全学年に広げるほどの

効果でないというのは、非常にわかりにく

いものでした。では、それにかわって始ま

るスクールサポートスタッフ、これも３名

ですから３校に配置されて、事務手続の事

をやられるということであります。私が少

し思うのは、学校の先生という仕事は、子

どもの学校生活だけではなくて、家庭での

生活までいろいろと役割を担うのが日本

の教育現場の実態だと、いい悪いは別にし

て、あると思いますけれども、その中でプ

リントをつくったり、印刷したり事務手続

をやるというのを一連の作業としてやら

ないで、作業を分断して一人に頼んでしま

うということが、果たして本当に教育を実

践していく上で、特に若い先生にとってみ

て、プラスになるのだろうかと。確かに、

事務手続上、簡単な作業だからといって任

せてしまうことはできるのでしょうけれ

ども、市内のうち３校しか配置されず、し

かも、学校には１名しか配置されないとい

う状況で、非常に疑問を感じております。

大事なことは、私は、やはり一人一人の先

生が受け持つ子どもの数を減らして、そし

て、少ない子どもたちに対して、一人一人

に光を当て、寄り添って、一連の動きとし
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て指導をしていくということが大事であ

って、この事務手続を負担軽減するという

ことのみをもって、簡単な事務手続をやっ

てもらう、スタッフをふやすというのはど

うなんだろうかというふうに疑問に思っ

ています。その点、いかがでしょうか。お

聞かせください。 

 それと、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾であります

が、２か所ふやされる。しかも既存の３か

所には、１名ずつ補助員が置かれて、３名

追加されるということですが、１クラスの

定員が２５名です。これは前にもお聞きし

たと思いますが、定員２５名で、しかも既

存の３か所には複数配置となりますから、

４０人学級を勧めている学校とは違い大

変恵まれた環境で、この塾が運営されてい

ます。この意味は何なのでしょうか。指導

の仕方は学校の対話型ではなくて、一方的

に話をしていくという、非常にスピードの

速いような塾のやり方だということです

けれども、その点について、少しお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

 学力定着度調査についてであります。家

庭学習ですとか、生活習慣等に課題がある

というのは、毎回の結果で明らかになって

いることで、今回、質問紙調査について、

毎年、全学年でやって、経年、学年ごとの

特徴をつかめるということでありました

ので、資料を見せていただいています。こ

の公表されている結果は、抜粋と括弧で書

いてあるので、抜粋ということは、元デー

タがあるのだろうなと思って、いろいろお

聞きしましたら、非常に細かな分析もして

おられて、恐らく、それが各学校にこうい

った状況ですよということで、それに対応

していくということで、いろいろな施策に

つなげておられるのだろうなというふう

に思います。 

 その中で、私が気になるのは、これまで

の委員からもいろいろと質問もあったか

と思いますが、例えば、学校の子どもたち

の回答で、「いじめに遭ったことがありま

すか」、「嫌なことを言われたことがありま

すか」などといった、ある意味、いじめや

不登校の前兆となるような、いわゆるサイ

ンと書いてありましたが、サインとなるよ

うな傾向の調査がされておりました。これ

が１年生から６年生まで、ちょっとずつ、

低学年と高学年で質問の内容等がちょっ

とずつ変わってはいますけれども、大まか

に言うと、「乱暴されることがありますか」

という問いに、全国と比べると、ちょっと

やっぱり気になる数字です。これは一調査

の結果でありますから、全部が全部正しい

かどうかというのは検証が必要だと思い

ますけれども、例えば、６年生を見ていま

すと、「叩かれたり、蹴られたり、乱暴さ

れる」ということに対して、６年生の全国

平均では、８０％を越して、「一度もない」

と答えています。摂津市の６年生は、８割

の６年生児童が「一度もない」というふう

に答えています。「一度もない」というの

は、本当にそれに越したことはないのです

けれども、注目したいのは、「よくある」、

３年生以降は、「今もある」という答えを

されています。６年生を見ますと、全国で

は１．１％の子どもが、「叩かれたり、蹴

られたり、乱暴される」、「よくある」、「今

もある」。６年生ですから、「今もある」と、

全国では答えていますが、摂津市で見ます

と、１．９％、コンマ８％高いのです。５

年生になると３．７％、４年生になると１

２．０％と、１年生、２年生になると、１

５％、１６％という高い数値が示されてい

ます。「意地悪されたり、いたずら、嫌が

らせなどされる」。これも、「一度もない」
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という回答が、全国も摂津市も多いのです

けれども、全国と比べると、「一度もない」

結果が少なくて、「今もある」と答えてい

る児童の数は、１年生から６年生まで、全

国を上回っているという結果になってい

ます。「嫌なことをしつこく言われる」と

いうようなことについては、全国では６％

が「今もある」と答えていますが、６年生

は、摂津市では８．４％、３年生を見ると、

２７．９％と、非常にたくさんの数が答え

ておられます。意地悪とか、嫌なことを言

われるとかというのは、そのときの子ども

たちの状況によって答え方があるのかと

思いますけれども、結果としてこういった

数字があらわれています。 

２年生から３年生に上がったときのお

話を先日の委員会で話がありましたけれ

ども、３５人学級の２年生から、３年生に

上がると、勉強も難しくなるし、あわせて、

３５人学級が４０人に定員基準が上がる

ということで、クラスが減って、一クラス

の子どもの数が今まで３５人以下だった

のが３５人以上になるケースというのが

出てくると。クラスのまとまりとか、クラ

スの落ちつきであるとかが非常に壊れや

すいところではないかと想定できるので

すけれども、そういったところで、子ども

たちがアンケートに、不登校やいじめであ

るとか、そういった問題の前兆ともなるよ

うな結果を出しておられるのですけれど

も、その点の評価について、どのように見

ておられるのか、長くなって申しわけあり

ませんけれども、お聞かせいただきたいと

思います。 

 教職員の多忙化についてであります。授

業に穴をあけないように、いろいろな努力

をしておられるのは、この間何度も質問さ

せていただいて、非常に苦渋に満ちたご答

弁を何度もいただいていることもよくわ

かるわけですけれども、授業に穴をあけな

いように頑張るというのは、結局、一人減

ったところを、例えば、サッカーで一人退

場になったときに、１１人全員で守らなけ

ればいけないところを１０人で守らなけ

ればならない。欠員がさらにふえれば、９

人で守らなければいけない。それはもう本

当に失点を防ぐためには、チームワークと

努力と根性で頑張ってもらって、これが今

の学校現場の実態だというふうに思いま

す。しかも、新年度から道徳が特別な教科

になっていきますし、英語活動等も具体的

に時間数もふえていくということで、課題

が山積みの中で、この問題をどう対応して

いくのか。摂津市だけの問題ではありませ

んが、お聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 安藤委員の質問の途中

ですが、暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○水谷毅委員長 休憩前に引き続き、安藤

委員の質問を続けます。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 続いて、質問したいと思い

ます。 

 チャレンジテストについてです。これは、

今、ご答弁があったのですが、学校が行っ

ている評価が正当なものなのかどうなの

かというのをチャレンジテストではかる

のだということでありますが、チャレンジ

テストは、あくまで１回きりのテストの結

果であって、学校でつけておられる評定と

いうのは、学校の点数だけではなく、生活

の態度から授業に取り組む姿勢であった

りとか、総合的なところから、その児童・

生徒の発達であったり、成長ぶりも加味し

ながらつけておられるものだと。それこそ
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が義務教育の学校教育の評定だというふ

うに思いますし、それが今までは高校入試

の際の基準の点数になっていたかと思い

ます。これは、人数がどのくらいいるのか

というのはお答えされませんでしたけれ

ども、現に調整を図らなければいけない人

がいるということは、学校の評定が正しい

かどうかというよりも、１回のテストでそ

の評定が大きく変わってしまう。しかも、

何らかの理由でテストを受けなければ、そ

れはそれで、先生たちがつけた評定でその

ままいいと、スルーされてしまう。ですか

ら、これも前の委員会の質問でも申し上げ

ましたが、進学塾によっては、チャレンジ

テスト、当日失敗して点数が下がるのであ

れば、テストを休んだらどうだというよう

な指導も、今はわかりませんが、以前は大

阪南部のほうの学校で、先生のちょっとし

た一言が誤解などを招いて、欠席されると

いうような学校も多かったわけで、非常に

欠陥のある制度だと言わなければならな

いなというように思っています。 

 入試制度も絶対評価に変わったという

ことで、学校間の格差をなくすという意味

合いもあるというふうに思いますが、これ

が３年生の団体戦と言われているチャレ

ンジテストによって、学校の評定の平均が

決められてしまう。幾ら頑張っていい点数

を取ったとしても、そこの学校にいれば５

をつけられる生徒の数が決められてしま

う。または、１をたくさんつけなければ、

その範囲の中に入れない可能性があると

いうことで、究極的な相対評価になりかね

ないような問題もあるのではないかと。だ

からこそ、やはり現場からも、それから、

校長会であったり、教育長からもこのチャ

レンジテストは見直しが必要だというこ

とで、いろいろと意見を言っていただいて

いるのではないかというふうに思います。 

 子どもたちにとっても、保護者にとって

も、高校入試というのは非常に大事な問題

で、それが制度によって翻弄されるという

ことはやはりあってはならないことだと

いうふうに思います。 

 その点で、このチャレンジテストを、私

はもう一日も早く廃止をして、適正な評定

ができるようなものに変えていくことを

求めていただきたいですし、摂津市として

も、もっと大阪府教育庁に物申していただ

きたいという思いがあるのですけれども、

チャレンジテストのこの団体戦での評定

での不公平感の問題も含めて、改めて見解

を問いたいと思います。 

 小学校給食についてであります。平成３

０年度で契約が切れて、平成３１年度に向

けて、また事業者を選定されていくと。や

はりこの間の民間委託による検証という

のはしっかりとやる必要があると思いま

す。課長が、この間も大きな問題がそれほ

どなかったというご答弁をされましたが、

私は、この１年、２年で民間委託によって

大きな問題があったと思いますよ。選定さ

れたばかりの事業所が経営上の問題であ

ったり、給与未払い問題が起きて、１年を

待たずして業者が変わっているのです。こ

の問題というのは、やはり民間委託の矛盾

の大きな一つだと思います。この問題は、

きちんと教育委員会、もしくは、学校給食

会などできちんと議論をして、総括をした

上で問題ないという評価なのか。その点、

改めてお聞きしておきたいと思います。 

 それから、以前は民間業者に対して毎年

調理員、栄養士、教育委員会の担当者の方

が現地へ行って、検証会議もやっておられ

ました。それが、１年ごとではなく、２年

くらいごとになったというふうに、以前お
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聞きをしておりましたが、やはり、ここも

しっかりとした検証をしながら、ともに高

め合いながら、事故がないようにやる必要

があると思うのですけれども、検証につい

て、どうお考えなのか、お聞きしたいとい

うふうに思います。 

 それから、栄養士の件です。アレルギー

の除去食を必要としている児童、これは小

学生の場合ですが、約１００名ということ

です。１０校ありますから、単純に平均し

て、１校で１０人ほどいらっしゃる。栄養

教諭、栄養職員は４名ですから、お一人当

たり２５名の除去食対応をしなければい

けない。しかも、自分が配置されている学

校に除去食が必要である生徒がいなくて、

人によっては３校にまたがって指導しな

ければいけないということで、本当に大変

な業務ではないかなというふうに思いま

す。 

 アレルギー対応については、新たなガイ

ドラインを策定中だということをお聞き

しておりますが、新年度、その新しいガイ

ドラインがきちんと示されて、そのもとで、

安全な給食を実施していくことができる

のか、どうなのか、ぜひお聞きをしておき

たいと思います。 

 それから、先日、ある小学校で、えびの

アレルギーを持っている児童が、間違って

えびの入っている給食を食べてしまった

というような事故がありましたね。それは

直接お聞きしました。問い合わせしたら、

まだ報告が教育委員会のほうにも上がっ

ていなかったということで、これは、たま

たまアナフィラキシーショック等がなく

て、大事には至らなかったのですけれども、

これは大きな問題で、人の命にかかわる問

題で、いろいろと検証もされて、原因など

も検証されているかと思いますけれども、

そこの学校は民間委託校であり、栄養教諭、

栄養士が配置されていない学校なのです。

理由が直接的なものかどうかはわかりせ

んけれども、そういった事例が起きれば、

保護者も非常に大きな不安を感じますし、

そもそもの栄養教諭、栄養職員の配置その

ものも、４人ではやっぱり心もとないとい

うような声が当然出てくるでしょうし、大

阪府にも、栄養教諭の配置をもっと高めて

ほしいと要望されているのはよく理解を

しておりますけれども、それを待っている

ような状況でもないということもあるの

ではないかなと思います。そういう点で、

やはり、栄養教諭、栄養職員の増員という

のは、市独自でもしっかりと具体化しなけ

ればいけないと思うのですけれども、それ

はいかがでしょうか。お聞きしておきたい

と思います。 

 中学校給食です。教職員や試食会を含め

て、喫食率１５％を見込んでいるというこ

とで、これまでとは大分大きな違いはあり

ます。喫食率の想定は低いものの、単価が

上がっていますから、委託の予算は上がっ

ているというような結果になっているか

と思います。新しい委託先のお弁当の浜乃

家、これまでの委託業者は、高槻市の会社

で作られて、個々に１台で配送されておら

れました。そのときも、１台で大丈夫です

かというような質問もさせていただいた

記憶があります。今度のお弁当の浜乃家は、

給食をつくられる場所が松原市というこ

とで、高槻市よりも少し距離的にも離れて

いるし、中央環状線を通られるのか、渋滞

などに巻き込まれる可能性も十分にある

と。そういったことを考えると、調理の時

間もかなり早目につくっていくというこ

とになっていくのかなということが想定

されると思いますが、その配送の安全性と
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か、栄養面の保証、担保がちゃんとされる

のかどうか。いざ、事故があったときに、

給食が届かないというような状況が起き

ないのか。中央環状線はしょっちゅう事故

があって、渋滞もしますが、そういったケ

ースは想定されて、それに対する対応策は

取っておられるのか、どうなのか。これは

喫食率が上がって、今、喫食率５％台です

けれども、いろいろと努力をしていらっし

ゃいますから、これから喫食率が上がって

きて９％、１０％、目標を超えていくこと

になれば、とてもそういった対応も難しく

なってくるということもあると思うので

すけれども、その辺はきちんと打ち合わせ

をし、議論し、担保も取れているのかどう

か、お伺いしておきたいというふうに思い

ます。 

 学童保育については、７６５名の申し込

みがあったということです。今年度、平成

２９年度の４月現在の学童保育の入所数

以前いただいた資料から見ますと、７５３

名の学童保育の入所の数があったかとい

うふうに思います。ちょっと確認の意味で、

間違っていないかだけ、触れていただきな

がら。そうしますと、現段階で既に７６５

名の申し込みがあるわけですから、前年よ

りも多い申込数になっています。とりわけ、

摂津小学校は新しい校舎もでき上がりま

したけれども、でき上がって運用されてい

くことになるかと思いますけれども、非常

に大規模化してきていて、現段階でも、学

童保育室は３クラスになっているかとい

うふうに思うのですけれども、配置基準で

あるとか、面積基準等をきちんと守られて

いるのかどうか。 

 人の配置についても、現段階で２０名、

要支援の子どもの数が固まれば、それぞれ

加配が必要になってきて、３０名くらいの

不足数が見込まれるということで、それを

全て代替でやっていくということにもか

なりいろいろと問題が出てくる可能性が

あるのではないかなというように思うの

ですけれども、そこで、民間委託という議

論がいつも出てきて、民間委託をすること

によってというお話になってくるのです

が、こういった状況は、民間委託に変われ

は解消できるものなのか、どうなのか。他

市の状況をつかんでおられるのであれば、

その点、あわせてお伝えいただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、最後に、ＬＧＢＴの課題につ

いてでありますが、やはり、個別の対応と

いうよりも、先生の中でＬＧＢＴを理解し

ている。それから、学校の中でもＬＧＢＴ

という存在が子どもたちにも理解できる

ような、もちろん、これは社会全体にかか

わってくることなので、一朝一夕にこうい

うものなのだということでやれることは

できないと思いますけれども、そういった

研修をやったり、そういった呼びかけがさ

れているということが表にカミングアウ

トできていない子どもや、まだ自認できて

いない子どもで、自分に対しての違和感を

持って、自分のアイデンティティにいろい

ろな疑問を感じながら悩んでいる生徒や

児童を励ますことにもなるというふうに

思いますので、ぜひ、これはじっくり、た

だ、やはり研修も重ねていただきながら進

めていただきたいなということは要望し

ておきます。 

 ２回目は、以上でございます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、子ども

教育課に係りますご質問にお答えいたし

ます。 
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 まず、就学前施設のあり方検討部会議論

の内容ということでございます。 

 子どもの数が減少する中で、幼稚園の人

数が減少し、一方で、保育所のニーズが増

加しているというところです。そのような

中で、保育の適正な集団を確保し、より充

実した教育、保育を実施すること、また、

ライフスタイルが多様化する中で、それぞ

れの教育、保育ニーズに対応すること、そ

して、就学前施設の効率的な運営を実施す

ることが求められ、全国的にも幼保の一元

化、一体化というのが進んでおります。 

 部会の中では、そのような状況を説明さ

せていただいた中で、本市において、幼保

を一体的に運営し、サービスを提供してお

りますべふこども園を視察していただき

ました。 

そして３回にわたって、いろいろとご議

論いただいた中で、慎重なご意見もござい

ましたけれども、地域の教育、保育ニーズ

の状況を考慮することとして、認定こども

園化の移行については、一定ご理解をいた

だけたというふうに考えております。 

それから、民営化というところでござい

ますけれども、第５次行革では、民間に任

せるほうが、経費面、サービス面ともに効

果的である行政サービスは、民営化や民間

委託をすることとしております。この民営

化の考え方につきましては、平成２６年１

１月に、子ども・子育て会議から意見書を

いただいております。その中で、民営化す

る場合の留意点が示されておりますけれ

ども、今後、民営化する際には、その留意

点というのを踏襲していくということが

基本になりますけれども、正雀保育所民営

化の際の意見書の留意点がどうであった

かというのも検証することとして、意見を

取りまとめていただいております。 

今後、子ども・子育て会議に部会で意見

集約されたものを報告しまして、子ども・

子育て会議から教育委員会のほうに意見

書をいただく予定となっております。 

次に、子ども・子育て支援事業計画の策

定の、前回の委託先というところでござい

ますけれども、株式会社ジャパンインター

ナショナル総合研究所というところでご

ざいます。 

 次に、次期計画の保育の量の見込みの方

法というところでございます。現計画にお

きましても、国のほうから量の見込みの算

定の考え方、それから、それを踏まえたシ

ートのほうが配付されております。現状、

国のほうから次期計画のシートの配布と

いうのは、まだございませんけれども、国

のほうでも、この待機児童の解消というの

は、大きなテーマとなっております。現計

画の見込みが甘かったというのは、国のほ

うでも十分認識されておりますので、それ

を踏まえた改善がなされるものと考えて

おります。 

 本市としましては、国の基本的な考え方、

それから、配付されるシートをベースとし

まして、市の独自の質問項目を追加しなが

ら、ニーズを捉えていきたいというふうに

考えております。 

 次に、待機児童、昨年度よりも増加する

ことが見込まれるというところの質問で

ございます。 

 待機となられる方につきましては、その

切実な悩みといいますか、思いを持ってお

られるということは、十分に理解しており

ます。我々といたしましても、この平成３

０年、平成３１年度に定員増に向けて、施

設の整備を図ってまいります。現在、計画

している施設整備、まずはこれを着実に行

ってまいりたいというふうに考えており
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ます。 

 次に、今年度実施した保留通知の方法に

ついてでございます。 

 昨年度までは、第一希望の施設に入所で

きない方に対して、保留通知の発送前に電

話連絡をしまして、入所の調整の方を図っ

てまいりました。しかしながら、本年度は、

事前の電話による調整を行わず、待機とな

る方に対して保留通知を発送したという

ところでございます。待機となる方に対し

ましては、その後も新設します小規模保育

事業、それから、定員まで余裕がある園に

おいて、入所調整というものを行っていく

ので、希望園の追加、それから、変更があ

る場合は連絡をいただくようにというこ

とで、文書でお願いしておりました。今年

度、変更したというところで、いろいろと

改善点はあろうかと思います。他市の方法

も参考にした上で、来年度に向けて、改善

すべき点については、改善していきたいと

いうふうに考えております。 

 例えば、通知の時期をもう少し早く通知

できるようにするとか、あとは、一次選考、

二次選考といった形を取るなど、来年度に

向けてできる限り丁寧な入所調整に努め

ていきたいというふうに考えております。 

 最後に、連携施設の設定についてでござ

います。国の通知では、市町村みずから連

携施設の候補先に、連携施設の制度内容を

説明すること、それから、関係者間の接触

を図るような懇談の場を設定することな

ど、連携施設の確保に向けて必要な支援を

行うことというふうにされております。 

 現状は、小規模保育所を卒園され、引き

続き保育が必要な場合は、加点があります

ことから、入所調整で他園に入園していた

だいているという状況でございます。しか

し、保護者の方に安心して小規模保育所に

預けていただけるように、本市としまして

も、小規模保育所と連携施設の候補先の橋

渡し役というのを担っていく必要がある

というふうに考えております。 

 現在、連携施設の候補として、前向きに

考えていただいている園もございますの

で、今後、市も入った形で調整していきた

いというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○水谷毅委員長 石原教育総務部参事。 

○石原教育総務部参事 まず、就学援助、

児童扶養手当等の制度の周知の現状と今

後の対応ということでございます。 

 まず、就学援助につきましては、４月、

新学期に入りまして、スタートした時点で、

学校を通じて、全家庭に周知のほうを図っ

ているところでございます。その後、一斉

受付を行いまして、その後、まだ漏れがな

いかということで、再度、５月に学校を通

じて、通知をしている状況でございます。

また、経済的に厳しい家庭を把握した場合、

学校または保育所等でそういう状況があ

りましたら、個別に対応もしているところ

でございます。 

 児童扶養手当につきましては、母子・父

子自立支援員による離婚前の相談がござ

います。また、離婚時には、市民課のほう

から案内がありますし、転入のしおり等で

も周知を図っているところでございます。

また、各関係課、家庭児童相談室であった

り、保健福祉課等で家庭の状況等を把握し

たときに、こちらのほうにつなげていただ

いているということもさせていただいて

おりますので、今後も関係機関と連携しな

がら、支援が必要な世帯にしっかりと制度

利用をしていただけるように、周知の徹底

に努めていきたいというふうに考えてお

ります。 
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 学童保育のほうでございます。平成２９

年４月現在で７５３名、今年度が７６５名

というふうになってございます。配置基準、

面積基準等につきましては、現在、学童保

育のほうでは弾力的に運用をさせていた

だいておりまして、一斉受付のときに申し

込まれた方は、全て受け入れをさせていた

だいている状況でございます。ただ、これ

も設備等の基準条例がございます。平成３

２年度には、おおむね４０名という形で保

育の方を実施していかないといけないと

いうふうになっておりますので、また今後、

学校等々、空き教室等をその辺の調整を図

りながら、基準面積等にしっかりと合致す

るように進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 また、他市のほうでは、現在、８市程度

が民間委託を進めておりますけれども、そ

れぞれ委託の状況が違いますので、なかな

かここで状況というのはわからないとこ

ろもございますけれども、本市の場合、先

ほど申しましたように、学童保育に絶対に

必要なマンパワーが絶対的に不足してい

ると。サービスの延長、向上を進めていか

なければならないのですけれども、現状で

も何とか現場の指導員とやりくりしなが

ら、その日の子どもたちの数の現状を見な

がら、指導員の配置をしているという苦し

い状況が続いておりますことから、やはり、

民間に委託することによって、保育士や専

門職の採用等、民間の業者の強みというも

のを生かしていただいて、そういうマンパ

ワー不足というものは解消されるものと

考えているところでございます。 

以上です。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、小学校給食に

かかわりますご質問にお答えいたします。 

 平成３１年度から５校が委託の更新時

期を迎えており、再度、プロポーザル方式

によりまして、業者を選定していくという

ことで、これから準備のほうを進めてまい

る予定ですが、安藤委員からありましたよ

うに、平成２８年の１２月末に、当時、２

校で委託を請け負っていただいておりま

した業者において、そこで働いておられる

一部の従業員の方への給与未払いといっ

たことが報道機関によりまして、テレビ報

道等をされたところです。それを受けまし

て、業務改善等、指導を行ったり、いろい

ろ計画を出してもらうとか、協議をさせて

いただいたのですが、最終的にはそのよう

な提出がなされなかったということで、

我々といたしましては、児童の方への給食

をストップすることはできませんので、急

遽、契約で結ばせていただいておりました

保証会社と、以降の給食業務を請け負って

いただくということで、現在、保証会社で

調理業務を実施していただいております。 

 民間委託検証会議につきましては、ここ

最近対象校が、４校、５校というふうにふ

えておりまして、検証会議に出席していた

だいております栄養教諭の先生、また、外

部からＰＴＡの方にも入っていただいた

り、いろいろ多数の方に入っていただきま

して、日程調整等がなかなか難しいといっ

たこともあり、２年に一度といった形でさ

せていただいておりましたが、今年度、平

成２９年度からは、全ての学校５校の内４

校につきましては、以前と同様の民間委託

検証会議を実施いたしまして、残る１校に

つきましては、今回、大阪府の派遣事業と

いうことで、大阪府の栄養職員の方がこち

らの学校のほうに来ていただきまして、職

場のほうも巡視していただき、検証という

ことで、いろいろ指導をいただく、そのよ
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うな機会がありましたので、従前やってお

りました委託検証会議からは、その１校は

外させていただいております。結果的には、

５校ですが、そのような形で、何らかの形

での検証をさせていただいているという

ことではございます。 

 先ほど、給与の未払いといったことがご

ざいましたが、プロポーザルによる審査の

中で、いろいろな審査項目を設けておりま

す。当然、請負金額だけではなく、学校給

食の委託実績でありましたり、職員の配置

であったり、衛生管理方針については、き

ちんとマニュアルを定めて、そのような運

用がされているかといったような視点で

審査を実施してまいりましたが、そのよう

な給与未払いといったような事例が発生

いたしましたので、その会社の財務の安全

性を担保するということを我々といたし

ましても重要視いたしまして、財務諸表を

提出していただいて、専門的な視点からと

いうことで、税理士にもその書類を見てい

ただきまして、その業者の経営状況が問題

ないかどうかといったことについて所見

をいただいた上で、それも勘案いたしまし

て、総合的な評価を行い、業者選定に当た

っているところではございます。 

 続きまして、アレルギー対応に係ります

ガイドラインについてのご質問でござい

ますけれども、こちらにつきましても、以

前に改訂を何度かさせていただいており

まして、昨年度、ガイドラインの改訂の中

で、保護者の方がガイドラインを見られて、

なかなか専門用語等も入っておりますし、

読みづらいといったようなご指摘もござ

いましたので、保護者の方に向けては保護

者版という形でもって整理させていただ

きまして、改訂をさせていただいておりま

す。 

 具体的に、学校給食における食物アレル

ギーの対応の流れがわかるようなフロー

チャート形式で図表を入れさせていただ

いたり、申請書の流れ等も、その中で詳細

な説明を入れる形でのアレルギーガイド

ラインの改訂をさせていただいておりま

す。 

 今年度、平成２９年度につきましても、

栄養教諭、また、養護教諭等の先生にも入

っていただきまして、アレルギーガイドラ

インの改訂に係る委員会、部会を設けさせ

ていただきました。これまでその様式とい

たしまして、アレルギー給食の対応申請書、

これは保護者の方が出していただくもの

ですけれども、それとあわせて、学校生活

管理指導票、アレルギー疾患食物用という

ことで、これは、病院で医師の診断を受け

ていただき、その所見を書いていただいた

上で、あわせて出していただいております。

配付の時期については、これまでは３学期

の時期にお配りさせていただいており、回

収の時期も、在校生については始業式、新

入生の方については入学式のときに回収

をしておりますけども、保護者の方もお仕

事等の関係で、面談等も日程調整が難しい

といったこともありますので、できるだけ

早い時期にということで、２学期の修了ま

でにお配りさせていただいて、回収も３学

期修了までにという形での、少し早目、早

目の対応という形での改訂を、今年度させ

ていただく予定でございます。 

 委員のほうからございました、先般、え

びアレルギーをお持ちのお子様が、学校の

ほうで給食の時間に誤って食べてしまっ

たといった事例がございました。こちらに

つきましては、除去食対応をしている子ど

もで、除去食のトレーを配膳室から教室ま

で担任の先生が運んで、それを該当児童に
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配って、皆さんでいただきますをする前に

チェック、点検をしてから食べていただく

ということだったんですけれども、その教

室の中で、ちょっとほかの児童の間で少し

トラブルがあって、これはあってはならな

いことなんですけども、そちらのほうの指

導に少し目が向いてしまったということ

で、その後、担任の先生と当該児童が、献

立の中で、その日、アレルギーの食材が使

われているということをきちっと確認し

た上で、喫食に至らなかったといったこと

がございました。 

 今回、アレルギーガイドラインの改訂も

ございますので、再度、校長会等を通じま

して、食の安全につきまして、一つ間違う

と命にかかわる問題でもございますので、

この部分につきましては、再度徹底のほう

をさせていただくということで進めてお

ります。 

 次に、中学校給食についてのご質問でご

ざいますけれども、今回、業者が、現在の

高槻市で実施されている業者から、松原市

の業者にかわるということで、配送の距離

が若干長くなるということから、実際に

我々も松原市のほうに行かせていただい

て、公用車で距離、時間等もはからせてい

ただいております。朝の時間帯で当然、中

央環状線が混雑するということも十分予

想されますが、おおむね７０分程度で配送

が可能であるということで、現在の高槻給

食が約４０分かかっており、それより約３

０分長くかかる見込みです。実際に現在、

吹田市で請け負っていただいております

が、吹田市ではそのような遅配、おくれて

中学校給食を配送したことは今まで一度

もないということを聞いておりますので、

我々といたしましては、その部分につきま

しては、少し今よりは時間はかかりますけ

れども、問題なく提供していただけるもの

と考えております。今後も業者のほうと、

そのような配送の安全性については、十分

連携をとりながらやってまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 学校教育課に係り

ます２回目のご質問にお答え申し上げま

す。 

 まず、部活動にかかわる件でございます。

本市も部活動を一生懸命に行いたいと思

う教員、生徒、保護者の方々はたくさん存

在します。委員がおっしゃるように、ただ

単にガイドラインを押しつけるようなこ

とはあってはならないと考えます。今年度、

校長や教員、そして市教委事務局で構成す

る業務改善検討委員会でも、部活動につい

て協議をいたしました。今後、国のガイド

ラインをさらに踏まえる上で、さらに学校

現場への説明が必要だとは考えておりま

す。既に国のガイドラインの内容等を実施

している近隣の自治体もございますので、

他市との兼ね合いですとか、また中学校体

育連盟の動き等も踏まえて、その内容を伝

えながら、よりよい形でガイドラインを運

用してまいりたいと存じます。 

 続きまして、教員の事務負担軽減にかか

わるスクールサポートスタッフの件です。

教員の仕事は、幾つもの計画、準備、実行、

振り返りの一連の業務が重なっているも

のですので、他者がかかわることでその業

務が分断するようなことになっては、もち

ろんよくないと考えます。例えば、学級通

信を作成することは、日ごろの学級の状況

を踏まえている担任が作成するものです

し、ただ本スタッフが行う予定の印刷とい

うところだけを切り取ることは、一連の流
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れが分断されるとは捉えていないところ

でございます。教員の働き方改革、多忙化

解消に向け、さまざまな角度から取り組み

が必要だとは考えておりますが、このスク

ールサポートスタッフの導入は、根本的に

は教員の働き方改革をなすものというよ

りも、教員の事務負担の軽減の側面をモデ

ル的に検証するための導入であると考え

ております。 

 続きまして摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に補助

指導員を入れる意味についてでございま

す。まず、前提といたしまして、学校の学

習と摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の学習というの

は、内容や方法、時間、他の教科との兼ね

合い、生活の状況などさまざまな面で大き

く異なるものと捉えております。今年度、

摂津ＳＵＮＳＵＮ塾を実施したところ、テ

ストや日ごろの子どもたちの様子から、算

数、数学という教科の特性もあってか、子

どもたちの習熟の差に開きがあり、きめ細

かく指導する必要があったと捉えている

ところです。そして、次年度は少人数や習

熟度別指導を行おうと考え、補助指導員の

導入を行いたいと考えているものでござ

います。 

 次に、学力定着度調査の質問紙調査にお

けるいじめに係る質問の回答状況等から

どう踏まえているかという点についてで

ございます。学力調査の結果と同様に、質

問紙調査におけるいじめに関する回答状

況も、今年度は傾向といたしまして、３年

生、４年生に課題が見られ、五、六年生で

改善していくような様子がうかがえると

ころです。その要因といたしましては、学

年集団の様子、学習環境、学級づくり等が

考えられますが、３５人以上の学級と３５

人以下の学級との違いが、何か影響してい

るのではないかということも分析をした

ところなんですが、いじめの件を含めて、

例えば３年生の例で見たといたしまして

も、昨年度は３５人よりも多い学級のほう

が、生活面での肯定的な回答が多いんです

ね。今年度は３５人以下学級のほうが肯定

的な回答が多いなど、その年々によって、

また学年の集団の状況によって変わると

いう差が見られたところです。学力面、生

活面ともに、どちらがよいかという結果が、

まだまだ見受けられないのが現状でござ

います。 

 続いて、チャレンジテストの件でござい

ます。学校の評価が妥当かどうか、また学

校間での差異が生じないようにするため

に生み出されたものでございまして、その

趣旨には理解ができるところでございま

す。ただ、委員がおっしゃるように、１回

のテストで評価が変わってしまうという

ような点、それから９教科にまでそれが及

ぶような点については、改善の必要もあろ

うかと思います。これまでも府に改善を求

めてまいりましたが、引き続きそういった

点の改善を求めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 奥野課参事。 

○奥野学校教育課参事 教職員人事にか

かわります２回目のご質問にご答弁を申

し上げます。 

 まず、今後の講師の欠員への対応につき

ましては、日ごろより管理職と連携し、ま

た聞き取りや学校訪問などによって、教職

員の状況を丁寧に把握しながら、一日も早

く講師を配置できるよう、早目の対応を心

がけてまいります。 

 続きまして、栄養教諭の配置につきまし

ては、引き続き大阪府へ要望を続けるとと

もに、教員に対しまして、食物アレルギー
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に対する知識や食育の進め方等、研修にも

取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 新教育委員会制度につ

いてのご質問にお答えしたいと思います

が、先ほど担当課長のほうからもありまし

たけれども、今回の教育委員会制度の改革

というのは、例えば今まででしたら、教育

委員会議を主催する委員長、それから事務

執行の責任者である教育長、この２人が同

時に存在するということで、教育行政の責

任が不明確であったということ。それから、

首長の教育行政に関与する役割といいま

すか、責任が不明確であったと。それから、

教育委員会議そのものが形骸化している

といったような、あるいはスピード感が欠

如しているといった、そういうさまざまな

課題があることから議論が始まったもの

と考えております。 

 本市におきましては、総合教育会議はも

う既に実施をしておりますけれども、これ

までから市長と教育委員会委員の懇談会

というのは定期的に年２回、これまでから

も実施して、意思疎通に努めてまいりまし

たし、また教育委員の形骸化に関しまして

は、これはもううちの教育委員は年間５０

回ぐらい活動をしていただいております。

学校訪問、全保育所、幼稚園、小・中学校

の学校訪問も行っていただいていますし、

また校長がつくっております学校経営計

画、これも保育所、幼稚園、小・中学校、

全部の経営計画のヒアリングも、全教育委

員の参加のもとに実施をしております。こ

ういった形で、決して内容的に形骸化して

いるとは私は思っておりませんし、また委

員会そのものも従前から議事録を作成し

ましたり、もちろん会議そのものは公開し

ておりますし、議事録の作成や公表も既に

してきております。 

 そういう意味で、新教育長になられる方

には、ぜひこういった取り組みは継続して

実施をしていただきたいと思いますし、ま

たこれまでの委員長との権限をあわせ持

つという意味では、新教育長の権限が、あ

る意味増大しますので、これまで以上に教

育委員のご意見等もきちんとお伺いしな

がら、子どもたちのために、住民の方々の

意思も反映できるような教育行政に努め

ていただきたいというふうに思っており

ます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、子ども・子育て

支援事業についてであります。就学前施設

のあり方検討部会の議論のことについて、

ご答弁を頂戴しまして、公立保育所の民営

化、認定こども園化の中でも、認定こども

園化については一定の理解を得られた議

論だということだというふうにお話があ

りました。一方で、民営化については、既

に平成２６年度に一定の民営化方針につ

いて、子ども・子育て会議、もしくは教育

委員会でも一定の方針が、留意点を注意し

ながら、そういう方向で進めていくという

ようなことなんだろうなというふうに思

うんですけども、やっぱり民営化をしてい

くというのは、地域性の問題もあると思う

んですね。今まで４園あったものが、正雀

保育所が民営化されたことによって、摂津

市内で５つの中学校区、１０個の小学校区

がある中で、今や公立保育所がもう３園の

みになってきました。一つは子育て総合支

援センターといって、児童虐待の問題から、

子育て全般についての総合支援的な役割

を担っている、一つは別府の地域で幼稚園

とこども園としての役割で、地域の保護者
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の方からも非常に信頼を得られている。時

にはべふ幼稚園の募集に対して、定員を上

回るというのが数年前、１年前、２年前ぐ

らいあるように、非常に地域からも信頼を

得られている。鳥飼保育所については、広

い鳥飼の地域で公立の子育て支援の拠点

として、やっぱり役割を果たしていますし、

隣のとりかい幼稚園、それから鳥飼西小学

校との連携もされていて、地域の民間保育

所との連携や、切磋琢磨によって子育て支

援について役割を果たしているというこ

とで、民営化の理由の一番大きいものは、

施設の改修に民間には補助金がつくので、

財政的な問題で民間委託をするというも

のが、もうほとんどの理由なんですね。公

立も民間もそれぞれのよさを、切磋琢磨し

ながらやってきているというような認識

は同じだと思うんです。 

 しかし、違うのは、やっぱり公立に対し

ての安心感という問題で、安心感であった

り、それから公立が果たしている地域、地

域の子育て支援の拠点としての役割とい

うものであって、私はこの今ある３園は、

公立として堅持をしていくということは、

非常に重要だというふうに思っています。 

 その上で、それでもまだ民営化を進めて

いくというような議論をするのであれば、

これまでの留意点と合わせて、地域での公

立保育所が果たしている役割、どこをどの

ように民営化をしていこうと考えている

のかというものを、しっかりと部会の中で

俎上にのせて議論をする必要があると思

いますけども、この間の就学前あり方検討

部会の中では、具体的にどこに対して民営

化をするのか、どこを認定こども園化する

のかというのは、一切明らかにしないまま、

抽象論で進めていくというような話し合

いではなかったかなと、傍聴していてそん

な感想を持っています。これでは本当に地

域性の問題は棚上げされたまま、民営化の

議論を進められていくということになる

と、これはお互いに、保護者にとっても、

そして保育行政にとっても、お互いに禍根

を残すものではないかなというふうに思

います。その点はいかがか。 

 それから、民営化をさらに進めていく上

においては、やはり民営化された保育所を

しっかりと検証していくということが大

事だと思います。最初に民営化された摂津

保育所、今は社会福祉法人桃林会のせっつ

遊育園になられました。当時、民営化反対

で、保護者の方々が市内デモ行進をするぐ

らい大きな反対運動がある中で、社会福祉

法人桃林会が引き受けられた、その上で三

者懇談を丁寧にやって、どんな問題でも一

緒に話し合いながら、一歩一歩問題を解決

して今に至っているというふうに認識を

しているところです。 

 今回、正雀ひかり保育園、もともと社会

福祉法人桃林会が受けるところが、いろい

ろな不祥事等がありました。選定の際に申

し込んできたのがわずか２園だけで、その

うちの次点となられた学校法人成晃学院

が引き受けられたという経過がある中で、

何とか引き受けていただいたというよう

な経過があります。そうした経過のもとで、

正雀保育所が今、民営化されて１年たとう

としていますが、その検証とか保護者の声

とか、三者会がきちんと開かれているのか

どうなのかということも、きちんと検証す

る必要があると思うんですね。そういった

検証はどのようにされているのかも含め

て、お答えをいただきたいというふうに思

います。 

 それから、事業計画策定については、プ

ロポーザル等で新しく契約される会社と
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一緒になってやっていかれることになる

かと思いますけども、おっしゃいましたよ

うに、摂津市独自の、やっぱり事情とか状

況がありますよね。北摂７市の中でも小さ

な摂津市が、箕面市とか池田市、摂津市よ

りも大きいまちで保育を必要としている

２号、３号認定の子どもが多いというよう

な特徴が摂津市にはあると。働くお母さん、

お父さんの多いまちだということも、北摂

の中でも特徴がありますから、そういった

特殊性とか、独自性というものは、きちん

と計画の中に盛り込まなければ、絵に描い

たような計画ができ、計画にほぼ整備が間

に合っているよといっても、待機児童は２

月になれば２００人を超してしまうよう

な状況を現に生み出してしまっていると

いうことですので、その辺はしっかりとし

たニーズ調査、それから実態に合わせた量

の設定ですね、整備計画を立てられるよう

なものにしていただきたいと、意見を申し

上げておきたいと思います。 

 それから、入所についての手続について、

今回から方式が変わってしまったという

ことで、今後の改善を図っていきたいとい

うようなご答弁でもありました。やはり大

阪市とか吹田市のような大きなところで

すと、１次決定ということで、２月の初め

ぐらいに既に通知を出されている。１次決

定という形で届いた場合、改めて２次決定

に向けた調整が行われるということは、当

然それぞれの市の保護者の方々も理解し

ながら、保活等をやっていったり、第２希

望、第３希望を検討をされるかと思います

が、今までと同じような時期のまま方向だ

け変わったということが、非常に不安を大

きくしたものになってると思いますので、

非常に保活と言われる、保育所を探してお

られる保護者の方々の状況というのは、本

当に深刻だと思います。入所判定をする際

には、ポイント制になっていますね、優先

順位をつけるために。こういう場合は１０

点、こういう場合は５点、こういう場合は

マイナス１点、そのポイントの積み重ねに

よって、保育所に入れるか、入れないかと

いうことが判定されるということで、摂津

市ではまだそこまでになってないのかも

しれませんけど、大きなまちに行けば、も

う子どもが生まれたときから、そのポイン

トをどうやって積み重ねるかということ

で、必死になっておられる方々が、お母さ

んたちがたくさんいるというのが、テレビ

報道などでも同じ共通認識になっている

と思います。その点数のつけ方が、昨年と

勝手に変えられてしまったことによって、

去年この点数だったら入れたのに、突然入

れなかったということで、市に対して抗議

をされるというようなことも、先日、テレ

ビ報道でも放映されていました。 

 非常にセンシティブで、そして子育て世

帯にとってみれば、人生のかかった大事な

選択であって、同時に保育というのは児童

福祉法の第２４条にもありますように、保

育を必要としている人たちに保育を実施

しなければならないという責任があるわ

けです。現状、実質、物理的にいろんな困

難はあるかと思いますけども、やはりそれ

にしっかり応えなければならないという

ような気概を持って、いろいろ取り組んで

いただきたいなということを、申し上げて

おきたいなというふうに思います。 

 それから、小規模保育所に対する考え方

なんですけども、ゼロ歳から２歳までとい

うことで、連携施設がない場合、３歳以降

の入所を探すときには、先ほど言った優先

順位をつける、判定では高いポイントを、

一定５点から６点ぐらいつくという、一定
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の優遇はあるというふうに思います。同時

に、子育てをされている方は、子ども一人

というわけではなくて、やはり次の２番目

の子どもとか、３番目の子どもの、やっぱ

り子育てや家族のことを将来のことを考

えて、子づくりのことを計画、自分の仕事

と考えながら計画をされるんだと思うん

ですね。 

 摂津市の場合は、例えば下の子が生まれ

て育児休暇をとったとき、上の子どもが現

状の保育所のままでしたら、環境を大きく

変えないということで、そのまま継続して

３歳、４歳と保育してもらえるというふう

に聞いてるんですけども、その辺のことを

ちょっとお聞きしたいと思うんですね。例

えば、第２希望、第３希望で、小規模保育

所に、そこしかあいてなくて入った方が、

上の子どもが２歳児のときに下の子ども

が生まれ、育児休暇をとろうとしたとき、

通常の認可保育所であれば、引き続いて３

歳児は同じ園ですから、育児休暇中でも上

の子を見てもらうということが可能であ

るけれども、小規模保育所の場合は、２歳

になったら連携施設、もしくは新たに新規

で見つけなければならない。そうすると、

一般の認可保育所に行っていた人と比べ

ると、３歳児以降の、下の子の育児休暇中

の上の子の保育ができるかできないかと

いうところでは、大きな差が出てしまうと

いうことをお聞きしました。これも当初、

新規で申し込みをする際に、当初申し込み

で第１希望、第２希望、第３希望と書くと

きに、地域だけで見て、とにかくどっかに

入れなきゃということで小規模保育所を

書いたけども、実際にはそういった問題が

隠れているということも、現実、表面のほ

うにあらわれてきているんですね。 

 そういったこと一つとっても、保護者の

方々は、本当にそれで思い悩んでしまうと

いうようなことでありますので、ポイント

をつけるときに、例えば認可保育所に入れ

なくて、無認可の保育所に入っていたり、

有料の保育サービスを受けている方が転

園を要望したときには、次のときの入所す

るときのポイントはつくわけですね、優先

順位。小規模保育所の場合は、それはどう

やらつかないと。小規模保育所も認可保育

所ではあるけども、ゼロ歳から２歳という

ことで、保護者からしてみれば、認可保育

所に本来なら入りたいけど、やむなくそこ

に入っているというような方々が、かなり

多くいらっしゃるんじゃないかなという

ふうに思うわけなんです。 

 そうすると、やはり無認可保育所に入っ

ている子どもや、有料の保育サービスを受

けている方々と同じように、小規模保育所

にやむなく入られた方に対しては、転園を

希望されたときの優先順位のポイントを、

やっぱり上げるとかというような対応を、

しっかりととっていくことが大事ではな

いかなというように思うんですけども、そ

の点の実情を含めて、少しご見解をお伺い

したいというふうに思います。 

 通知の問題は、ぜひ次年度改善を図って

いただくように、お願いしたいと思います。 

 それと児童手当、児童扶養手当等でござ

います。まず、就学援助費については、ぜ

ひ周知徹底を図っていただくということ。

それから、子どもの貧困で、貧困ライン以

下の人たちが、本来受けられるものが受け

られないというようなことがないような

周知の仕方、とりわけ摂津市の規模は、小

規模なまちでありますし、児童虐待のネッ

トワークであったりとか、保育所とか地域

とかで、非常に小まめに子どもたちを見て

あげられる環境がある強みがあると僕は
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思うんですね。そういう意味では、見落と

しを極力避けられるまちでもあると思い

ますので、その点、ぜひ受けられるのに受

けられない、または親がなかなか対応でき

ない状態のまま放置されているような状

況の子どもを、しっかりと寄り添った形で、

必要なサービスを受けられるものについ

ては、受けてもらえるように誘導していた

だきたい、これは要望しておきたいという

ふうに思います。 

 子ども医療費助成については、先ほどの

とおり意見として申し上げておきます。 

 教育委員会制度につきまして、教育長の

ほうからご答弁をいただきました。制度的

には新教育委員会ができてきた経過につ

いては、教育長からもお話がありまして、

よく理解しました。教育委員会の形骸化で

あったり、いじめ問題で学校と非常に近い

教育委員会が隠蔽をしているというよう

なことで、教育委員会はそもそも要らない

んじゃないかというような議論まで一時

発展をしましたけども、それは行き過ぎで、

やはり政治的な介入のない中で、憲法や教

育基本法や子どもの権利条約に基づいた

形で、子どものためにやる、中立の形で子

どもを一番に考えた教育を進めていくと

いう意味では、地域性であったり、公開性

であったり、または公平性というのがきち

んと担保された形で、教育委員会を活性化

させていこうというような意味合いだと

私は理解しています。 

 その上では、一方で教育長が言われるよ

うに、新教育長に大きな権限が入っていっ

たり、市長部局との合同の会議の運営によ

って、教育方針等がゆがめられることが、

可能性としてもあるわけで、ぜひその点は

これまでの摂津市の教育委員会として、い

ろいろご努力もされてきておられますし、

その方向性を継続していただいて、同時に

より発展していただきたいと思います。と

りわけ５０回を超えていろいろなところ

を教育委員が訪問されたり、検証されたり、

教育委員会でも非常に活発に議論をされ

ているのは、傍聴させていただいたりして

よく理解をしております。非常勤とはいえ、

それだけの業務をやっておられる以上、や

はり教育委員として働く環境ですとか、市

役所に来たときのテーブルとか、せめてパ

ソコンとか、待機する場所とか、議論する

場所、資料提供はこういう形でしっかりと

やって、情報をきちんと出していますよと

いうような体制に、取り組んでいっていた

だきたいなということは、申し上げておき

たいと思います。 

 部活動については、また新しいガイドラ

イン等が決まりましたら、また委員会のほ

うにもお示しをいただけたらというふう

に思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 学力問題についてですが、摂津ＳＵＮＳ

ＵＮ塾は去年も、本来、学校でやるべきこ

とが、民間の塾に委託をしなきゃいけない

ということについては、私は、いろいろ去

年も意見を申し上げました。本来違うんじ

ゃないかと。一方で、学力定着度調査の結

果であるとか、学力テストとか、または子

どもの生活に関する調査などを見ても、家

庭学習の問題であるとか、経済的な理由で

塾に行けない子どもがいるというような

ことなどを補完するという意味で、ある意

味、スクールサポートスタッフと、いみじ

くもおっしゃいましたけれども、非常に一

側面としてやっているんだということな

のかなというような思いを、私は受けとめ

ているわけですけれども、１クラス２５人

で、それぞれの習熟度によって差があるか
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ら補助員を入れる。それは本当に、そうだ

なというふうに、すごく感じます。 

 だからこそ、なぜ学校ではなく、そちら

で、そういうことになってしまうのかとい

うことが非常に、やっぱりどうしても納得

いかないんですね。 

 先ほどもいじめのサインであるとか、家

庭学習の状況とか、挨拶ができるとか、で

きないとか、規律意識の問題とか、他市と

比べても定着度テストの質問紙調査の結

果では、数字としては、あまりよくないよ

うな数字が出てきているし、いじめとか不

登校にかかわっていくようなサインであ

れば、見落とすことができないと、３５人

以下だから、こうでというような、ぴちっ

と線を引くことができないというのは、そ

れは、そのとおりだと思います。人間が人

間を見るわけですから、ただ、大きく見れ

ば、一人の大人が二つの目できっちりと子

どもたちを見る上で、４０人いるよりも３

０人、３５人のほうが、やっぱりしっかり

見れるのは当たり前のことだと思うんで

すね。そこそこ数字でばさっと切れるよう

なものではないし、現に３５人学級、少人

数学級をやっている地域では保護者も教

職員も先生からも、子どもたちも、マイナ

スの評価よりもプラスの評価のほうが多

いというのは、見ておられるように国立教

育政策所の中での検証で、研究結果でも出

ているわけでね。 

 そこを考えると、やっぱり３５人学級、

３５人以下学級を、学校で一歩一歩を勧め

ていくことが重要だと思います。その点、

今すぐやるというようなこととか、検討す

るというような答弁をいただきたいんで

すけども、そう至らない上でおいても、そ

の考え方について、ちょっと部長、教育長

に、また、見解を伺えたらなというふうに

思います。 

 現状で、大阪府の１年生と２年生は３５

人という学級定数の基準が、国の標準と違

って２年生３５人ですけども、基準があり

ますね。３年生から中学校３年生まで４０

人ということでありますが、現状で、その

基準を上回っている学級があると思うん

ですね。支援学級の子どもをカウントせず

に、支援学級の子たちも通常学級の中で一

緒に勉強するケースがあって、一クラス４

０人のところが、４１人、４２人、４５人

というようなクラスがあると思うんです

が、現状、どのぐらいあるのか、ちょっと

それはお聞きしておきたいというふうに

思います。 

 チャレンジテストについては、これは本

当、改善の前に、ぜひ廃止していただいて、

きちんとした評価ができるようなものに

していただきたいと思います。これは意見

として述べておきます。 

 給食です。私、いろいろアレルギーのガ

イドラインを新たにつくって、恐らく学校

でも、そんな事故が起こらないように、い

ろんな工夫をしたりしておられることだ

と思うんですね。しかし、今おっしゃった

ように、ちょっとしたトラブル等があった

ときに、目を離したすきに、現に食べてし

まいました。一歩間違えたら、以前、調布

市でもチーズ入りのチヂミを食べた子ど

もが、アナフィラキシーショックによって

亡くなられるというような事件になりま

した。 

 絶対に、これはあってはならないことで、

どんな理由があっても、避けなければいけ

ないことで、学校ですから、当然、学校内

のトラブルというのは、当然あります。そ

のとき、そういったことも想定した形での

対応というのが非常に重要だと思います。
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もうやっておられるんだと思うんだけど

も、しかし、そこに栄養教諭がいなかった。

民間委託校だったということで、やっぱり、

どこかに穴が、起きるところがあるんじゃ

ないかと、もっと小まめに栄養教諭の先生

が、その学校に配置されていれば、大体一

つの学校に１０人ぐらいだとしたら、一人

一人の顔を見ながら担任の先生とも日常

的に顔を合わせながら、アイコンタクトで

も、そういった対応というのは、できると

思うんですけども、そこができなかったと

いうところに、私は非常に問題が浮き彫り

になったんじゃないかというふうに思う

んですね。 

 これはよかったねで済ますような話で

はないと思うんですね。これもしっかり検

証をしなければいけませんし、かといって

現場の努力と根性でやるには限界であり

ます、人間ですからマンパワーに頼っても

必ず人的なミスというのは起こるものと

して想定して、取り組まなければいけない

問題ですので、これやっぱり栄養教諭全校

配置に向けて、大阪府にも国にも働きかけ

るとともに、摂津市でも、独自でも、やっ

ぱりまずは配置していくと、現場で栄養教

諭、栄養職員と養護教諭と担任の先生、校

長先生、学年主任、全部一体となって一人

一人の子どもの安全を守ると、命がけで守

るというような体制をとらないといかん

と思うんですよ。 

 それは、これもうぜひ、やるべきだと思

うんですけど、いかがでしょう。 

 民間委託校の検証については、ぜひ、強

化をしていただきたいです。 

 それから、民間会社がゆえの問題という

のは、これは避けては通れない問題、どん

なに財務諸表を出していただいてもして

も、そこの会社の経営状況、数字にあらわ

れない職場のモチベーションの低下など

などというのは、なかなかわからないもの

です。 

 そういったときに、やっぱり現場に栄養

教諭がいて、調理員と日常的に対話をして

いるということで回避していくというこ

とも可能になると思いますので、その点に

ついても、全校配置、それから、民間委託

を勧めるというのであれば、きちんとした

検証をやっていただきたい。それ申し上げ

ておきたいと思います。 

 ちょっと栄養教諭の全校配置の問題、今

回の事象と合わせて、お答えいただきたい

と思います。 

 中学校給食です。この３年間は引き続き

デリバリー方式選択制という形になって

いきます。スタートしたときと、大分様相

も変わってきました。担当の方々は、ちょ

っとでも皆さんに食べてもらいたいとい

うことで、いろんな努力されているという

ことは、よく理解しております。しかし、

最初の事業者が２回目の事業選定のとき

には手を挙げられなかった。それから、新

しく決まったところ、１者しか応募がなく

て、決まった事業者の単価は８割もアップ

していていると、三好委員も前回も取り上

げて、一食当たりのコストパフォーマンス

の問題もおっしゃっていましたけど、やは

り食育とか、学校教育にかかわる。または

子どもの貧困にも対応できるような学校

給食として、デリバリー方式選択制という

のは、やはり限界があるというか、矛盾だ

らけだと言わざるを得ないんですね。 

 それでも３年間の契約の中で、どう改善

を図っていくのかと、今、直接問われてい

ますので、改善点をお話しいただくのと。

３年後に向けて、どう改善していくのか、

私は全員給食、小学校と同じような自校調
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理、もしくは親子形式などをとって、大き

な抜本的な改革をする必要があると思う

んです。 

 摂津市が、お手本にしていた、参考にし

ていた茨木市でも代表質問で野口議員か

らも紹介されたように、あり方検討会議と

いうのが開かれて、５回会議をやられて、

やはり家族、お父さん、お母さんがつくっ

たお弁当の教育的な観点も大事だけれど

も、今の時代、そして、栄養摂取の問題な

どを含めて、やっぱり全員給食が望ましい

というような結論を懇談会の中で出され

て、今、検討をされているというふうに聞

いておりますので、選択制をとっている中

学校給食、やっておられる自治体がだんだ

ん減ってきて、全員給食へ大きく改善も図

られてきております。 

 摂津市も、後発市として、改善まで後発

になることのないように、もう１年目から

下地をつくるような議論もしていただき

たいと思いますが、その点の見解もお聞き

しておきたいと思います。 

 学童保育です。これは今、平成３２年に

はクラスの単位が４０名以下ということ

になっていくと、現段階では一クラス７０

人程度ぐらいというふうになっていると

思うんですね。小学校で４０人ですね。保

育所でも３０人ですか。 

 学童保育となりますと、１年生、２年生、

３年生と異年齢の子どもたちが一緒に生

活をする場で、一つの単位が７０名という

のは、やはり現段階でも無理があると思い

ます。 

 マンパワーの不足の問題で、本当にご苦

労が多いことかと思いますけども、もとも

と、このマンパワーが不足している原因と

いうのは、どこにあるのかというのを、摂

津市だけではありませんけども、それは検

証しないといけないと思うんですね。保育

所の保育士にしても、学童保育の指導員に

しても、人が集まらない。大阪府に先生が

集まらない。この問題は、どこにあるのか。

やっぱりそれぞれの保育士や、指導員や、

学校の先生の社会的な地位が低下してい

る。または処遇が、非常に他市と比べても

悪くなっていると、そういった問題が長い

こと続いてきたところも原因があると思

います。 

 これは摂津市だけで軽々に改善にして

いくということは、なかなか困難な問題は

あるかと思いますけど、そこを見ずして、

単純に民間に委託するということになれ

ば、民間委託のノウハウは、より安く、そ

して、細切れの労働力を集めるのにはたけ

ているかもしれませんけれども、学校との

連携、地域との連携、子どもに寄り添った

継続した、そして、専門制を持った保育サ

ービスを実施していくという点では、非常

に心もとないというふうに感じています。

そこの点についても、もう一度、見解を伺

います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわります、ご質問にお答えい

たします。 

 まず、民営化についてのご質問でござい

ます。先ほどもご答弁いたしましたが、就

学前施設のあり方検討部会では、３回にわ

たってご議論いただきまして、一定、意見

の集約をいただきました。今後、子ども・

子育て会議に部会としての意見集約した

ものを報告して、教育委員会に意見書をい

ただく予定でございます。 

 保育所では公立、民間問わず、高い保育

サービスのほうを提供されております。こ
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れらを踏まえて、子ども・子育て会議では、

基本的な考え方をお伺いしたというとこ

ろです。 

 今後、これらの意見をもとに市のほうで

方針のほうを決定いたしまして、また、議

会のほうにも図ってまいりたいというふ

うに考えております。 

 次に、正雀保育所の民営化の検証という

ところでございます。 

 平成２９年度、今年度から正雀保育所を

民営化しまして、学校法人成晃学院のほう

で、正雀ひかり保育園として園の運営のほ

うをされております。 

 平成２８年度は、三者懇談会を開催し、

また、引き継ぎの保育をしながら、民営化

の準備を進めてきたところです。 

 保育の内容、また、行事とか、あと実費

の費用面、これらについては、おおむね引

き継いでいただいているというところで

認識しております。 

 しかしながら、全て４月から細かいとこ

ろまで、引き継ぎができてたというわけで

はなくて、やはり保護者から意見とか要望

といったこともございました。そのあたり

ついては、今年度、三者懇談会、実施させ

ていただいた中で、意見交換して、園側も

改善のほうを図っていただいていたとこ

ろでございます。 

 来年度もですね、この三者懇談会、引き

続き実施してまいる予定ですけれども、公

立でやっていたことが全てよかったとい

うわけでもございませんし、正雀ひかり保

育園でも、公立でできていなかった部分と

いうのも取り入れていただいているとい

うような状況でございます。 

 今後も園と保護者、我々も入って、調整

する中で、よりよい形で保育サービスの充

実が進んでいければなというふうに考え

ております。 

 最後に、小規模保育所に入っておられる

方で、下の子の育休要件のときの上の子の、

卒園のときの調整というところでござい

ます。国によれば、育児休業期間中という

のは、基本的には児童の保護者のいずれも

が、当該児童を保育することができないと

認められる場合に該当しないというとこ

ろで、されておりますけれども、育児休業

期間中の保育施設等の継続利用について

は、育児休業開始前に当該保育施設等を利

用していた場合、児童の発達上、環境の変

化に留意する場合、必要に応じて認められ

るということで、されております。 

 委員がおっしゃったように、確かに認可

保育園と小規模保育所で下の子の育児休

業期間中の扱いというのは、確かに不公平

が生じるということもございますので、ま

た、これも他市の状況も確認しながら検討

していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 学童保育の件で

ございます。ここ数年で、一挙に指導員の

不足が出てきております。本市の場合は、

やはり支援児の増加というのが大きな要

因になっているのかなというふうに考え

ておるところも一つございます。 

 それと委託についてでございます。いろ

いろと地域、学校との連携等、いろいろ出

てくるかと思いますけれども、やはり今、

考えておるのは委託ということで、事業主

体はあくまでも市でありまして、運営につ

いては民間に任すというところから、設備

等の条例もありますし、また、サービスの

質の低下を招かないように、しっかりと、

そういう点については仕様書に落とし込
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んで、やっていきたいというふうに考えて

おりますので、今後も、そういう視点から

サービスの向上に努めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 北野教育次長。 

○北野教育次長 ３点のご質問がござい

ました。少人数学級の件、栄養教諭の配置

の件、中学校給食の件、この３点にご答弁

を申し上げたいと思います。 

 昨今、働き方改革ということで、国を挙

げての取り組みというのが種々行われよ

うとしております。特に、教員の多忙感、

これも社会的な問題として取り上げてお

ります。 

 ご指摘の少人数学級、これには、やはり

学力との相関度、少人数であればあるほど

学力は上がるのではないかというような

ことは、一般的には考えられると思ってお

りますので、そういうところというのは、

今後、我々としましても、さまざま検討、

検証していかなければならないと考えて

おりますが、栄養教諭の件にも絡むわけで

すが、基本的に義務教育でございますので、

義務教育は、やっぱり国庫負担が原則であ

ります。やはり我々としましては、国、府

を通じて、教員の不足感があり、これを求

めてまいるというのは、やはり働き方改革

を行う上でも、すごく当然なことと考えて

おるところでございます。 

 栄養教諭の全校配置望ましい、これは当

たり前の話なんですが、アレルギー対応で

すね、今回、起こりました、この事件につ

きましては、しっかり、先ほど課長も答弁

しましたが、検証を行い、子どもの健康は、

アレルギー対応を守るのは、何も栄養教諭

だけの職務ではございません。養護教員も

当然ながら、子どもの健康を守る一面を担

っておると考えておりますので、管理職も

含めて、今回の件、しっかり検証して、こ

ういうことが起こらないように努めてま

いりたいと考えております。 

 最後に、中学校給食の件でございます。

まだ、まだ３年は経過しておりませんが、

２年数か月たっております。現在も子ども

たちのアンケート等、さまざまな情報を

我々、参考にしながら、先日も、総務課長

が答弁しておりますが、さまざまな改善策

を打ってまいりました。 

 次の改善策と、今回のデリバリー方式選

択制でのお問いでございますが、乗り入れ

スクールですか、そのときに、これもまた

アンケートをとっております。そんな中で、

私たちも、教育長は毎日、中学校給食を食

べていただいております。 

 ことしの冬は、非常に厳しい寒さでござ

いました。衛生管理上、冷たくしなければ

ならないという要請がございますので、食

べておりますが、やはり冷たいのはしんど

いなというようなことを、まさに感じてお

ります。 

 したがいまして、この時期に、何とか何

らかの形で、この冷たいおかずを温めるこ

とはできないかというような研究を進め

てまいりたいなというのが、改善策の１点

でございます。 

 あと、子どもたちのアンケートでは、や

はりクラスの中で自分だけが、この中学校

給食を食べているのは、ちょっと間が悪い

と申しますか、ちょっと嫌やなというよう

な感覚が、そのアンケートから出てまいり

ます。 

 したがって、クラスの中で一人でも多く

の子どもが、この中学校給食をとっていた

だくことによって、喫食率が、まあまあ波

状的に上がっていくのではないかという
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ことがございます。 

 そういう面でも、私たちは、当然、中学

校には一人、栄養職員が配置されておりま

すので、その職員と中学校給食担当してお

ります事務局の栄養士、この２名がしっか

り学校現場に赴いて、喫食率向上に努めて

まいりたいと考えております。 

 あと、今後、３年はどうするのかという

お話でございます。子どもの気持ちという

か、子どもの嗜好、それと保護者の要望、

それと議会の議員の皆様方のご意見、さま

ざまございます。 

 それぞれベクトルが違っておりますが、 

そのベクトルが、どの方向に向かっていく

のか、このことも我々は注目しておるとこ

ろでございますし、近隣他市においても、

今ご指摘のありましたデリバリー方式選

択制から学校給食方式の変更、そういうこ

とも行っている団体もございます。その辺

も、しっかり我々情報収集しながら、摂津

市に適正な中学校給食とは何かというの

を、この３年間、しっかり考え、研究して

まいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 ３５人学級のご質問で

ございますけれども、３５人学級は、もう

従前から国に対しては強く、３５人学級を

実施するように要望は続けております。こ

れは、引き続き続けていきたいと思います。 

 ただ、やっぱり市独自、市単費でやると

なると、これはなかなか大変でございまし

て、例えば一人当たり年間７００万円ぐら

いの費用が、まず必要になってきます。そ

れから、３５人学級の学級数というのは、

毎年、毎年変わりますから、必要人数も変

わります。そういう意味では毎年、毎年、

教員を採用しなければならない。あわせて

テスト問題の作成から、採用に関する全て

の事務をやっていかなければならないと

いうことで、大きな教育委員会でマンパワ

ーのあるところは、そういうこともやって

おられますけれども、なかなか私どものよ

うな小さな市で、それだけのことをやると

いうことになりますと、非常に事務量がふ

えると思っています。 

 ただ、そうは申しましても、この３５人

学級をすれば、確実に、こんな効果がある、

成果があるということが、はっきりすれば、

私は、やっぱりきちっとやっていかなけれ

ばならないと思いますが、残念ながら私も、

３５人学級については、これまでもかかわ

ってきましたけれども、先ほど委員がおっ

しゃったように、この３５人学級の効果と

いうのは、今、明らかになっているのは、

あまりはっきりしたものではないんです

ね。 

 例えば問題行動がちょっと減ったとか、

あるいは遅刻が減ったとか、あるいは保護

者、あるいは子どもたちが肯定的な評価を

しているといった形で、どちらかと言えば

定性的な評価が多くなっています。 

 実際、本市でも、先日、２年生から３年

生になるときに、３５人以下学級が４０人

近くなったという例を申し上げましたけ

ど、本市でも、実は、その逆がありまして、

その年までは４０人以内だったのが、転入

がいて、二クラスに分かれたと、簡単に言

いますと２０人ちょっとぐらいのクラス、

二つに分かれたような学校、学年もござい

ますが、そしたら４０人近いクラスから２

０人近いクラスになったから、例えば成績

が伸びたのかとか、問題行動が減ったのか

というような点では、まだ今のところ優位

な差は、はっきりとはしないという状況で

あります。 
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 そういう意味で、決して３５人をやらな

いというわけではなくて、今申し上げたよ

うに、もう少し情報をしっかりと収集をし

て、検証をし、やる以上は、それだけのお

金と、それからマンパワーが必要ですから、

そういう情報収集に、今後も努めていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 奥野課参事。 

○奥野学校教育課参事 ３５人以上在籍

する学級数について、ご答弁を申し上げま

す。 

 支援学級在籍の児童を含めた学級数で

ございますが、小学校は２２学級、中学校

は３８学級でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午後２時２７分 休憩） 

（午後２時３１分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員長 ちょっと質問の仕方が

よくなくて申しわけありません。 

 小学校１年生、２年生は３５人学級で、

３年以上は４０人学級になっているかと

思うんですが、要支援の児童・生徒も通常

学級に入って学習活動をやられるケース

があると思います。そういうケースの場合

の支援児の数も含めた形で１年生、２年生、

３５人超える、もしくは４０人を超えると

いうような学級のケースというのは、何件

ありますでしょうか。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 申しわけありません。少

しお時間をいただきたいと思っています。 

 と申しますのは、ここには支援学級の在

籍人数、それから各学年の在籍人数のデー

タはありますけども、例えば支援学級在籍

が１０人いて、通常の学級が２クラスあっ

たと、このときに、この１０人が、１組に

１０人とも全員、在籍になっているのか。

それとも１組と２組で５人ずつに分かれ

ているのかで、戻ったときに、１組、２組

が４０人超えるかどうかというのは、この

支援学級の子が通常の学級で何組に入っ

ているかということを確認しないと、ちょ

っと計算ができませんので、ちょっとお時

間を頂戴したいというふうに思います。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 わかりました。また、ちょ

っとお手数ですけれども、また教えてくだ

さい。といいますのも、要支援の児童・生

徒が通常学級で学習をされるときに、やは

り４０人を超してしまったり、３５人を超

してしまうようなケースになれば、当然、

その学級の中での一人の先生で見渡せる

子どもの数も変わってくると。 

 以前やられていたように、ダブルカウン

トをした上で、要支援の子どもも含めて３

５人学級以下、４０人学級以下に、せめて

変えていくと、教員を保障していくという

ようなことが、やはり大事ではないかなと

いう観点から、ちょっとどんな状況かとい

うことをお聞きさせていただきましたの

で、そういった意をくんでいただいた上で、

そのダブルカウントをした上での、現行の

３５人か４０人学級、せめて、それを実施

できるようにしてほしいということを、こ

れは要望としておきますので、ちょっとま

た、どんな状況なのか、後日で結構ですの

で、お教えいただいて、ご検討いただきた

いと、意見として申し上げておきたいと思

います。 

 それで、保育所民営化の問題です。もち

ろん公立から民営化されたときに、全て公
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立がやっていたことを、全て踏襲するとい

うようなことではないと、僕も思います。 

民間保育所のいいところは、公立保育所出

身の子どもたちにも提供できるようにし

てあげられるということは大事なことだ

と思うんですが、そこには、やはり公立保

育所から民営化して、主体が変わったとい

うことに対して、環境が、子どもたちも変

わる、保護者も変わるということへの不安、

非常にいいことなのに、それが違う意味で

捉えられてしまって、混乱を来すというこ

とは、やはり避けなければならない。だか

らこその保護者、園、市が三者が丁寧に意

見を調整しながら、一歩一歩改善を図るべ

きは図っていく。 

 おやつの内容も、今までよりも民営化し

たほうがよくなるけれども、よくなるけど、

変わるということに対して、こういうふう

にしたいけど、どうですかという一言で調

整を図っていくというのが、やっぱり丁寧

な民営化に移行する市の責任であるとい

うふうに思いますので、その点は、ぜひ丁

寧に進めていただきたいということは、要

望しておきたいと思います。 

 それで、一つ気になることとして、これ

は、どこの民間の保育園もそのようにやら

れておられるのかわかりませんが、保育所

に入園する際に、保護者の方に誓約書をと

っておられる。もちろん、その時間、保育

入園のための保育のしおりとか、何時から

開きます。何時にお迎えに来てください。

体のぐあいの悪いときに、連絡したときに

は、お迎えに来てくださいという、子ども

たちの安全を守ること。それから、保育と、

お母さんそのものも成長するために必要

なことをお約束したり、確認をし合うとい

うことは重要なことだなというふうには、

私は思うんですが、一つ、この民営化され

た園で、幾つかの項目の中で、園内におい

ての事故について、苦情は申しませんとい

う文言があるんですね。これはどう見ても、

もの言い、保護者としてみたら、子どもを

預けていて、申しませんということを、入

所が決まって誓約書というものの中に、名

前を書くときに、ちゅうちょされる方がや

っぱりいらっしゃるんです。 

 私もやっぱり園内で起きたことに苦情

は言えないといったら、行政と園と保護者

で話し合いながら前に進めていこうとい

うのを、最初から園の側が、そういう意図

がないとしても、そういうふうにとられて

しまいかねないような文言ではないかな

というふうに思うんですね。 

 ここは、ちょっと一度聞いていただいた

上で、できるだけ、せっかく民営化して、

移行していくと、私は民営化反対ですよ。

だけど、民営化されたからには、いい保育

してもらいたいし、子どもたちの受け入れ

をきちんとしてほしいですし、一緒に保護

者も成長できるような園になってほしい

というところからいっても、信頼関係が、

壊れてしまうような表現というのはいか

がなものかなというのは、感じています。 

 ちょっと事実関係も含めて調査してい

ただいた上で、ちょっとその表現方法含め

て、その三者会議であるとか、または園の

方と話し合っていただくことはできない

ものでしょうか。ちょっとその点、お聞き

しておきたいというふうに思います。 

 それから、あと待機児童の解消に戻りま

すけれども、やはり認可保育所をつくるに

も、やはり時間がかかります。 

 民間にお願いをして、この間も、先日も

３００人を超す定員増、この数年合わせる

と、もっと定員増を図ってこられたことに

ついては、安上がりの保育サービスでなく
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て、きちんと認可保育所をふやしていくと

いう姿勢については、私は摂津市の保育行

政として、十分評価できる姿勢だというふ

うには思います。 

 ただ、それでもやっぱり潜在的保育とい

うのは、保育事業というのはあって、もう

追いかけっこになってしまっていて、どこ

まで追いかけるのかことにはなりますけ

ども、現に働きながら子育てをしていこう

というときに、保育所に入れないという事

態が、ここ長らく続いてしまっていると、

ことしも当面の間は、待機児童が数十人、

もしくは１００名に達する可能性だって

あるわけで、そういったときに、じゃあそ

の保育の責任をどうやって果たしていく

のかというのを、ただ、済みませんという

ことで、済ますわけにはいかないと思うん

ですね。 

 そこで、民間保育所に、さらに小規模保

育所をふやしてもらうとか、一時保育とか、

暫定的な軽微の設備投資でやれるような

ものをやってもらうとかいうような方法

もあるかもしれませんけども、やはり求め

られているのは、安心して子どもを預けら

れる場所であって、子どもが、これからど

んどん減っていく中でも、弾力的にしっか

りとした、暫定的な保育設備を持ちながら、

その子どもが減ったときには、次に転嫁し

ていけるような中長期のビジョンを持っ

て、保育施設を管理、運営していこうと思

うと、やはり公の力というのでないと、で

きないと思うんですね。 

 そういう意味では、千里丘のＫＥＮＴＯ

ひまわり園が、７月からちょっとずれてし

まうと。早速、当てにしていた人たちが入

れなくなってしまうような状況の中で、暫

定的に児童を受け入れられるような、例え

ばの話、旧三宅小の跡地、子育て支援セン

ターの横ですからね、そこを少し改造して、

きちんとした設定、基準に合わせたものに

整備して、そこで当面の待機児童を受け入

れるというような対応をとるべきではな

いかという、この間も要望してきましたけ

れども、そういうお考えについて、ぜひ、

ご見解を改めてお伺いしておきたいと思

います。 

 あとは、３５人学級の問題については、

いろいろなハードルはあるかと思います

けれども、国や府に対して、文部科学省と

の間でもいろいろなやりとりがあるとい

うのも承知をしておりますが、そして、３

５人学級になったからといって、簡単に学

力が上がるというものでもない、なかなか

数字としてはあらわれてないというのは、

私もよくわかります。 

 しかし、いろんな研究を見てみると、３

５人以下の学級をすることと、その３５人

以下学級に合わせた指導方法を改善して

いくことと、相まった形で授業への集中度、

それから意欲、そして学力向上につながっ

ていくというような検証もあったかとい

うふうに思うんですね。 

 今、４０人って、大きな規模の中で、い

ろいろ授業改善の努力を一生懸命やって

いただいていますが、やはり、環境である

とか、前提の問題で、大きなマイナスから

のスタートではないのかなというふうに

思いますので、その点の研究もいろんなと

ころでされておられるし、実証的な数字で

簡単にあらわせるものでもないと思いま

すけれども、引き続いて、３５人学級、模

索をしていただきたいと要求をしていた

だきたいと、要求していきたいと思います。 

 栄養教諭の問題です。栄養教諭、栄養職

員、実際にこういうことが起きていますの

で、家族の方は、おばあちゃんですけども
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ね、孫がこのままだと殺されちゃうかもし

れないっていう不安を感じながら、学校に

通わせないといけないのかというような

不安も、極端な言い方かもしれない、ある

わけですよ。 

 一生懸命、安全のために除去食をつくっ

ていることが、そういったヒューマンエラ

ーによって、ちょっとしたミスによって、

とんでもない事態を招きかねないという

ことであれば、一番、やっぱりきちんとし

た最大限の環境を整えた上で対処すると

いうのが、僕は、それは基本だと思います。 

 養護教諭もやるんだと、担任の先生もや

るんだと言っていますけど、民間委託だと

やれるんだと言っていますけど、現に民間

委託で栄養教諭のいないところで起きて

しまっているわけですよ。 

 もちろん、栄養教諭がいるところでも、

起きる可能性はあるかもしれませんけれ

ども、しかし、今の状況では、一人で１０

人、２０人、３０人のアレルギーを持って

いる子どもを見て、二つ、三つの学校を渡

り歩きながら、それを栄養教諭がやってい

るというようなことは、私は市民的にも、

保護者に対しても、なかなか納得できるよ

うな事態ではないということを申し上げ

ておきたいと思いますので、改めて、この

事例については検証していただいて、改善

策等は具体的な形で示していただきたい

ということにしておきます。 

 学童保育については、マンパワー不足、

民間にということでありますが、要は、安

上がりの細切れなサービスになりかねな

いことを、民間のほうに任せてしまって、

働き方改革等いろいろと言われています

けれども、裁量労働制が撤回はされたもの

の、現状、どうやって働かせるかというよ

うな改革という性格もある改革というこ

ともあるわけですから、私の意見としては

ね。 

 そういったものを見ていただきながら、

民間委託という問題はこれも、子ども・子

育て会議や部会で附帯意見がつけられて

いますから、この附帯意見には誠実に応え

ていただきながら、まずはやっぱり、土曜

保育の拡充や延長保育の拡大、既にお約束

されてきた中身について、どうやって、公

的責任を果たしながらやれるのかという

のを模索していただきたい。 

 非常に難題を申し上げているかもしれ

ませんけども、それを努力していただきた

いということを申し上げておきたいと思

います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 まず、保育園入園

のときの誓約書の件でございます。 

 公立保育所においても、こういった誓約

書のほうはいただいておりますけれども、

園内において、事故については苦情を申し

ませんといった文言はございません。 

 園に確認したところ、苦情が言えないと

いうことではないということで、保護者の

方に説明されて、一定納得いただいている

というところで聞いております。 

 今後、こういった文言の内容、意図につ

いて確認した上で、園にも改善を伝えてい

けたらなというふうに思っております。 

 もう一つ、待機児童解消のための暫定の

保育施設というところでございます。 

 暫定の保育施設の場所の問題とか、また、

暫定であれば、その改修等も必要になるこ

とが想定されます。なかなか改修となると、

またこれも、すぐに開設というのは難しい

なというような状況でございますので、先

ほどの答弁の繰り返しにはなるかと思い
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ますけれども、まずは、今、計画している

ところの施設整備、これに注力していきた

いなというふうに思っております。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 表現一つで、やはり、受け

取る側、とりわけ、若い、また、子育てを

始めたばかりのお母さん方にとってみる

と、やっぱり大きな衝撃を受ける方も、当

然、出てくると思います。 

 やっぱり、園と保護者との信頼関係とい

うのは、何よりも重要だというのは、お互

いのためにもなると思いますので、できる

だけ、とりわけ公立から民営化された園と

いうこともあって、周りからの注目や期待

も大きいし、今度、認定こども園として、

来年は定員増を図っていかれるというこ

とでありますので、より保護者の方が不安

を感じられない、地域からも喜ばれるよう

な園にしていくためにも、市としてもきち

んと物申していただいて、一緒に改善を図

ってもらいたいということを申し上げて

おきたいと思います。 

 また、待機児童の問題は一朝一夕に解決

できるような、摂津市だけの努力で解決で

きるような問題でないとは言え、市として

の保育の実施責任という問題は、必ずつい

て回ってきますので、その点、考えていた

だきたいと。暫定の問題についても、前向

きに、他市の事例等も見ていただいて、研

究していただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

○水谷毅委員長 安藤委員の質疑が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 立場上、質問はできませ

んので、私の意見だけ述べさせていただき

たいと思います。 

 先ほど来、さまざまに議論がなされてお

りますけれども、今、国のほうは一億総活

躍社会ということで、もっと言いますと、

国際連合では、持続可能な開発目標という

ことで、ＳＤＧｓというのが今、一つのキ

ーワードになっていますが、摂津市でも、

地方版総合戦略ということで、これ全部、

大きなテーマは女性なんですね。 

 女性が社会で活躍するというのが一つ

の大きな可能性ということになっていま

して、どんどんどんどん、私が感じている

のは、女性が正社員とかで働きやすくなり

つつあるなというふうに思っています。や

っぱり、そんなんで、フルで正社員で働い

ている方が結構多くなってきているんじ

ゃないかなと思うんですね。 

 これから、女性はどんどん人手不足にな

ってきます。特に、給料の安い、当然、高

いところに行きます。安定しているところ

へ行かれます。だから、これから非常勤職

員とか、なかなか人が、もっともっと集ま

らなくなるんだろうなと思います。 

 そういう中にあって、今この摂津市は、

魅力を高めて、そして、多くの方に来てい

ただこうということです。 

 新築の家ができてきたら、来られる方々

は、やっぱり子育てをしている世帯の方が

多いです。 

 そういうときに考えられるのは、これは、

子育て世帯が転居するときの三種の神器

と私は勝手に言っていますが、一つはやっ

ぱり、先ほどの待機児童の問題。保育所が

ちゃんとあって、働けるかどうか。 

 その次は、それに続く学童保育が延長が

ちゃんとなされているかという話。 

 そして、もう一つはやっぱり学力ですね、

学力の向上。これが、私は、話をしていて

感じる、子育て世帯の三種の神器やなとい
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うふうに思います。 

 その中で、学童保育については、先ほど

来、議論がされていますから、待機児童も

大変、まだまだ多いということで、頑張っ

ていただいていると思います。評価はしま

すが、引き続き、これはしっかり頑張って

いただきたいと思います。 

 その中で、それが一番大きな問題ですけ

ども、この保育所の問題では、ちょっとレ

アな例では、病児・病後児保育なども不足

しているというふうに言われていますし、

現に、なかなか手続が複雑で、簡単に預け

ることが難しいというようなこともあり

ます。 

 これは、先日の委員会の中では、嶋野委

員からもそういう看護師なんかも含めた

緊急の場合の対応ができないかというよ

うな議論もありましたけれども、そういう

問題もあるし、それから、アレルギーの問

題、先ほど小学校のアレルギーがありまし

たけど、保育所でもアレルギーの子が非常

に多くて、特に、ゼロ歳、１歳というのは、

アレルギーをいっぱい持っている子がい

るんです。だんだんだんだん、なくなって

いくらしいですね、アレルギーというのは。

年をとるごとに少なくなっていくという

のがケースやそうですけども、アレルギー

が問題で、なかなか受け入れが難しいとい

うケースもあります。 

 今、保育士不足ですね。余分に保育士を

抱えているところは、恐らくないと思いま

すし、また、なかなか大変なので、去年は、

今年度ですかね、研修を受けてもらって、

保育士のスキルを上げてもらうというよ

うなこともやりました。 

 今回、１年で１１人が受けられたそうで

すけども、そんな苦労をしている現場で、

さらにアレルギーの子を何人も受け入れ

ようとすると、やっぱり無理がある。そし

て、看護師とか置いてないところがありま

すから。 

 これは多分、国の補助とか、いろんなこ

とと相まって、少し単価を上げてもらわな

いといけないとか、そういうことにもつな

がってくると思うんですね。 

 これは、だから、現状をしっかり把握し

ていただいて、医療や府とか国とかに、い

ろいろ要望するなりの取り組みも行って

いただきたいと思います。 

 それから、学童保育の問題ですけども、

これもやっぱり指導員は女性が多いと思

うんですけどね。やっぱり、待遇の問題が

非常に大きいと思います。 

 ただ、これも北摂の話において、摂津市

だけが、まだ延長もできていない、土曜日

においても第４土曜のみとなっています

から、これは、残念なことに、摂津市にち

ょっと行きたいと思うのに、家を買おうと

思ったけども、学童保育の延長がまだやか

ら、行かれへんというふうなことで、声を

聞きました。 

 やっぱり、お互いに競争している社会の

中なので、他市はどうやってこれを進めて

いるのかもしっかり勉強していただいて、

そうゆっくりしている問題じゃありませ

んので、喫緊の課題として、とにかく全力

を挙げてやっていただく、全部一遍には無

理やと思うんですね。だから、今、学童保

育のアンケートをされたようですけども、

その結果が出ていると思いますから、その

ニーズの高いところから順番にとか、角度

を決めながら、ぜひ、これは早急に取り組

んでいただきたい。時間延長と土曜日とし

っかりお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、学力の向上の問題で

すけども、学校も今、本当に頑張っていた
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だいていると思います。教育長からも先日、

答弁がありましたように、もう本当に頑張

っているんやということでした。 

 その中では、全国平均を超えている学校

もあるんやということで、決して、教え方

が悪いとか、教師が悪いとか、そういうこ

とではないと思うんですね。 

 いろいろ地域の特質とか、いろんなもの

が相まって、なかなか結果が出てないとい

うことだと思います。 

 我々もこういう場で学力のことは言わ

な仕方がない。これは、結果が出てきてい

ますのでね。 

 ただ、どうか、教育委員会としては、余

り学校現場にこれをストレートに伝える

というか、そういうことではなくて、やっ

ぱり学校現場を応援するような施策を、ぜ

ひ考えていただきたいと思うんです。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾がその辺で、私はそ

ういう意味では評価をしているんですけ

れども、学校現場を外でしっかりそういう

部分を補足していこうということが、取り

組みとして評価をしています。 

 そういうふうな取り組みも含めて、もっ

といろいろ応援できることを考えていっ

ていただきたいと思います。 

 それからもう一つは、発信ね。いいこと

をいっぱいやっていると。全学校がこの教

育実践の取り組みなんかもやっています

ということでしたけれども、それを聞いて、

ああそうかと思いますけれど、なかなか市

民はそんなことは知りませんしね。 

 もっともっと、教育長を中心に、市民と

か地域とか保護者に、これが伝わっていく

ように、積極的な発信をしていただきたい

と思うんです。摂津市はこれだけ頑張って

いるんやと。この情熱が伝わっていくよう

な、そういう発信をぜひ、教育長、お願い

したいと思います。 

 ということで、しっかりと、この三種の

神器、頑張っていただきまして、魅力ある

摂津市を構築するということでは、目的は

一緒やと思いますので、ぜひ、住むなら摂

津市ということを目指して頑張っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 これは意見です。 

○水谷毅委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５９分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第２号及び議案第１０号の審査を

行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、議案第２

号、平成３０年度摂津市水道事業会計予算

につきまして、目を追って、主なものにつ

いて、補足説明をさせていただきます。 

 予算書２８ページ、平成３０年度摂津市

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、前年度に比べ、１億４，６５６万４，

０００円の減額でございます。これは、水

需要の減少によるものでございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ、７

１７万７，０００円の減額でございます。

これは、公共下水道工事に伴う、給配水管

移設工事の減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ、３

３５万３，０００円の減額でございます。

これは、下水道使用料徴収受託料の減少に
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よるものでございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ、７

万５，０００円の減額でございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ、

２９万７，０００円の減額でございます。

これは、主に工事検査手数料の減少による

ものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、前年度に比べ、１０９万６，０００

円の減額でございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ、５

８万２，０００円の増額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ、１，６７

６万７，０００円の増額でございます。こ

れは、戸建て等の新築件数の増加によるも

のでございます。 

 ３０ページ、目４他会計負担金は、前年

度に比べ、２６３万１，０００円の増額で

ございます。これは、主に経営戦略策定経

費負担金の増加によるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ、

７９万８，０００円の増額でございます。

これは、補助金等の長期前受金について、

減価償却費見合いを収益化しているもの

でございます。 

 目６消費税還付金は、前年度に比べ、皆

増の２，９４２万７，０００円でございま

す。 

 目７雑収益は、前年度と同額でございま

す。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は、前年度に比べ、１，０

０３万１，０００円の減額でございます。

これは、太中浄水場及び各送水所の委託料

や修繕費、及び動力費が増加する一方で、

大阪広域水道企業団からの受水費が減少

することなどによるものでございます。 

 ３４ページ、目２配水・給水費は、前年

度に比べ、３，７８９万３，０００円の増

額でございます。これは、主に給配水管に

係る修繕費や漏水修理跡の舗装復旧工事

の増加によるものでございます。 

 目３受託工事費は、前年度に比べ、６３

２万９，０００円の減額でございます。こ

れは、主に公共下水道工事に伴う給配水管

移設工事の減少によるものでございます。 

 ３８ページ、目４業務費は、前年度に比

べ、４６９万４，０００円の減額でござい

ます。これは、主に人件費の減少によるも

のでございます。 

 ４０ページ、目５総係費は、前年度に比

べ、４２４万６，０００円の増額でござい

ます。これは、水道ビジョン等策定業務委

託料や、宿日直業務委託料が増加すること

などによるものでございます。 

 ４６ページ、目６減価償却費は、前年度

に比べ、２，４７４万３，０００円の減額

でございます。 

 目７資産減耗費は、前年度に比べ、２，

５７４万８，０００円の増額でございます。

これは、固定資産の除却費の増加によるも

のでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ、３１８万９，

０００円の減額でございます。これは、企

業債の利子償還金の減少によるものでご

ざいます。 

 目２雑支出は、前年度と同額でございま

す。 

 項３、目１、予備費は、前年度と同額で

ございます。 

 ４８ページ、資本的収入、款１資本的収

入、項１、目１企業債は、前年度に比べ、

２億８００万円の増額でございます。これ

は、施設改修事業及び配水管整備事業の起
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債借入額の増加によるものでございます。 

 項２、目１工事負担金は、前年度と同額

でございます。 

 項３、目１交付金は、前年度に比べ、９

３２万円の増額でございます。これは、交

付対象事業費の増加によるものでござい

ます。 

 次に、資本的支出で、款１資本的支出、

項１建設改良費、目１施設改修費は、前年

度に比べ、２億９，２２５万６，０００円

の増額でございます。これは、前年度に引

き続いての、太中浄水場電気計装設備更新

工事及び鳥飼３号配水池耐震工事の施工

によるものでございます。 

 目２固定資産取得費は、前年度に比べ、

２，１６７万６，０００円の増額でござい

ます。これは、主に水質モニター購入費の

増加によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、前年度に比べ、

１億６９３万２，０００円の増額でござい

ます。これは、主に工事請負費の増加によ

るものでございます。 

 ５０ページ、項２、目１企業債償還金は、

４４３万８，０００円の増額でございます。 

 項３、目１交付金返還金は、前年度に比

べ、１５５万１，０００円の増額でござい

ます。これは、交付金により賄った課税仕

入れに係る消費税相当額を返還するもの

でございます。 

 項４、目１予備費は、前年度と同額でご

ざいます。 

 以上、平成３０年度摂津市水道事業会計

予算の補足説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、議案第１０号、平成２

９年度摂津市水道事業会計補正予算（第４

号）につきまして、目を追って、主なもの

について、補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書６ページ、補正予算実施計画

説明書をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、１１万円の減額で、これは、東日本

大震災による被災者に対する水道料金の

免除に関する規程に基づき、水道料金を免

除するものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、１００万円の減額で、これは、定期

預金の利率が低下したことによるもので

ございます。 

 目４他会計負担金は、１１万円の増額で

ございます。これは、一般会計負担金で、

東日本大震災による被災者に対する水道

料金の免除相当額の負担金が増加するも

のでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、目６

減価償却費は、１，０２７万９，０００円

の減額で、これは、有形固定資産減価償却

費の減少によるものでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、８０万６，０００円の減額

で、これは、企業債利息の減少によるもの

でございます。 

 目２消費税は、４，０００万９，０００

円の増額で、これは、工事費等の減少に伴

い、課税仕入れに係る仮払い消費税が減少

するため、消費税及び地方消費税が増加す

るものでございます。 

 次に、資本的収入でございますが、款１

資本的収入、項２、目１工事負担金は、９

０万円の減額で、これは、消火栓設置負担

金の減少によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございますが、款１

資本的支出、項１建設改良費、目１施設改

修費は、１１０万１，０００円の減額で、

これは、監理業務委託料の減少によるもの

でございます。 
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 目２固定資産取得費は、６１７万９，０

００円の減額で、これは、マッピング機器

購入費及びＯＡシステム機器購入費の減

少によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、２，９７０万

円の減額で、これは、工事請負費の減少に

よるものでございます。 

 項２企業債償還金、目１企業債償還金は、

３８万７，０００円の減額で、これは、前

年度末借入額の確定によるものでござい

ます。 

 項３、目１交付金返還金は、９，０００

円の減額で、これは、交付金により賄った

課税仕入れに係る消費税相当額を返還す

るものでございます。 

 以上、平成２９年度摂津市水道事業会計

補正予算（第４号）の補足説明とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○水谷毅委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは、水道事業会計

にかかわる予算内容について、ご質問させ

ていただきます。 

 それでは、予算概要、ページを追って、

順番に質問させていただきます。 

 主に平成２９年度と平成３０年度の予

算額に開きがあるところを中心に質問さ

せていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 予算概要の１３２ページです。 

 一般事務事業の配水・給水費の補償金に

ついてですけれども、平成２９年度予算１，

５４９万６，０００円に対して、平成３０

年度予算が２，３８６万円となっています

けども、補償金について、どういった内容

のものであるかと同時に、８００万円ほど

の予算増になっていることについて、お教

えください。 

 次に、同ページ、車両管理事業について

です。固定資産取得費の車両運搬具５１８

万４，０００円ありますが、内容について

お教えください。 

 次に、予算概要の１３４ページですけど

も、太中浄水場管理運営事業につきまして

は、平成２９年度予算内容と比較すると、

平成３０年度予算にいろいろと委託料が

なくなっているところが多いんですけれ

ども、まず、原水・浄水及び送水費の庁舎

設備総合管理委託料というふうなところ

がありますので、今まで平成２９年度に載

っていたところの委託料の幾つかが、ここ

に入っているんではないかなというふう

には考えているんですけども。 

 平成２９年度では、窓ガラス清掃業務委

託料であるとか、空調機保守点検業務委託

料、高架水槽保守点検清掃業務委託料とか、

エレベーター設備保守点検業務委託料、自

動扉保守点検業務委託料とか、計装設備点

検業務委託料、電子計算機保守業務委託料

とか、消防設備保守点検業務委託料、地下

タンク漏洩検査業務委託料、ホイストクレ

ーン保守点検業務委託料が書いていまし

たけども、平成３０年度予算の中には、見

当たらなかったので、今、言いました庁舎

設備総合管理委託料に含まれているのか、

もう少し下の運転監視業務委託料が、約８，

８００万円と予算が大幅にふえています

ので、このあたりにも入っているのかなと

いうふうに思っています。 

 ３，０００万円ぐらい、運転監視業務委

託料がふえていますんで、このあたりに入

っているのかなとかと思いますので、わか

りやすくお教えいただきたいと思います。 

 その運転監視業務委託料の下に除草業
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務委託料というふうなのがあるんですけ

ども、平成２９年度予算については５０万

８，０００円でしたけども、平成３０年度

予算が１１７万１，０００円と、倍強の予

算になっております。倍強になった予算の

内容についてお教えください。 

 それと一番下の固定資産取得費の機械

及び装置、３，５１０万円の予算の内容に

ついてお教えください。 

 次に１３６ページですけども、施設改修

事業の施設改修費の工事請負費なんです

けども、平成２９年度予算は５億１，５０

０万円程度で、今回については約８億円と

いうふうに、多額な予算になっていますの

で、まず平成３０年度のこの約８億円の予

算内容についてお教えください。 

 同じく１３６ページの給配水管維持管

理事業の交通整理業務委託料についてで

すけども、ここも同様に平成２９年度予算

が２８６万９，０００円というふうなとこ

ろであったんですけども、平成３０年度予

算が５０４万６，０００円となっています

んで、そのあたりについてお教えください。 

 その３つ下の修繕費についても同様で

す。平成２９年度予算が２，６４６万６，

０００円に対して、平成３０年度予算が５，

２４３万３，０００円となっています。お

よそ倍ぐらいの修繕費になっておりまし

て、平成３０年度ではどういった内容で修

繕されることを考えておられるのかとい

うふうなところについてお教えください 

 １３８ページ、配水管整備事業の配水管

整備事業費、工事請負費ですね、こちらも

億単位で動いているんですけども、前年度

平成２９年度３億４，５００万円に対して、

こちらも５億４８７万１，０００円という

ふうになっていますので、まずはこの平成

３０年度の配水管の整備についての内容

について、まずはお教えください。 

 それと１４６ページ、経営企画課のほう

に行きまして、一般事務事業です。水道ビ

ジョン等策定業務委託料ということで、代

表質問でも、ビジョンの見直しをするとい

うことでいろいろと話が上がりました。 

 まずは、今回の水道ビジョン等策定業務

委託料の主な内容について、とりあえずお

教えいただきたいなと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 それと１５０ページです。中央送水所管

理事業の総係費におきまして、教えてほし

いんですけども、平成２９年度では総合管

理業務委託料という委託料の内容があっ

たんですけども、その委託料の名前がなく

なって、今回、庁舎清掃管理業務委託料、

庁舎管理業務委託料、庁舎設備総合管理委

託料、宿日直業務委託料、この辺は債務負

担でもあったと思うんですけども、今のそ

ういった内容について、前年度予算の部分

から今年度予算の部分を見て、ちょっとわ

からなかったので、お教えください。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本水道施設課長。 

○樫本水道施設課長 では、楢村委員のご

質問にお答えさせていただきます。 

 まず一般事務事業の配水・給水費の補償

金についてなんですけども、平成２９年度

予算が１，５４９万６，０００円に対して、

平成３０年度が２，３８６万円になってお

ります。 

 この内容ですけれども、主にこの補償金

といいますのは、基幹管路の工事を行った

ときの工事沿道のところの家屋について、

もし工事が起因して被害が起きた場合に、

補償に充てるというのが使い方になって

おります。これにつきましては、基幹管路
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の工事費用の約５％を計上させておりま

す。 

 それによりますと平成３０年度につき

ましては、平成２９年度に比べ配水管整備

事業についての費用は上がっておるんで

すけれども、基幹管路の工事につきまして

は額が去年よりもちょっと下がっており

ますので、約２００万円下がっている状態

になっております。 

 また、平成２９年１２月１０日には、正

雀３丁目で自然漏水が原因で大阪ガスの

供給管を破損した事例がございました。 

 これにつきましては、最終的な金額のや

りとりとかはまだ決まっておりませんが、

これについての今後の額が示されれば精

査をしないといけないと思っておるんで

すけども、１，０００万円計上させてもら

っているということでございます。 

 次に車両管理事業につきまして、固定資

産取得費の車両運搬具というものですけ

れども、これは掘削用のミニショベルを購

入いたします。 

 現在、ショベルのエンジンのオイルが漏

れている状態になっておりまして、修理が

約２００万円と高額となっております。そ

れからもう一つ、今のショベルにつきまし

ては、もう購入から２０年がたっておりま

すので、耐用年数を考慮した結果、新たに

買いかえるほうがよいと思われますので、

予算計上させてもらいました。 

 次に、庁舎設備総合管理委託料及び運転

管理業務委託料の件についてご答弁させ

ていただきます。 

 まず庁舎設備総合管理委託料なんです

けれども、これは財政課のほうが平成３０

年度から平成３４年度の期間で一括して、

管理に関する委託を発注しております。 

 その中の水道事業としまして、太中浄水

場管理運営事業の委託の中で、窓ガラス清

掃業務委託料、空調機保守点検業務委託料、

高架水槽保守点検清掃業務委託料、エレベ

ーター設備保守点検業務委託料、自動扉保

守点検業務委託料、消防設備保守点検業務

委託料、この六つを一括して庁舎設備総合

管理委託料に持っていっている次第でご

ざいます。 

 次に運転監視業務委託料の増額につい

てご答弁させていただきます。 

 これにつきましては、平成２９年度に摂

津市水道事業会計補正予算書第１号のと

ころで、債務負担の設定をご提案させてい

ただいております。 

 内容につきましては太中浄水場の運転

監視等管理事業で、期間は平成３０年度か

ら平成３４年度までの５年間ということ

で限度額は４億４，８５４万円とさせてい

ただいております。平成３０年４月１日か

ら平成３５年３月３１日までの委託期間

で契約をさせていただきました。これにつ

きましての委託金額は４億４，６０２万３，

８００円となっております。 

 金額が上がっている主な原因としまし

てはやはり人件費そのものが５年前に比

べて上昇しているということにあります。

それから日常の作業内容を変えておりま

す。今までの２４時間終日運転監視業務を

することについては変わりはございませ

んが、それ以外に場内の設備点検や清掃業

務などは今まで職員が行っていたもので

すけれども、今回、運転監視業務のほうに

入れさせてもらっているということもご

ざいます。 

 それから地下タンク漏洩検査業務委託

とホイストクレーン保守点検業務委託に

つきましても、場内の施設点検と似通って

いる部分がございますので、一括して発注
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させていただくほうが安価になると予想

されましたので、この運転監視業務委託料

の中に新たに追加しておりますので、単年

度で金額がふえております。 

 最後ですけれども、委託の中で電子計算

機保守点検業務委託料については、今年度

電気計装装置の設備の更新を行いますの

で、この保守点検につきましては、今回は

要らないということで、今回は挙げていな

い形になっております。 

 次に、太中浄水場管理運営事業の除草業

務委託料につきまして、この金額がふえて

いる原因につきましては、平成３０年度か

ら、太中浄水場と千里丘送水所の除草を追

加したためにこの金額が上がったという

ことです。今まで職員が行っていたんです

けれども、なかなか思うような程度にまで

除草ができないということもございます

ので、シルバー人材センターに発注してい

る分で追加しております。 

 次に、水質管理事業のほうをご答弁させ

ていただきます。 

 固定資産取得費はどういうものなのか

ということなんですが、これは水質モニタ

ー、５つの購入費でございます。それぞれ

耐用年数が７年なんですけれども、これが

１３年から１５年ほど過ぎております。ま

ず本市には水質モニターが１０基あるん

ですけど、そのうちの５基を更新するもの

でございます。 

 次に、施設改修事業、工事請負費なんで

すけれども、これにつきましては、平成２

９年度５億１，５１６万７，０００円に対

しまして、８億２４８万２，０００円とな

っております。 

 これにつきましては、太中浄水場の電気

計装設備の更新、これは平成２９年度発注

したものなんですけれども、２年の期間に

なっております。この分について、平成３

０年の支払い分が約６億７，０００万円、

それに鳥飼送水所の３号配水池の耐震工

事も平成２９年度から発注させてもらっ

ていますけども、平成３０年度までの工事

期間になっておりまして、平成３０年度支

払いの部分が約１億３，０００万円。合わ

せて８億２４８万２，０００円となってお

ります。 

 次に給配水管維持管理事業につきまし

て、交通整理業務委託料がふえていること

についてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、業務の内容としましては、修繕工

事を行ったときの交通整理員に係る費用

となっております。今年度なんですけれど

も、修繕の規模が少し大きくなっておりま

した。それと夜間に工事をすることが多く

なりました。もう一つ、１現場当たり交通

指導員を配置する人数もここ数年、人数が

多くなるように警察の指導もあります。 

 そのような傾向の中で、やはり今年度も

非常に金額が逼迫している状態になって

おります。この傾向を鑑みまして、来年度

この額を大きくさせてもらったという形

になっております。 

 次に修繕費なんですけれども、これにつ

きましてもほぼ倍に近い金額にふやして

おります。これにつきましては、今年度当

初ですけれども、５００ミリの仕切り弁の

破損がございました。これで１，２００万

円の支出をしております。 

 そのため、この修繕費につきましては、

かなり金額が足りなくなっている状態で

事業を進めております。部材の突発的な破

損による交換になりますと、部材の費用が

非常に高くなりますので、その後の事業の

継続が非常に難しくなる、予算のあてがい
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が難しくなります。それともう一つ、修繕

の１件当たりの費用も大分上がっており

ます。 

 ですので、高額な部材の費用に係る分を

あらかじめ１，０００万円ほど見ているよ

うな状態にしております。やはり今年度の

修繕の費用がかかっていることも鑑みま

して、今年度の傾向を見た中で金額を上げ

させてもらった結果になっております。 

 次に、配水管整備事業の工事請負費なん

ですけれども、平成３０年度の工事の内容

ということでご質問があったと思います。 

 基幹管路の更新工事が６９３メーター、

それから平成２８年の年末に起きました

南千里丘での配水管の破損漏水の件があ

りました。これについての管路の更新につ

きましても、平成３０年度からやっておき

たいと考えております。そのほかの管路工

事も含めまして、合わせて１，９１８メー

トルの予定をしております。 

○水谷毅委員長 末永上下水道部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員からご

質問いただきました、一般事務事業の水道

ビジョン等策定業務委託料という形でご

ざいます。 

 この件につきましては水道ビジョン、思

い起こせば５年前に水道ビジョンを作ら

せていただきました。その中で業務をさせ

ていただきました。その目標を目指しなが

ら水道事業を今まで進めてきたところで

ございます。 

平成２６年度に水道ビジョンをつくっ

て、１０年計画を策定させていただきまし

た。今回平成３０年度、その中で５年目の

中間見直し、それにあわせまして経営戦略

という形で経営面を重視していくところ

がございますので、この水道ビジョン等策

定業務委託料、１，１６４万４，０００円

の中で水道ビジョンの見直しと経営戦略、

そしてまたその前段の中のたな卸しとい

うか、業務をまた水道事業、下水道事業も

一緒に行う予定はしておるんですけども、

その辺の業務のたな卸しをしてビジョン

を構築していきたいというところでござ

います。 

 次に、ご質問いただきました中央送水所

管理事業の平成２９年度予算で総合管理

業務委託料がございましたが、それがなく

なってどちらのほうに行ったのかという

お話だったと思うんですけども、平成３０

年度予算で、庁舎清掃管理業務委託料、庁

舎管理業務委託料、庁舎設備総合管理委託

料（総合管理）という形で新たに項目を設

けさせていただいているところでござい

ますが、平成２９年度ございました総合管

理業務委託料、内容の中で清掃業務と水道

庁舎のほうでシルバー人材センターの方

が当直というか土日・祝日・夜間という形

で管理しておるところを内容的には変わ

らないんですけども、清掃のほうは庁舎清

掃管理業務委託料、管理のほうは庁舎管理

業務委託料に分けさせていただいたとい

うところでございます。 

 それともう１点、庁舎設備総合管理委託

料、先ほど樫本課長からもご説明させてい

ただいたと思うんですけども、平成２９年

の第１号の補正予算、債務負担行為でご説

明させていただいたと思うんですけども、

樫本課長のほうは太中浄水場管理運営事

業で、今、私がお話させていただいている

のは中央送水所管理事業における窓ガラ

ス清掃・自動扉保守点検、室内空気環境測

定等々の業務委託をまとめて、財政課と共

同して一括で発注し市としてのスケール

メリットを求めていこうというところで

す。 
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 それともう１点、宿日直業務委託料の件

でございますが、これも先だっての補正予

算第２号で債務負担行為をお願いさせて

いただいたところでございますが、平成２

９年度までの非常勤職員とまた職員で担

っている宿日直業務を、平成３０年度から

委託するという形で計上させていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長  楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず一般事務事業の補償金の話なんで

すけど、内容については理解いたしました。

約８００万円の予算増については基幹管

路の工事額の約２００万円減と大阪ガス

の供給管破損の約１，０００万円との差し

引きでということで、２，３８６万円にな

っているということは理解したんですけ

れども、これは正雀３丁目での自然漏水が

原因ということですけども、最近の数年間

で、もしわかればでいいんですけど、ふだ

ん余り聞くことがないので、金額とかそん

なんはいいんですけども、どれぐらいあっ

たかとかいうことを教えてほしいと思い

ます。 

 車両管理事業についてはミニショベル

を購入するということで、購入から２０年

経過しているという話だったんですけど

も、エンジンのオイルが漏れている状態で、

修理費がかかるのでもうこの際買おうと

いう話であったんですけど、耐用年数では、

この２０年が妥当なのかどうかというの

が、もしわかれば教えてください。 

 庁舎設備総合管理委託料の分なんです

けど、窓ガラス清掃業務などの業務委託を

一括して庁舎設備総合管理委託料の予算

に組み込こんだということで理解しまし

た。 

 地下タンク漏洩検査業務委託料の部分

とホイストクレーン保守点検業務委託料

の部分については、運転監視業務委託料の

ほうに含まれるというふうなことであっ

たんですけども、電子計算機保守業務委託

料については平成３０年度ありませんと

いうことで、あと消防設備保守点検業務委

託料と計装設備点検業務の分について、ど

こにあるのか教えてください。 

 次に、除草業務委託料についてですけど

も、今まで職員が手すきのときですか、あ

いたときにやっていたというふうなこと

で、今回については太中浄水場のほうも千

里丘送水所のほうも、今まで鳥飼送水所の

ほうをシルバー人材センターでというこ

とで、そこをみんなシルバー人材センター

にという内容であったかと思いますけど

も、内容について理解いたしました。 

 どれだけ作業がかかるんかなとちょっ

と思ったんですけど、一応、理解いたしま

した。 

 次の固定資産取得費の機械及び装置に

ついては水質モニターの５基ということ

で、さっき耐用年数の話があったと思うん

ですけども、大体７年ぐらいかなというふ

うなところで、結構年数たっているような

話があったんですけど、１０基のうちの５

基を今回平成３０年度にかえるというこ

となんですけど、７年ぐらいであかんとい

うか、もたへんところが１０年とかそこま

で行って、水質モニターは大丈夫なんかな

というふうに思いましたので、その辺につ

いて教えてください。 

 それと、次に施設改修費の工事請負費な

んですけども、約８億円ということで太中

浄水場の電気計装設備の更新に約６億７，

０００万円、鳥飼送水所の３号配水池の耐
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震工事の部分に約１億３，０００万円とい

うふうなことで、あわせて約８億円、一応

２か年計画というふうなことで今年度発

注しているというような話であったんで

すけども、支払いについては平成３０年度

予算でということでよろしいんですかね。 

 水道ビジョンの話とかにも多分かかわ

ってくるのかもしれないんですけど、もう

これだけ億単位での改修工事がある中で、

やはり平成３１年度以降もどうなってい

くのかというふうなところが、やっぱり皆

さん気になるところかと思いますので、今

わかる範囲で平成３１年度以降の施設の

改修計画の内容についてわかる範囲でお

教えいただけたらなと思いますんでお願

いします。 

 交通整理業務委託料の部分についてで

すけれども、いつ修繕が必要になるかとい

うふうなことはわからないので、状況を見

ながらというふうなことだと思うんです

けれども一応、予算が約２８６万円から約

５０４万円に上がったという内容につい

ては理解いたしました。その後の修繕費で

倍になっているっていうことについても、

もう修繕費っていうふうなのはとにかく

突発的、緊急的なことっていうのが多々あ

りますんで一応倍になっているからとい

うふうなことでどんなんがあるかなって

いうふうなことでお聞きしましたけども、

いきなり年度当初に１，２００万円ぐらい

かかるっていうこともありまして、平成３

０年度は緊急時にどれぐらいあるかって

いうことでわからなくて積んでいる、そう

いうふうに上げているということはある

程度やむを得ないことなのかなっていう

ふうに思いますんで、一応お聞きしたとい

うことです。理解いたしました。 

 最後に、配水管整備事業の工事請負費に

ついてなんですけども、やはりこちらも先

ほどの施設の改修と同様にやっぱり億単

位でお金がかかる分ですし、管の長さや大

きさ等によって金額は変わってくるとは

思うんですけども一応今年度については

１，９１８メートルというふうな話である

んですけれど、こちらについても平成３１

年度以降もずっと整備しないといけない

ということになろうかと思います。今後や

っぱりこういったところにお金が出てい

くということはあるかと思いますんで、現

時点で平成３１年度以降でわかるような

内容のところがもしあれば２回目でお聞

きしたいと思いますんでよろしくお願い

します。 

 経営企画課の水道ビジョンの話なんで

すけども一応、平成２６年度から平成３１

年度まで見直しされるというふうなこと

で、今度についてはというか経営戦略を作

成する上で１０年間ですか、平成３１年か

ら平成４０年までの１０年間ということ

で今回中身についても詳しくできれば、お

聞きしたいんですけど、まず予算的な話で

言うと、今回１，１６６万４，０００円と

いうふうな策定委託料を組んでいるかと

思うんですけど、後でもいいんですけどわ

かれば前に平成２６年度から平成３１年

度につくったときの委託料がどれぐらい

かかったのか教えてください。もうわから

なければ結構です。やっぱり５年を次１０

年に見直しするというところで長さが違

うんで、その長さが違う分、今回この委託

するに当たっては難しいケース、場面って

いうふうなのがあらわれてくるのではな

いかなというふうに私自身が感じていま

して、その１０年する上で多分業務の洗い

直しとか、たな卸しとかするというような

ことは理解するんですけども１０年とい
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うふうな形でするに当たって何かこのあ

たりがしんどいかな。もうここ先数年のと

ころではっていうふうなことは考えられ

るかもわかんないですけど、要は平成３８

年、平成３９年度、平成４０年度というふ

うになったらやっぱり大分先のことであ

りますんで、このビジョンをつくるにあた

って約１，０００万円もかけてやる委託料

なんで何かそういったところがあればお

教えいただきたい。わかればで結構です。 

 最後、中央送水所管理事業の総係費の分

については平成２９年度にあった総合管

理業務委託料をまず清掃と管理の部分に

二つに分けたというふうなことで、内容に

ついて理解いたしました。調査設備の部分

についても財政課経由というふうなこと

で理解しています。さっきの水道施設課の

内容確認が最後しきれてないんですけど、

とにかくそういうふうな形でまとめて予

算的にというか、まとめてすることによっ

てやっぱり経費削減につながるっていう

ふうなことは是が非でも積極的にやって

いただきたいと思いますんで、それはもう

水道施設課でも経営企画課でも一緒のこ

となんで今後もどんどん進めてやってほ

しいと思いますんで要望いたします。 

 以上２回目終わります。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員の２回

目のご質問にお答えさせていただきます。  

一つ目のお話にございました一般事務

事業の補償金、その中で過去の経緯という

かわかる範囲でのお話でございますが、そ

の部分につきましても一昨年でございま

したか大晦日、南千里丘、もっと過去にい

きますと平成２０年度に千里丘送水所の

流出管が破裂しました。竹の鼻ガードが浸

かったというような形で千里丘一帯を一

晩断水させていただいたと、以前におきま

しても管路の事故、範囲にもよるんですけ

ど事故は多くあったと思います。今回のガ

スの供給管の話もございます。サンドブラ

スト現象という現象も過去にもございま

した。その辺の中で補償費というかその部

分で活用するかどうかは別にしまして、当

然保険も入っておりますので保険を活用

しながら対応はさせていただいておるん

ですが、修繕等々被害に関しましては一定

の負担、補償という形でさせていただいて

おるんですが、事故に関しましてその都度

で何年ぐらいの間ということはなかなか

はっきりとは申せないとこがございます。

水道施設において何年に１回事故が起こ

るというのは想定できない、今すぐ起こる

可能性もございますのでその場その場で

対応させていただいています。ただ今回の

事故が大きかった、小さかったという話の

中で言えば、直近で言いましたら千里丘送

水所の出口でかなりの被害を出しました

のでそれが大きかったのかなというとこ

ろでございます。 

 それともう１点水道施設課の水質モニ

ターのほうでございますが、水質モニター

のもともとこういう規制、水質管理のほう

の規制はございませんでして、昭和５９年

に新たにつくらさせていただきました。そ

の間、耐用年数のほうが十数年で、大体平

成１５年、平成１６年ぐらいに１回更新さ

せていただいております。２回目の更新に

ついては、水質を専門に確認する者がいる

んですけれども、データがおかしいとかい

うような形から、全１０基中の５基分の更

新をさせていただく中では状況を見なが

ら信頼度が低くなっている分からさせて

いただいています。耐用年数の問題もござ
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いますが、精度が落ちるとどうしてもコン

トロールができなくなってしまいますの

で水質モニターの更新を今回お願いして

おきたいということでございます。 

 それと後ほど樫本課長からも説明があ

ると思うんですけども、配水管整備事業及

び施設改修事業の予定はある程度決定し

ております。ただ今回水道ビジョン経営戦

略策定の中で現状の計画をそのままいく

かといったらやっぱりその収支均衡の部

分がありますので一定の整合性を図らせ

ていただくという形の中では今の計画は

基幹管路を中心にという形、施設改修事業

もタンクと電気関係を中心にという形は

変わらないんですけども、多少の変化は出

てくるかなということでございます。 

 それと水道ビジョンのことでございま

すが、前回平成２６年度水道ビジョンをつ

くらせていただいてそのときの委託料と

いたしましては５００万円前後であった

かなというふうな理解をしております。平

成２６年度から平成３５年度までをつく

らせてもらいまして、今度５年にしますと

経営戦略のほうが１０年なんでその辺の

整合性、経営戦略と水道ビジョンと表裏一

体と申しますか、同じような考え方もって

おりますので、その辺の中での１０年を設

けさせていただいたのが、今回の水道ビジ

ョンでございます。水道ビジョンを今回委

託させていただくのは改訂版でございま

すが、同じく１０年間で大体同じく５００

万円ぐらい、経営戦略につきましても約５

３０万円、たな卸しが約１４０万円という

ような形でこの三位一体というか三つど

もえの中でこの戦略を立てていきたいな

という思いでございます。それと５年から

１０年になると難しいのは収支関係でご

ざいます。ただ、水道ビジョンを策定しな

い状態であっても１０年の収支関係とか

工事関係とかいうのは経営計画の中では

策定させておるんですけれども、その辺の

中ではそれをどういうふうに反映させて

いくか、投資のほうをどういうふうに反映

していくかというのがやっぱり難しいと

ころではあるのかなというような思いで

ございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 ２回目の質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、ミニショベルの件なんですけれど

も耐用は６年という形でなって、使い方に

もよるんですけれども一応平均的な利用

で使って６年ということになっておりま

す。 

 計装設備点検業務委託料につきまして

は計上しております。平成３０年度にない

のは電子計算機保守業務委託料であるこ

とでご理解していただきたいと思ってお

ります。 

 それから施設改修事業について来年度

以降の予定はあるのかということでのご

質問にお答えさせていただきます。中央送

水所の配水池の更新工事のほうを予定し

ております。平成３０年度に基本設計の委

託をしていきたいと思っております。それ

に引き続き設計委託をして工事の着手に

入ることとなります。これが大きな工事の

中で近々に計画をしているものになって

おります。 

 それから配水管整備事業についての平

成３１年度以降についての計画というこ

となんですけれども、現在、平成２７年度

から行っております鳥飼送水所から中央

送水所までの基幹管路の更新工事、これは

毎年ずっと継続してやっていきたいと思
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っております。それ以外なんですけれども、

やはり先ほども話させていただきました

とおり、南千里丘地区の配水管の更新工事

は翌年度も引き続きやっていかないとい

けません。これについては確実にやってい

きたいと思っているところでございます。 

 それから今、末永部参事のほうもありま

したけれども、財政的な問題はあるんです

けれども水道施設課としましてはやはり

古い管についてはできるだけ早く更新を

していきたいと考えております。どこから

やっていきたいかということにつきまし

ても課内では検討しております。今の時点

で優先順位をつけるとしましたら、やはり

その正雀一津屋線に埋設されている管渠

とか大阪高槻京都線に埋設されている管

渠、この辺につきましては配水区域が大き

くてなおかつ古い、もし何かありますと非

常に影響が起きると考えております。まだ

順序、路線のことについては決まっており

ませんけど、おおよその見通しとしまして

まずそこはやっていきたいということは

考えております。以上が来年度以降の整備

計画の内容についてです。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 今の中で答弁が

漏れているとこございました。補償金の部

分でございます。冒頭の樫本課長から説明

させていただきました大阪ガスの供給管

破損の関係でございました。その中で先立

っての平成２８年度決算審査の委員会で

嶋野委員からのお話がありました。事故等

があったら公営企業であってもどっかの

場面で報告という形でさせていただきた

いという思いがございますが、その件につ

きましては大阪ガスと水道の中の補償内

容がなかなか見えにくいとこがございま

すけれども、因果関係はございます。その

辺も含めまして何らかの形で今後どこか

の場面、改めて場を設けていただき報告さ

せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長  楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず補償金の内容につ

いては今話もありましたようになかなか

ぱっとすぐ入ってくる話でないと思って、

なかなか今ちょっと聞いたんですけども

やっぱりいろいろ状況あると思うんです

けども、もし起きた場合についてはやっぱ

り情報提供していただきたい部分はある

と思いますんでそのあたりについてはよ

ろしくお願いします。 

 ミニショベルの部分については、多分使

う量によって延びるというか使えるって

いうふうな部分もあると思いますんで、そ

の辺はよく劣化状況とかそういうふうな

故障状況とか見ながらしていってもらっ

たらいいのかなというふうに、ただ、あん

まり長く引っ張り過ぎて何か問題が起き

るようなことのないようにだけお願いし

ときます。 

 それで、水質モニターの分については、

私はこのモニターの中身とか正直わかり

ませんので、やはりどういった状況で本来

７年ぐらいのところということなんです

けども、何かやっぱり支障を来すようなこ

とになってはいけないんで、先ほど前回の

平成１５年、平成１６年ぐらいの更新とき

から、十二、三年という年数がたっていま

すんでそれが本来７年のところを十二、三

年たっていて大丈夫なんかっていうふう

なすごく気になる部分でありますので、や

っぱり状況を見ながら早く変える必要が

あるんであれば５基やったから次の５基

またしようとかじゃなくて、やっぱりその

状況を見ながらかえる必要があるってい
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うふうなときは別に１基ごとにかえて問

題ないのであればそういうふうにしてい

っていただけたらと思いますので、そのあ

たり要望しときます。 

 あと工事請負費、中央送水所の配水池の

更新工事は平成３１年度にしていきたい

と、管の分についても今までずっと鳥飼送

水所から中央送水所までやっている部分

とかも含めてやっていくっていうふうな

ことで、より計画的にやっていただきたい

と思いますし、やっぱりできるだけ早く古

くなった分についてはかえていってもら

えるようにできるだけお願いしたいです

けども、やっぱりお金がかかることなんで

なかなか一遍に古いからかえるっていう

のは難しいところはあると思います。入札

という形になっていくとは思うんですけ

ども、やっぱり失敗すると困りますけども

やっぱりできるだけこれだけの高額のお

金がかかっていますから、できるだけ落と

せるとこは落としていこう、でもしっかり

ちゃんと工事やっていこうというような

形で今後もやっていってもらいたいと思

いますんで、そういった形で要望させてい

ただいて、私の質問は終わります。 

○水谷毅委員長 楢村委員の質疑が終わ

りました。 

ほかに質疑ございますか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それではご質問させて

いただきます。摂津市水道事業会計予算書

に沿ってご質問させていただきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 まず、２０ページです。前回もご質問さ

せていただいているんですけども職員の

方の給料などが載っている表になります

けども、平均年齢のところが平成２９年２

月１日からの４９．１歳、技能労務職の方

が５１．０５歳から平成３０年２月１日現

在で事務・技術職の方が５０．０２歳、技

能労務職の方が５２．０４歳とほぼ１年、

普通にたったなという状況なんですけど

も、前回に質問させていただいてこういっ

た形の技能労務職は特別な技術継承がい

る仕事ですので４年、５年と継承に時間が

かかってくる、時間が必要だというふうに

おっしゃいましたけども現状、実態的には

変わっていない状況だと思うんですけど

もこのまま新しい方が入ってこない状況

のまま進んでいっても大丈夫なのかどう

か、もう言っている間に定年の方がどんと

ふえてくると思いますけども、そういった

ところの対策というか対応というのはど

ういうふうにお考えなのかお聞かせくだ

さい。 

 続きまして２８ページです。水道事業会

計予算実施計画説明書の給水収益につい

てお聞かせください。前回、こちらも質問

させていただきましたけどもＪＲ東海の

井戸水くみ上げ問題で先日、本市の上告が

最高裁で棄却され完全敗訴が確定してし

まいました。この予算書にも水道収益が減

るということが記載されているかと思う

んですけれども、先ほど楢村委員の質疑で

もありましたけれども、水道ビジョン等々

の計画を今練っている最中だと思うんで

すけども、そこから丸々１億円ぐらい毎年

毎年減収が予測される状態ですけども、そ

れを踏まえて今後、基本的に前にもお話さ

せてもらいましたけど水道事業というの

は自給自足、収入を使って設備投資をして

いくっていうお話でしたけども、それがや

っていける状況なのかどうか。毎年、丸々

１億円減収で、１０年で１０億円ですか、

減収となると、かなりの金額になると思う

んですけどもそういったところのお考え
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をお教えください。それに伴い耐震補強

等々の配管の工事もされていっていると

思うんですけども、昨日、東北の震災から

丸７年たちました。耐震工事のほうはそこ

まで数値的には決して高くはない状況だ

と思うんですけども震災が現時点で起こ

ると恐らく大変なことになると思うんで

す。ライフライン、水道っていうのは本当

に命にかかわる話でありますから、設備投

資にお金がかかる話ですけどもしていか

ないといけないことだとは思うんですけ

ども、７年たったということでこの摂津市

においても７年たったからと言って風化

させるわけではなくて、きょうあすにでも

地震が来たときでも万全だと、摂津市は大

丈夫だと言えるような状況にしていかな

いといけないと思うんですけども、そうい

った災害時の耐震補強の配管の整備がど

の程度、先ほどの減収もありますんで、そ

ういった形の計画もあわせて教えていた

だきたいです。 

 さらに災害時のときに貯水されている

お水を使ったりとかされると思うんです

けども、その状況と災害時に対応できる状

態なのかどうかもあわせてお教えくださ

い。 

 続きまして４１ページです。通信運搬費

のペイジ―専用回線使用料、銀行専用回線

使用料、手数料の銀行口座振替手数料。水

道料金を徴収するにあたってこういった

形の手数料をお支払いされていると思う

んですけども、市民の方からお話を聞きま

して、今、電気、ガスとかはクレジットカ

ードが使える状況なので、クレジットで支

払いをしているんですけども水道料金だ

けはどうしても口座振替だとか、さらに２

か月に１回来るのですごく忘れがちだと

いう話を聞いたんです。確かに本市に至っ

てはクレジット払いにすると信販会社に

支払う手数料が大幅にふえるのでコスト

パフォーマンス的にはどうなのかなとい

うのも確かに疑問はあるかもしれないん

ですけども、この日本という国は東京オリ

ンピックに向かってキャッシュレス、現金

を使わない風習を取り込んでいこうと各

銀行とかもいろいろ今やられているよう

な状態です。で、世界情勢的に見ても日本

というのはキャッシュレスの文化という

のはかなりおくれている状況で中国とか

はもうほとんどの方が現金を持ち歩いて

いないというような状況をお聞きします

し、後発なのかなと思っております。そう

いった正直金銭的なものもあるとは思う

んですけども、そういったクレジット払い

の対応とかは今後考えられてるのかどう

かお教えください。 

 続きまして５１ページです。配水管布設

工事等です。５億円ほどの予算が計上され

ていると思います。工事というのは先ほど

も申し上げていますけども、基本的には必

要な工事はどんどんやっていってほしい

という思いはあるんですけども、先日多分

ご存じだと思うんですけども、大阪市の記

事ですが、インターネットで引っ張ってき

た新聞報道の記事になるんですけども、大

阪市の発注の上水道工事で複数の業者が

市の指定より安い埋め戻し材を使って不

正な利益を得ていた問題が発覚したんで

すけども、改良土を使うように市が指定し

ていたんですけども、実際の請負業者は下

請業者に依頼し、下請業者が実際の改良土

よりも安いものを使い、明細書を偽造して

元請け業者に渡し、それで工事が行われて

いたという事実が大阪市のほうでありま

した。それは、２００３年からずっと続い

ていて先日わかった話ですけども、こうい
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ったことが摂津市では起こっているのか

どうか、そういった調査とかされているの

かどうか、これは大変な問題だと思うんで

すけど、もしこういう事実が本市にもあれ

ば。もしなかっても、大阪市でこういった

事実が発覚したので、本市においても調査

は必要だというふうに、私は考えているん

ですけども。 

 ただ、これというのは正直、下請業者が

不正な明細を提出しているので、かなり見

つけにくい事例なのかなと。今回の場合、

告発的なこともあって、調べ直してわかっ

たそうなんですけども、そういったところ

を、この摂津市の現状、そういったことが

起こっていないか、そして調査をしている

のか、あわせて教えていただきたいです。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 一つ目にご質問いただきました予算書

の２０ページ、２１ページの職員の配置状

況でございますが、平成３０年２月の時点

で事務・技術職員が２９名、短時間職員が

４名、平均年齢は５０．０２歳、技能労務

職につきましても６名で、短時間が１名、

平均年齢５１．０５歳、合計４０名。全体

の平均年齢としては５０．０８歳と、近年

では、５０歳を初めて超えたという状態で

ございます。同じ部の中でも、下水道事業

に関しましては４１．０６歳、本庁職場に

おきましても、一般会計で、４１．０２歳。

その中で、水道事業は突出して職員の年齢

が高いというのが正直なところでござい

ます。 

 その中で、職員の事務・技術職員の内訳

としましては、事務職員が１９名で、短時

間が１名。事務職員につきましては、平均

年齢は４９．０３歳と、５０歳近いという

状態でございます。 

 技術職員につきましては１０名で、短時

間が３名で、技術職員につきましては５１．

０３歳で、それ以上に上がっているという

ところでございます。その中で、技術職、

事務職を区別することなく職員年齢の、上

水道事業につきましての職場の職員構成

の中心が５０歳から５４歳で４０名中１

４名になっておるところでございます。 

 全体的に、その中でいいますと、４５歳

から４９歳が８名、４５歳から５４歳の中

で４０名中２２名が、その年齢に達してい

るというか。将来的には、危機感というの

は重々考えておるところでございます。 

 技術継承も含めまして、水道事業、今後、

これから永久的に進めていく中では、やっ

ぱりその事業一つ一つの事務仕事を継承

する内容はあるんですけども、技術継承等

になってくると１年、２年ではなかなか継

承は難しいというところがございます。そ

の辺も含めまして、今後とも継承できるよ

うに、直近でございましたら下水道事業と

の人事交流や一般部局との人事異動等と

いうのを、今後とも人事当局にお願いして

いきたいと考えております。 

 それと、二つ目にございました給水収益

の減少に伴い、更新工事がこのまま続けて

いけるのかというようなご質問だったか

と思うんですけれども、その辺につきまし

ても、この前の平成２８年度決算で単年度

黒字という形、平成２９年度も一応黒字計

上というところでございますが、今後、節

水、水需要の減少と設備投資、この設備投

資をあきらめると、なかなか事業として後

世には伝えていけないのかなと。負の遺産

とならないよう、事業を進めていかないと
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いけないというところがございます。 

 ただ、給水収益につきましては、確かに

平成２８年度決算に比べましたら、今のと

ころ平成３５年度の時点で大体、平成３５

年には大体１億８，０００万円ほどの短期

の収益が減少するというふうなところも

把握しておるところでございます。 

 その辺で、施設更新、耐震化、先ほど楢

村委員の質問にございました管路の老朽

化による破裂とか、多大な迷惑をかけてい

くという中で、今の水道ビジョンの計画を

そのままを踏襲できるかというと当然、こ

の減収分も含めてのビジョンを立てる中

で、スピード的なものもございますけれど

も、できるだけ更新を止めることなく進め

ていきたいと考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 上下水道料金のク

レジット払いの件についてお答えします。 

 大阪府下でクレジット払いをしている

ところでは、大阪市が平成２６年度からク

レジット払いをされております。北摂では、

箕面市ですね。それから、池田市が平成２

９年５月から受付を開始されているとい

うことを聞いております。 

 ただ、箕面市、池田市につきましては、

「ＹＡＨＯＯ！公金支払い」というサービ

スで、パソコンから登録されてということ

で、箕面ではが都度払いと継続払いの登録

ができ、池田市では、今のところ継続払い

ということになっておるんですが、導入後

の件数を聞きますと、申し込みが、始めた

当初は件数が結構上がるんですが、それ以

降が余りないということで、その選択肢を

ふやすことはいいことなんですけれども、

徴収的に同じようなバランスには、なかな

かなり得ないかなと思います。 

 もちろん、ランニングコストもかかりま

すし、１件当たりの費用もかかるので、こ

の辺が口座振替の手数料なりが上がって

くると、見合いがつくのかなと。 

 ただ、クレジット払いのメリットとすれ

ば、納付書を発送しなくていいと。その辺

の請求行為はクレジット会社がやってく

れますので、郵送料の六十何円ですね。市

が払っている分がペイできると。 

 コンビニで１件当たり５５円の手数料

をお支払いしていますので、その分は郵送

料とペイできるかなとは思っておるんで

すけれども、北摂では、まだ２市だけなの

で銀行なり、その辺の調査を進めて、メリ

ット、デメリットの関係を含めて検討して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員の質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、耐震補強の状況ということですけ

れども、管路で約２３７キロメートルござ

います。管路全体からしますと、耐震化率

につきましては７．４％です。それから、

今、大口径管の基幹管路を更新を進めてお

りますけれども、これに限りますと、平成

２８年度末で２１％になっております。 

 次に、災害時のときの確保できる水の量

というご質問に対して、お答えさせていた

だきます。鳥飼送水所と千里丘送水所のほ

うには、緊急遮断弁がつけられているタン

クがございます。鳥飼送水所は５，０００

立方メートルで、千里丘送水所が２，４０

０立方メートルの計７，４００立方メート

ルが緊急遮断弁で、震度５が起きますと自

然に遮断して水の流出を防ぐという形に

なっております。 
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 これにつきまして、仮にですけれども、

５０％の水があるという状況とします。そ

れから、太中浄水場のほうには地下の配水

池が３，０００立方メートルございます。

これを合わせますと、全体で６，７００立

方メートルは確保されます。 

 これを摂津市民一人当たり、緊急時、最

初１日に約生命維持用として３リットル

が要る。それから、生活が落ちついた４日

目からは１日２０リットルが必要となる

んですけれども、この計算でいきますと、

大体６．５日はもつ形になっております。 

 それから、配水管布設工事についての土

の件についてなんですけれども、大阪市の

問題につきまして、改良土を使うというこ

とが前提になっていたと思います。この改

良土というものは、下水処理で発生した汚

泥を焼き、固めて、砕いたものを土として

使っているということで、これを使います

と、ふだんの再生土などに比べ費用が高く

なるということになっています。ただ、そ

れでもリサイクルの観点上、それを使って

いたというというふうに思われます。 

 摂津市水道施設課では、それを使ってお

りません。再生土か、もともとの地山を使

うか、どちらかなんですけれども、摂津市

水道施設課では再生土のほうを使ってお

ります。 

 再生土のほうが、費用としては安くなっ

ておりますので、その費用の問題について

の間違いはございません。ただ、量につき

ましては、やはりその納入量と、あと設計

量とを必ずチェックをして、それに差異が

ないかどうかだけは確認している状態に

なっております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 まず、職員の方の年齢な

んですけども、やはり年齢層が比較的とい

うか、かなり突出して高く、今、新人の方

が来て、５４歳の方が今から教えようとし

ても、やっと教え終わるのが５９歳という

のが多分、想像できると思うんですけども、

もう、ここ一、二年が恐らくリミットなの

かなと。ご説明をいただいた限りではちょ

っと想像ができたんですけども。 

 この摂津市というのは少数精鋭でやっ

ていくということで、人員削減というのは

大事だとは思うんですけども、やはりライ

フラインにかかわる、何かあったときに市

民の方が頼るのは、水道に関してはこうい

った方々になるかと思いますので、早急に

人事の話もあるとは思うんですけども、最

近は、人員確保がかなり厳しいというふう

に言われている時代ですけれども、そこを

どうにかしないといけない問題でもある

と思いますので、早急にやっていただくよ

う要望として、この質問は終わらせていた

だきます。 

 続きまして、給水収益に関してですね。

やはり水道料金、水道収益が減ると、やっ

ていくというお話、すごい理解することが

できます。意思というのが理解できるんで

すけれども、物理的にお金のかかる作業、

膨大な費用がかかる話になってきますの

で、やっていただかないといけないんです

が、お金の面でその採算というか収益に対

して施設投資が間に合うのかどうか。 

 先ほどもお話ししましたけど、きょう、

あすに地震があったときとか、そういった

形の、それは誰にも予想できない話ですの

で、そういったところをもう一度見直して

いただいて、予算が足らないのであれば、

前もお話しさせていただきましたけど、ど

うにか、ほかから引っ張ってくるとか、そ

ういったことも僕は必要じゃないかなと。
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基本的にはできないというのも、この前の

部長の答弁でもお聞きさせていただきま

したけど、どうにかこうにかしないといけ

ない話はしないといけないですので、やっ

ていただくように要望させていただきま

す。早急に計画を立てていただいて、また

教えていただきたいです。 

 耐震工事の件、配管の件になるんですけ

ども、正直、数値は知っていたんですけど

も、余りそこまでよくはない。さっきとつ

ながる話ですけども、早急にやっていただ

けるように、先ほどとあわせてですけども、

金額的なものもあるとは思いますが、ぜひ

やっていただきたいと要望しておきます。 

 クレジットカード払いの件につきまし

て、ご答弁ありがとうございます。やはり

先ほども言いましたけど二か月に一遍な

ので、電気、ガスをクレジット払いでやっ

ている人は本当に忘れがちになるんです。

公共料金はそれでおしまいやという意識

があるみたいで。二か月に一遍なので、毎

月のことじゃないので。人間、二か月ある

と忘れがちで、それが未納とかにも少しつ

ながったりとか、それで未納で、市が払っ

てくださいと、また送ったりすることが、

先ほど言っていました節約なり郵送代に

かかってきたりとかする件も、多少はある

んじゃないのかなと思っているんです。 

 北摂で二例しかないので、やりにくいと

いうお話もわかるんですけども、逆に、先

進市というか、ほかがやっていないので摂

津市ではこういうことができますよと。他

市から来てくれた人に公共料金の説明と

か、説明を最初にされると思いますけども、

セールスポイントになるべき話ではない

のかなと。多少、人数的には少ないかもし

れないんですけども、考える余地はあるの

かなというふうに思いますので、ぜひ、検

討していただけるようお願い申し上げま

す。 

 新聞報道にありました、大阪市の改良土

につきまして、摂津市におきましては費用

が高いものを使っていないので、現状、大

丈夫だというふうに把握されているとい

うふうにご答弁いただきました。 

 基本的には、見ていただいているので、

そういった調査、常に監視していただいて

いるという答弁もいただきましたので、安

心なのかなとは思うんですけれども。ただ、

大阪市も恐らく、まさかそんなことがある

とは思わなかったという事態だとは思う

んです。隠されていることをあばくには疑

わないと、正直、わからないことが多い。

疑ってかかって、やっと、ああ、そんなこ

とをやっていたんだなとわかることが日

常的にも多いと思うんです。 

 ですので、土に関しては、いけるのかも

しれないんですけども、水道事業はさまざ

まな工事、いろんな業者に依頼をされてい

ると思うんですけども、そういったところ

をもう一度、精査していただいて、大切な

税金を使われていることでありますから、

特に水道の事業というのは公共のライフ

ラインですから、何かあったら正直、済み

ませんでは済まない話になってきますの

で。 

 今、大阪市は業者に損害賠償請求をして

いるそうなんですけども、その支払い能力

があるのかどうかもわからないですし、そ

ういった事態に陥らないように、反面教師

じゃないですけど、隣の市でこういうこと

がもう事例として上がってきましたので、

仕事の量はふえるかもしれないんですけ

ども、一つ一つ見ていっていただいて。こ

れも、要望とさせていただきます。 

 以上です。 
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○水谷毅委員長 三好俊範委員の質疑が

終わりました。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会

いたします。 

（午後５時１分 散会） 
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